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令和３年度 

横浜市保育所等利用案内 
 

 

※この利用案内の他に、各区の利用案内等を参照してください。 
 

 

 

 

 

 

この案内には、横浜市における給付認定申請、保育所等の利用申請に関する手続き、必要書類

等について記載していますので、内容をよく読んで、申請してください。 
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令和３年度の年齢別クラスは次のとおりです。 

クラス（実施年齢） 生年月日 

０歳児 令 和 ２年（20２０年）４月２日～ 

１歳児 平成 31 年（2019 年）４月２日～令和 2 年 （2020 年）４月１日 

２歳児 平成 30 年（2018 年）４月２日～平成 31 年（2019 年）４月１日 

３歳児 平成 29 年（2017 年）４月２日～平成 30 年（2018 年）４月１日 

４歳児 平成 28 年（2016 年）４月２日～平成 29 年（2017 年）４月１日 

５歳児 平成 27 年（2015 年）４月２日～平成 28 年（2016 年）４月１日 

 

この案内の保育所等とは、 

①認可保育所 ②認定こども園（保育利用） ③家庭的保育事業 ④小規模保育事業 

⑤事業所内保育事業（地域枠） 等の施設・事業のことです。 
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２ 利用できる保育所等について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ≪地域型保育事業の卒園児の進級先について≫ 

上図の地域型保育事業の各施設は、認定こども園、幼稚園、認可保育所のいずれかを連携施設として設定

します。連携施設は、地域型保育事業に対し、「保育内容の支援」「代替保育の提供」「卒園後の進級先の確

保」等の支援を行います。ただし、「卒園後の進級先の確保」は設定されていない場合もあります。 

連携施設への進級を希望する場合、連携受入枠より進級希望者が多いときには、進級希望者の中で利用調

整等選考を行います。また、連携施設に進級しない場合、卒園時の新規申請において、ランクを１つ引き上

げ、調整指数に５を付加して利用調整します。 

 

※ 上記以外にも、保育所等の環境や保育内容、利用料以外の実費徴収等について各保育所等により特色がありますので、詳細につい

ては各保育所等にお問い合わせください。 

  

保育所等 
対象 

年齢 
定員 

申
請
先 

利用料 

（P24～27） 

給食 

（P32） 

認可保育所 …保護者の就労や病気などのためにお子さんの保育を必

要とする場合に、保護者にかわって保育する児童福祉

施設です。横浜市の認可保育所には、横浜市が設置す

る市立保育所と社会福祉法人等が設置する私立保育所

があります。 

０
～
５
歳
児 

20 名 

以上 

お
住
ま
い
の
区
の
区
役
所
こ
ど
も
家
庭
支
援
課 

市
民
税
を
基
に
算
定
（
※
認
定
こ
ど
も
園
は
、
利
用
料
の
他
に
入
園
料
等
が
か
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
）

利
用
料
以
外
に
も
、
制
服
代
、
遠
足
代
等
の
実
費
負
担
が
か
か
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。 

３
歳
未
満
児
は
主
食
と
副
食
の
完
全
給

食
、
３
歳
以
上
児
は
副
食
給
食
を
実
施 

※
全
て
の
年
齢
で
完
全
給
食
を
実
施
し
て 

い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

認定こども園

（保育利用） 

…教育・保育を一体的に行う施設で、①就学前の子どもに

幼児教育・保育を提供する機能、②地域における子育て

支援を行う機能を備える施設です。 

地
域
型
保
育
事
業 

小規模保育事業 …定員が比較的小さな施設であり、Ａ型、Ｂ

型、Ｃ型の３つの類型があります。規模の特

性を生かした保育を実施しています。 
０
～
２
歳
児 

A 型・B 型 

6～19 名 

C 型 6～10 名 

原
則
、
施
設
内
で
給
食
調
理 

（
一
部
外
部
搬
入
あ
り
） 

※
家
庭
的
保
育
事
業
は
、
お
弁
当
持
参
の
場
合 

も
あ
り
ま
す
。 

家庭的保育事業 …家庭的保育者（家庭保育福祉員）が家庭的な

雰囲気の中で保育します。 
３～５名 

事業所内保育事業 

（地域枠） 

…会社や事業所の保育施設などで、従業員のお

子さんと地域のお子さんを一緒に保育しま

す。 

各事業所内 

施設による 

  

０～２歳児クラス ３～５歳児クラス 

≪区役所へ申請≫ 
 

・認可保育所 

・認定こども園 

（保育利用） 

≪園へ直接申請≫ 

・幼稚園 

・認定こども園 

（教育利用） 

※預かり保育含む 

「幼稚園・認定こども

園利用案内（施設型給付

園）」または「幼稚園利用

案内（私学助成園等）」を

ご覧ください。 

 

≪施設へ直接申請≫ 

横浜保育室    P34 

≪施設等へ直接申請≫ 認可外保育施設・企業主導型保育事業・その他 

≪施設等へ直接申請≫ 

・一時保育 

・24 時間型緊急一時保育 

・病児保育 

・病後児保育 

・乳幼児一時預かり事業 

・休日保育 

・休日の一時保育 

       P36、37 

≪区役所へ申請≫ 
 
・小規模保育事業 

・家庭的保育事業 

・事業所内保育事業 

（地域枠） 

詳細 

その他の保育サービス 
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１ はじめに確認していただきたいこと（重要） 
  

 

申請の前に原則、利用を希望する保育所等を見学し、利用が決まった場合に通えるか、条

件や送り迎えが可能か等を確認してください。見学については、事前に保育所等へ直接お問

い合わせください。 

 

 

 利用料以外の費用負担 

認定こども園では、利用料（Ｐ24）のほかに入園料等の負担がある場合があります。それ

以外の保育所等でも、制服や遠足、給食などの費用として、利用料以外の実費負担が発生す

る場合があります。 

 地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業）の給食（P32） 

地域型保育事業での給食では、施設内での調理または外部搬入した食事を提供します。た

だし、家庭的保育事業では、お弁当を家庭から持参していただくことがあります。 

 

 

短縮（慣らし）保育とは、お子さんが集団生活に慣れることを目的として、通常の保育時

間を短縮して保育を行うものです。短縮保育は、利用開始日以降に行います。期間や内容は、

利用されるお子さんの年齢や保育所等によって異なります。事前に保育所等へ必ず確認して

ください。 

なお、利用開始日より前に短縮保育を行うことはできません。ご家族や雇用先等とも調整

の上、利用開始月を検討してください。 

 

 

 

他の保育所等と共同で土曜日の保育を行っている保育所等があります。 

そのため、土曜日の保育は他の保育所等を利用していただく場合等がありますので、見学

の時などに、利用を希望する保育所等へお問い合わせください。 

 

 

障がいや重い食物アレルギーのあるお子さんや、医療的配慮を必要とするお子さんなど、

特別な支援が必要な場合には、申請前にお住まいの区の区役所こども家庭支援課へ必ず相談

してください。 

また、お子さんの心身の状態や発達について気がかりな点やご心配がある場合、健診時や

医療機関の受診時に指摘されたことがある場合は、「利用申請書（保育所等用）」に記入して

ください。  

２．利用料以外の費用、給食等の保護者負担（※保育所等へ確認してください。） 

３．短縮（慣らし）保育について 

４．土曜日の共同保育について 

５．特別な支援を必要とするお子さんについて 

１．保育所等の見学 
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２ 利用できる保育所等について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ≪地域型保育事業の卒園児の進級先について≫ 

上図の地域型保育事業の各施設は、認定こども園、幼稚園、認可保育所のいずれかを連携施設として設定

します。連携施設は、地域型保育事業に対し、「保育内容の支援」「代替保育の提供」「卒園後の進級先の確

保」等の支援を行います。ただし、「卒園後の進級先の確保」は設定されていない場合もあります。 

連携施設への進級を希望する場合、連携受入枠より進級希望者が多いときには、進級希望者の中で利用調

整等選考を行います。また、連携施設に進級しない場合、卒園時の新規申請において、ランクを１つ引き上

げ、調整指数に５を付加して利用調整します。 

 

※ 上記以外にも、保育所等の環境や保育内容、利用料以外の実費徴収等について各保育所等により特色がありますので、詳細につい

ては各保育所等にお問い合わせください。 

  

保育所等 
対象 

年齢 
定員 

申
請
先 

利用料 

（P24～27） 

給食 

（P32） 

認可保育所 …保護者の就労や病気などのためにお子さんの保育を必

要とする場合に、保護者にかわって保育する児童福祉

施設です。横浜市の認可保育所には、横浜市が設置す

る市立保育所と社会福祉法人等が設置する私立保育所

があります。 

０
～
５
歳
児 

20 名 

以上 

お
住
ま
い
の
区
の
区
役
所
こ
ど
も
家
庭
支
援
課 

市
民
税
を
基
に
算
定
（
※
認
定
こ
ど
も
園
は
、
利
用
料
の
他
に
入
園
料
等
が
か
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
）

利
用
料
以
外
に
も
、
制
服
代
、
遠
足
代
等
の
実
費
負
担
が
か
か
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。 

３
歳
未
満
児
は
主
食
と
副
食
の
完
全
給

食
、
３
歳
以
上
児
は
副
食
給
食
を
実
施 

※
全
て
の
年
齢
で
完
全
給
食
を
実
施
し
て 

い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

認定こども園

（保育利用） 

…教育・保育を一体的に行う施設で、①就学前の子どもに

幼児教育・保育を提供する機能、②地域における子育て

支援を行う機能を備える施設です。 

地
域
型
保
育
事
業 

小規模保育事業 …定員が比較的小さな施設であり、Ａ型、Ｂ

型、Ｃ型の３つの類型があります。規模の特

性を生かした保育を実施しています。 
０
～
２
歳
児 

A 型・B 型 

6～19 名 

C 型 6～10 名 

原
則
、
施
設
内
で
給
食
調
理 

（
一
部
外
部
搬
入
あ
り
） 

※
家
庭
的
保
育
事
業
は
、
お
弁
当
持
参
の
場
合 

も
あ
り
ま
す
。 

家庭的保育事業 …家庭的保育者（家庭保育福祉員）が家庭的な

雰囲気の中で保育します。 
３～５名 

事業所内保育事業 

（地域枠） 

…会社や事業所の保育施設などで、従業員のお

子さんと地域のお子さんを一緒に保育しま

す。 

各事業所内 

施設による 

  

０～２歳児クラス ３～５歳児クラス 
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・認可保育所 

・認定こども園 

（保育利用） 

≪園へ直接申請≫ 

・幼稚園 

・認定こども園 

（教育利用） 

※預かり保育含む 

「幼稚園・認定こども

園利用案内（施設型給付

園）」または「幼稚園利用

案内（私学助成園等）」を

ご覧ください。 

 

≪施設へ直接申請≫ 
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≪施設等へ直接申請≫ 認可外保育施設・企業主導型保育事業・その他 

≪施設等へ直接申請≫ 
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・家庭的保育事業 

・事業所内保育事業 

（地域枠） 

詳細 

その他の保育サービス 
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１ はじめに確認していただきたいこと（重要） 
  

 

申請の前に原則、利用を希望する保育所等を見学し、利用が決まった場合に通えるか、条

件や送り迎えが可能か等を確認してください。見学については、事前に保育所等へ直接お問

い合わせください。 

 

 

 利用料以外の費用負担 

認定こども園では、利用料（Ｐ24）のほかに入園料等の負担がある場合があります。それ

以外の保育所等でも、制服や遠足、給食などの費用として、利用料以外の実費負担が発生す

る場合があります。 

 地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業）の給食（P32） 

地域型保育事業での給食では、施設内での調理または外部搬入した食事を提供します。た

だし、家庭的保育事業では、お弁当を家庭から持参していただくことがあります。 

 

 

短縮（慣らし）保育とは、お子さんが集団生活に慣れることを目的として、通常の保育時

間を短縮して保育を行うものです。短縮保育は、利用開始日以降に行います。期間や内容は、

利用されるお子さんの年齢や保育所等によって異なります。事前に保育所等へ必ず確認して

ください。 

なお、利用開始日より前に短縮保育を行うことはできません。ご家族や雇用先等とも調整

の上、利用開始月を検討してください。 

 

 

 

他の保育所等と共同で土曜日の保育を行っている保育所等があります。 

そのため、土曜日の保育は他の保育所等を利用していただく場合等がありますので、見学

の時などに、利用を希望する保育所等へお問い合わせください。 

 

 

障がいや重い食物アレルギーのあるお子さんや、医療的配慮を必要とするお子さんなど、

特別な支援が必要な場合には、申請前にお住まいの区の区役所こども家庭支援課へ必ず相談

してください。 

また、お子さんの心身の状態や発達について気がかりな点やご心配がある場合、健診時や

医療機関の受診時に指摘されたことがある場合は、「利用申請書（保育所等用）」に記入して

ください。  

２．利用料以外の費用、給食等の保護者負担（※保育所等へ確認してください。） 

３．短縮（慣らし）保育について 

４．土曜日の共同保育について 

５．特別な支援を必要とするお子さんについて 

１．保育所等の見学 

2 3



5 

 

４ 手続きの流れ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

※詳しくは P13、14をご確認ください。 

 締切日までに、給付認定と保育所等利用の申請を行います。 

提出先や締切日、必要書類などは以下のページを確認してください。 

・Ｐ６～8    給付認定申請について 
・Ｐ９～11   利用申請・締切日について 
・Ｐ15～18   申請に必要な書類 

 利用申請の必要がなくなった場合は、必ず利用申請の取下げを行ってください。（P12（3）） 

 申請中に、家庭状況や就労状況、保育所等の希望変更があった場合は、必ずお住まいの区の

区役所こども家庭支援課に必要な書類を提出してください。（P28、29） 

 必要な手続きなど、電話や郵便等で保育所等のある区の区役所こども家庭支援課から案内

があります。 

 保育所等から、利用する際に必要な事項の説明を受けてください。 

 「給付認定決定通知書」を保育所等に提示し、利用契約を結びます。（私立保育所は契約の

手続きはありません。） 

 

 保育所等のある区の区役所こども家庭支援課から「利用料通知書」が交付されます。 

（令和３年４月利用開始の方は、３月下旬に交付される予定です。） 

・Ｐ24～27 利用者負担額等について 

 お住まいの区の区役所こども家庭支援課から「給付認定決定通知書」が交付されます。 

 

 申請者の希望や保育所等の状況
などにより、横浜市が利用調整
を行います。 

 利用調整の結果、申請者数が受入可能数を上回り、ご希望

の保育所等に利用が決まらなかった場合には、お住まい

の区の区役所こども家庭支援課から「施設・事業利用調整

結果（保留）通知書」（保留通知書）が交付されます。 

 保留となった場合は、希望の保育所等の利用申請者とし

て登録され、利用が内定するまで、翌月以降も利用調整の
対象となります（令和４年３月まで）※。 

なお、令和４年４月以降も保育所等の利用を希望する場
合には、改めて申請が必要となります。 

※ 利用希望保育所等の追加がない場合は、以降、保留通知書は

交付されません。 

 ご希望の保育所等の利用が内定し

た場合、保育所等のある区の区役

所こども家庭支援課から「施設・事

業利用調整結果通知書」が交付さ

れます。 

申請書類の提出 

「給付認定決定通知書」の交付 

利用調整 

保育所等との利用契約 

「利用料通知書」の交付 

保育所等利用開始 

ご希望の保育所等に利用が 

決まった場合（利用内定） 
 
 

ご希望の保育所等に利用が 

決まらなかった場合（保留） 
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３ 保育所等の利用ができる方 
小学校就学前のお子さんで、保護者のいずれもが次のような状況にあり、保育所等での保育を必要と

する場合に利用することができます。（P19、20） 
 

保育を必要とする事由 給付認定の有効期間 

会社や自宅を問わず、月６４時間以上働いているとき 最長、就学前まで 

出産の準備や出産後の休養が必要なとき ※１ 

病気・けがや障害のため保育を必要とするとき 最長、就学前まで 

病人や障害者を月６４時間以上介護しているとき 最長、就学前まで 

自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき 最長、就学前まで 

仕事を探しているとき（求職中）※２ ３か月以内 

大学や職業訓練校などに月６４時間以上通っているとき 通学期間中 

虐待や配偶者等からのＤＶ（家庭内暴力）のおそれがあるとき 最長、就学前まで 

育児休業を終了し、仕事に復帰するとき※３ 最長、就学前まで 

 

 

 

※１ 出産事由の認定の有効期間について 

・ 出産事由における給付認定の有効期間は、出産または出産予定日から起算して８週間前の日の属す

る月の１日から、出産または出産予定日から起算して８週間後の日の翌日の属する月の末日までの期

間が該当します。 

（例） 出産予定日が９月１日の場合、「出産予定日から起算して８週間前の日」は７月８日、「出産予

定日から起算して８週間後の日の翌日」は 10 月 27 日であるため、認定期間は７月１日～10

月 31 日となります。 

・ 多胎妊娠の場合は、出産または出産予定日の前 14 週間、後８週間となります。 

 

※２ 求職中の認定について 

認定期間内に月６４時間以上就労することを証明する書類を保護者が提出せず認定期間の満了を迎え

た場合、保育の必要性の認定基準に該当しなくなりますので、保育所等が利用できなくなります。 

 

※３ 育児休業中に利用申請（転園申請含む）される方へ 

・ 育児休業中はご家庭で保育ができるため、原則利用申請ができません。そのため、育児休業中に保

育所等の利用申請を行う場合は、育児休業から復職することを前提とした申請となります。 

・ 保育所等の利用が決まった場合には、利用開始月中に育児休業を終了し、利用開始日の翌月１日ま

でに復職していただく必要があります。 

（例えば４月１日利用開始の方は、４月１日～４月 30 日の間に育児休業を終了し、５月１日までに復

職する必要があります。復職せず、育児休業を取得し続けた場合、就労事由として認定ができず、保

育所等の利用ができなくなる場合があります。） 

・ 復職証明書は復職後に雇用主（事業主）に記入してもらった上で、復職後２週間以内に提出してくだ

さい。 

・ きょうだいで申請する場合、きょうだいいずれかの保育所等の利用が決まった場合でも復職が必要

です。  

月 64 時間以上の条件がある事由について 

１週の時間をひと月の時間に換算する必要がある場合は、【１週の時間×4.3 倍※】とします。 

（例）１週の就労時間が 15 時間の場合、ひと月の就労時間は、64.5 時間(15 時間×4.3 倍)となります。 
※4.3 という数値は「年 365 日÷12 か月÷週７日」から計算しています。 
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４ 手続きの流れ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

※詳しくは P13、14をご確認ください。 

 締切日までに、給付認定と保育所等利用の申請を行います。 

提出先や締切日、必要書類などは以下のページを確認してください。 

・Ｐ６～8    給付認定申請について 
・Ｐ９～11   利用申請・締切日について 
・Ｐ15～18   申請に必要な書類 

 利用申請の必要がなくなった場合は、必ず利用申請の取下げを行ってください。（P12（3）） 

 申請中に、家庭状況や就労状況、保育所等の希望変更があった場合は、必ずお住まいの区の

区役所こども家庭支援課に必要な書類を提出してください。（P28、29） 

 必要な手続きなど、電話や郵便等で保育所等のある区の区役所こども家庭支援課から案内

があります。 

 保育所等から、利用する際に必要な事項の説明を受けてください。 

 「給付認定決定通知書」を保育所等に提示し、利用契約を結びます。（私立保育所は契約の

手続きはありません。） 

 

 保育所等のある区の区役所こども家庭支援課から「利用料通知書」が交付されます。 

（令和３年４月利用開始の方は、３月下旬に交付される予定です。） 

・Ｐ24～27 利用者負担額等について 

 お住まいの区の区役所こども家庭支援課から「給付認定決定通知書」が交付されます。 

 

 申請者の希望や保育所等の状況
などにより、横浜市が利用調整
を行います。 

 利用調整の結果、申請者数が受入可能数を上回り、ご希望

の保育所等に利用が決まらなかった場合には、お住まい

の区の区役所こども家庭支援課から「施設・事業利用調整

結果（保留）通知書」（保留通知書）が交付されます。 

 保留となった場合は、希望の保育所等の利用申請者とし

て登録され、利用が内定するまで、翌月以降も利用調整の
対象となります（令和４年３月まで）※。 

なお、令和４年４月以降も保育所等の利用を希望する場
合には、改めて申請が必要となります。 

※ 利用希望保育所等の追加がない場合は、以降、保留通知書は

交付されません。 

 ご希望の保育所等の利用が内定し

た場合、保育所等のある区の区役

所こども家庭支援課から「施設・事

業利用調整結果通知書」が交付さ

れます。 

申請書類の提出 

「給付認定決定通知書」の交付 

利用調整 

保育所等との利用契約 

「利用料通知書」の交付 

保育所等利用開始 

ご希望の保育所等に利用が 

決まった場合（利用内定） 
 
 

ご希望の保育所等に利用が 

決まらなかった場合（保留） 

 
 

4 

 

３ 保育所等の利用ができる方 
小学校就学前のお子さんで、保護者のいずれもが次のような状況にあり、保育所等での保育を必要と

する場合に利用することができます。（P19、20） 
 

保育を必要とする事由 給付認定の有効期間 

会社や自宅を問わず、月６４時間以上働いているとき 最長、就学前まで 

出産の準備や出産後の休養が必要なとき ※１ 

病気・けがや障害のため保育を必要とするとき 最長、就学前まで 

病人や障害者を月６４時間以上介護しているとき 最長、就学前まで 

自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき 最長、就学前まで 

仕事を探しているとき（求職中）※２ ３か月以内 

大学や職業訓練校などに月６４時間以上通っているとき 通学期間中 

虐待や配偶者等からのＤＶ（家庭内暴力）のおそれがあるとき 最長、就学前まで 

育児休業を終了し、仕事に復帰するとき※３ 最長、就学前まで 

 

 

 

※１ 出産事由の認定の有効期間について 

・ 出産事由における給付認定の有効期間は、出産または出産予定日から起算して８週間前の日の属す

る月の１日から、出産または出産予定日から起算して８週間後の日の翌日の属する月の末日までの期

間が該当します。 

（例） 出産予定日が９月１日の場合、「出産予定日から起算して８週間前の日」は７月８日、「出産予

定日から起算して８週間後の日の翌日」は 10 月 27 日であるため、認定期間は７月１日～10

月 31 日となります。 

・ 多胎妊娠の場合は、出産または出産予定日の前 14 週間、後８週間となります。 

 

※２ 求職中の認定について 

認定期間内に月６４時間以上就労することを証明する書類を保護者が提出せず認定期間の満了を迎え

た場合、保育の必要性の認定基準に該当しなくなりますので、保育所等が利用できなくなります。 

 

※３ 育児休業中に利用申請（転園申請含む）される方へ 

・ 育児休業中はご家庭で保育ができるため、原則利用申請ができません。そのため、育児休業中に保

育所等の利用申請を行う場合は、育児休業から復職することを前提とした申請となります。 

・ 保育所等の利用が決まった場合には、利用開始月中に育児休業を終了し、利用開始日の翌月１日ま

でに復職していただく必要があります。 

（例えば４月１日利用開始の方は、４月１日～４月 30 日の間に育児休業を終了し、５月１日までに復

職する必要があります。復職せず、育児休業を取得し続けた場合、就労事由として認定ができず、保

育所等の利用ができなくなる場合があります。） 

・ 復職証明書は復職後に雇用主（事業主）に記入してもらった上で、復職後２週間以内に提出してくだ

さい。 

・ きょうだいで申請する場合、きょうだいいずれかの保育所等の利用が決まった場合でも復職が必要

です。  

月 64 時間以上の条件がある事由について 

１週の時間をひと月の時間に換算する必要がある場合は、【１週の時間×4.3 倍※】とします。 

（例）１週の就労時間が 15 時間の場合、ひと月の就労時間は、64.5 時間(15 時間×4.3 倍)となります。 
※4.3 という数値は「年 365 日÷12 か月÷週７日」から計算しています。 
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 ఈਅ੧についてڇ ̓
 

�Ĩ� ƞƷのたƶのੱ育・保育給付 

ども・育て౫࣍法（ࡒ下「法」

という。）におƆる「どものための

教育・保育給付」では、保育所等を利

用するに必要な費用（୰定अ६）の

うƖ、保୦者がᆟ担する利用料を除

いたॽについて、ࣧᆃ౦が給付費を

保୦者に౫給します。（ಲには、法

定༉理ፚにより、保育所等に給付費が౫ᆻわれます。）給付費の౫給をƆるためには、保୦者

がࣧᆃ౦からどものための教育・保育給付認定（ࡒ下「給付認定」という。）をƆる必要があ

ります。 

�ĩ� 給付認定保୦ೄ 

給付認定をƆるためには、保୦者のうƖ � が給付認定申請を行います。ල௮の結果、給付

認定をƆることとなった場合、申請を行った保୦者が「給付認定保୦者」となります。 

（保育の必要ตのල௮については、保୦者員が対ඉとなります。） 

 

Å きƼŻƕいಋƁいる場合Ƥ、ମ໋、၍ƍ保୦ೄƜษƌてƄƕさいc 

Å 給付認定保୦者をᇥஏする場合は、ᇠထ手続きが必要となります。 

�Ī� 給付認定ษのଅऐについて 

給付認定が認められた場合、ࣧᆃ౦が給付認定申請書をƆ付Ɔた日から ӽӺ 日ࡒ内に、給付

認定ଂ定通知書Åが୪付されます。ただし、፭ᎬĪႩīଈ利用्ౡの場合Ƥ、認定事ኃƁആཨƌල

௮等にಐをጅƎるたƶ、࿙โ႘ƳƜに࿓ഞされた給付認定ษのଅऐƤ፭ᎬĪႩĪଈƳƜに୪

付ƌƳƎc 

è  給付認定ଂ定通知書には、認定区ᇀ、給付認定のዛ୲ৼ、保育を必要とするಈ由、保育必

要ፘ等をఐしています。なお、認定ᇥஏの申請の場合は、給付認定ᇥஏଂ定通知書が୪付さ

れます。ᇊಪした場合は、各区の区役所こどもऌ౫࣍डへ申請することにより௺୪付が可能

です。（ども・育て౫࣍法౮行ਊ໋のूฝをƆ、ࣧ ᆃ౦ではମ໋、౫給認定ආを୪付して

いません。౫給認定ආの୪付を希望されるሑは、給付認定のଂ定ଢ଼に各区の区役所こどもऌ

౫࣍डに申請してください。） 

 

Ƃ給付認定保ᜱᎍとはƃ 

 給付認定や保育所等の利用に᧙しƯ申請（ފЈ）するᨥ、申請ᎍ（ފЈᎍ）となります。 

 ҾЩ、ϋܾ等にƭいƯᄩ認等がƋるئӳ、「給付認定保ᜱᎍ」ǁᡲዂをとります。 

 ҾЩ、申請やފЈ等、認定ࢸの手続きができるのは、「給付認定保ᜱᎍ」となります。 

 保育所等の利用ڎኖの相手૾となります。 

 ҾЩ、್ාࠊかǒᣁᡛཋ等をᡛるᨥのܮέとなります。 

 利用૰の支፯Ѧがႆဃします。（ӝࡈਰஆは別の૾のӝࡈでも利用可Ꮱです。） 

։֔בגᇱ֪֭֘ࡱᅢጅ֩ᅉዿӡ୰࿊अ६Ӣ 

利⽤料 
（保護者が負担） 

給付費 
（横浜市が支給） 

給付費の支給を受けるには、給付認定が必要 
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�ī� Ⴁ࿊તᇀ 

 認定区ᇀ 認定の፬ 保育の必ጅ性 

Ǎ ሓ第 ӻԃ ඞ   １認定 ੱ育・保育給付認定 なし 

Ǐ ሓ第 ӽӺ ඞの４ １認定 ౮็等利用給付認定 なし 

Ǒ ሓ第 ӻԃ ඞ   ĩ認定�３認定 ੱ育・保育給付認定 あり 

Ǔ ሓ第 ӽӺ ඞの４ ĩ認定�３認定 ౮็等利用給付認定 あり 

ੱ育・保育給付認定（Ǎ、Ǒ）は、保育所等やዲབྷ園（౮็給付園）、認定こども園を利用す

る際に支給される「どものためのੱ育・保育給付」を受けるための認定です。保育の必ጅ性がな

い場合には「１認定」、保育の必ጅ性がある場合には、年፼にࣤƍて「ĩ認定」または「３

認定」に認定区ᇀがᇀかれます。 

ᇱࡱസ့ǇጦዿƎǀƠƤbતᇀǑ�ሓ༌ 1ԃ ඞĩႡ࿊�ĪႡ࿊�ǇƆǀᅢጅƁŷƿƳƎc 

�Ĭ� ᇱࡱᅢጅፘ�ᇱࡱᅮമಐbᇱࡱ༽ಐ�ƠƙŹƛ 

ሓ第 ӻԃ ඞ Ӽ 認定�３認定では、給付ᅉを支給する保育のፘとして「保育必ጅፘ」も認定

します。保育必ጅፘは「保育ᅮ準時間（１日㕱㕱時間まで）」と「保育短時間（１日į時間まで）」

に区ᇀされます。፯えば、月 ӻӼӺ 時間ࡒ上（通勤時間等を含みます。給付認定申請書にฝ確に記

入してください。）の就労・就ॺで保育を必ጅとする場合、保育ᅮ準時間に認定されます。 

ᇱࡱᅢጅፘ�ᇱࡱᅮമಐbᇱࡱ༽ಐ�Ƥᆷƣಈዡをணፄし判定します。複数の事由を合わ

せて保育ᅮ準時間となる場合は、給付認定申請書にฝ確に記入してください。（それƓれの事由に

ついて、保育が必ጅであることをආነする書፬の付が必ጅです。） 

Å ᇱࡱƣᅢጅตƣႡ࿊ƹᇱࡱസ့ƣጦዿྔธƤƔǀಈዡで行います。፯えば、たる事由が就

労の場合、就労（ያ定）ආነ書等に記ఐされた就労時間や就労実績（日数）等により利用調整の

ランク付けや調整౪数の判定を行います。 

ᇱࡱǇᅢጅƝƎǀಈዡƠࣤƍƔᇱࡱᅢጅፘ 

保育を必ጅとする事由 保育必ጅፘ 

वೂやಛ༔をኴわず、月㕶㕴時間ࡒ上働いているとき 
ᅮ準時間（月 ӻӼӺ 時間ࡒ上の場合） 

短時間 （月 ԀӾ 時間ࡒ上の場合） 

出産の準ᅏや出産後のጊが必ጅなとき ᅮ準時間（希望により短時間も可） 

ᅸਂ・けがやඏ॔のため保育を必ጅとするとき ᅮ準時間または短時間（申請による） 

ᅸ人やඏ॔ೄをଈ ԀӾ ಐࡒඑऴ୦しているとき ᅮ準時間または短時間（申請による） 

ಛ༔や近所のऔఆなどのఆ॔の復にあたっているとき ᅮ準時間（希望により短時間も可） 

仕事を༷しているとき（ਿ職中） 短時間 

་ॺや職ોᎉなどに月 ԀӾ 時間ࡒ上通っているとき 
ᅮ準時間（月 ӻӼӺ 時間ࡒ上の場合） 

短時間 （月 ԀӾ 時間ࡒ上の場合） 

ਲやვલೄ等からの Ԏԥ（家庭内ሯ）のおそれがあるとき ᅮ準時間（希望により短時間も可） 

育児中に利用を૫໗しているとき 短時間 

    

 

 

月 ԀӾ 時間ࡒ上のඞଉがある事由について 

１ഃの時間をƧと月の時間にহ్する必ጅがある場合は、�１ഃの時間�ӾӸӽ ზիֽ֧֖֘Փ 

��

 

 ఈਅ੧についてڇ ̓
 

�Ĩ� ƞƷのたƶのੱ育・保育給付 

ども・育て౫࣍法（ࡒ下「法」

という。）におƆる「どものための

教育・保育給付」では、保育所等を利

用するに必要な費用（୰定अ६）の

うƖ、保୦者がᆟ担する利用料を除

いたॽについて、ࣧᆃ౦が給付費を

保୦者に౫給します。（ಲには、法

定༉理ፚにより、保育所等に給付費が౫ᆻわれます。）給付費の౫給をƆるためには、保୦者

がࣧᆃ౦からどものための教育・保育給付認定（ࡒ下「給付認定」という。）をƆる必要があ

ります。 

�ĩ� 給付認定保୦ೄ 

給付認定をƆるためには、保୦者のうƖ � が給付認定申請を行います。ල௮の結果、給付

認定をƆることとなった場合、申請を行った保୦者が「給付認定保୦者」となります。 

（保育の必要ตのල௮については、保୦者員が対ඉとなります。） 

 

Å きƼŻƕいಋƁいる場合Ƥ、ମ໋、၍ƍ保୦ೄƜษƌてƄƕさいc 

Å 給付認定保୦者をᇥஏする場合は、ᇠထ手続きが必要となります。 

�Ī� 給付認定ษのଅऐについて 

給付認定が認められた場合、ࣧᆃ౦が給付認定申請書をƆ付Ɔた日から ӽӺ 日ࡒ内に、給付

認定ଂ定通知書Åが୪付されます。ただし、፭ᎬĪႩīଈ利用्ౡの場合Ƥ、認定事ኃƁആཨƌල

௮等にಐをጅƎるたƶ、࿙โ႘ƳƜに࿓ഞされた給付認定ษのଅऐƤ፭ᎬĪႩĪଈƳƜに୪

付ƌƳƎc 

è  給付認定ଂ定通知書には、認定区ᇀ、給付認定のዛ୲ৼ、保育を必要とするಈ由、保育必

要ፘ等をఐしています。なお、認定ᇥஏの申請の場合は、給付認定ᇥஏଂ定通知書が୪付さ

れます。ᇊಪした場合は、各区の区役所こどもऌ౫࣍डへ申請することにより௺୪付が可能

です。（ども・育て౫࣍法౮行ਊ໋のूฝをƆ、ࣧ ᆃ౦ではମ໋、౫給認定ආを୪付して

いません。౫給認定ආの୪付を希望されるሑは、給付認定のଂ定ଢ଼に各区の区役所こどもऌ

౫࣍डに申請してください。） 

 

Ƃ給付認定保ᜱᎍとはƃ 

 給付認定や保育所等の利用に᧙しƯ申請（ފЈ）するᨥ、申請ᎍ（ފЈᎍ）となります。 

 ҾЩ、ϋܾ等にƭいƯᄩ認等がƋるئӳ、「給付認定保ᜱᎍ」ǁᡲዂをとります。 

 ҾЩ、申請やފЈ等、認定ࢸの手続きができるのは、「給付認定保ᜱᎍ」となります。 

 保育所等の利用ڎኖの相手૾となります。 

 ҾЩ、್ාࠊかǒᣁᡛཋ等をᡛるᨥのܮέとなります。 

 利用૰の支፯Ѧがႆဃします。（ӝࡈਰஆは別の૾のӝࡈでも利用可Ꮱです。） 

։֔בגᇱ֪֭֘ࡱᅢጅ֩ᅉዿӡ୰࿊अ६Ӣ 

利⽤料 
（保護者が負担） 

給付費 
（横浜市が支給） 

給付費の支給を受けるには、給付認定が必要 

6 7
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̔ ཤ༽ਅ੧ʀగೖͶͯ͏ͱ 
保育所့ƣጦዿǇ৵ሰすǀሑはbᆋႡ࿊ษƠइŽbጦዿษǇ行ƘƛŹƔƕくᅢጅƁŷƿます。

ᅢጅി፬（P1518）ǇƒǂŽƛſഉまŹƣ区ƣ区役所こどもऌ౫࣍課ƭษƌƛくƕƊŹ。ษ

࿙โ日はb保育所့ƣጦዿǇ৵ሰすǀ月ƠƽƿࡣƟƿます。 

ƟſbጦዿǇ৵ሰすǀ保育所့Ɓᆷƣ区ƠǄƔǀでもbſഉまŹƣ区ƣ区役所こどもऌ౫࣍

課ƠࡴউでษƌƛくƕƊŹ。（ጦዿၾ࿊ଢ଼ƣſኴƐƹി፬ƣ࿓ഞは保育所့ƣŷǀ区ƣ区役所こど

もऌ౫࣍課までſ৪Źƌます。） 
 

�Ĩ� ፭Ꭼ 3 Ⴉ 4 ଈ 1 日ƀƾの利用Ǉ৵ሰƎǀ合 

 

ମ໋b๔ዿᆫ္Ơƽǀዧຽษ（Ⴁ࿊・ጦዿྔธಈኃǦȞǪ|ࡀ）ƝƟƿます。 

（ዧຽƣᎩǇౖƌƔŹƠはbၟ࿊Ꭹዧᇬ့ƣሑሓƁŷƿます。） 

ſഉまŹƣ区ƠƽƘƛbษ࿙โ日ƁࡣƟƿますƣでbƌƛくƕƊŹ。 

ዧຽ࿙โଢ଼は२区ƣ࿊ƶǀ窓口ᆋ日ƠษƌƛくƕƊŹ。 

 

 

 

ษ開ౡ日 ษ࿙โ日（൯ࡽዛ୲） ſഉまŹƣ区 

፭Ꭼ 2 Ⴉ 10 ଈ 1㕲႘(ଈ) 

፭Ꭼ 2 Ⴉ 11 ଈĩ႘(月) 

࿁ଣ区b් ၼ๖区bႊ区b࠸区bሾ

区b区b青ጃ区bဒའ区b区bࢯ区b

ྭ区bญ༭区 

፭Ꭼ 2 Ⴉ 11 ଈ 9 ႘(月) 
ฦ区bཨ区bႊ区b保ဘǜ༭区bࡳ区b

金༘区 

  �Ⴁ࿊・ጦዿྔธಈኃǦȞǪ|�ƭዧຽでษƊǁƔሑƠはb�ጦዿษƊǁƔॉዻƭ�Ǉ 

12 月ཨപまでƠዧຽでſຽƿƌƛŹます。 

 

 

 

ᆋ日 ษ࿙โ日 ᅏண 

ƒǁƓǁƣ区で窓口ᆋ日Ǉ౪

࿊ƊƐƛŹƔƕくƁŷƿま

す。२区ƣ࿊ƶǀ窓口ษ࿙โ日

までƠ࿓ഞƌƛくƕƊŹ。 

፭Ꭼ 2 Ⴉ 11 ଈ 1㕶႘(月) 
ඈƌくは२区ƣጦዿࡎၾ့ǇƉ॰Ⴁ

くƕƊŹ。 

 
 
 
 
 
ƠተƔƟƀƘƔƹၾ࿊ೄƣಝ༄でƂƁでƂƔƟどƠbႏࡿጦዿྔธଢ଼bƟſ࿊ࡴ

ጦዿྔธǇ行Źます。 

ጦዿྔธで保ጽƠƟƘƔሑはbಛ၌ƠႏጦዿྔธƣඉƝƟƿます。（ඈƌくはb㖉13ࡴ Ǉ

॰ႡƌƛくƕƊŹ。） 

ႏษはbおഉֽփのતのતዂസׁ֒֨ऌ౫࣍ड֪ࡀ࿓ഞ֖֥֎֟֔փՓ 
 

ษ開ౡ日 ษ࿙โ日 ษሑሓ ᅏண 

令和Ī年Ĩ月ī日（月） 令和Ī年ĩ月10日（෯） 

ዧຽ 
࿙โ日ᅢཧ 

Å ዧຽᆋ֮ப֢֥փ֩փતׁցֽ֘Փ 

窓口 
おഉƳŹの区ƣ区役所こどもऌ౫࣍

課ƣ窓口Ơ࿓ഞƌƛくƕƊŹ。 

 

ዧຽษ֭ 

ັ୵ษ֭ 

 ษࡴ

ႏษ 

8 

�ĭ� 保ࡱ時間�保ࡱ所့Ǉ利用Ǝǀ時間� 

開所時間ſƽƨ保育時間はb२保育所့でࡣƟƿます。२保育所့ƠſኴŹǄƐŹƔƕくƀb

२区ƣ౮็・ಈࡴጥᅳで॰ႡƌƛくƕƊŹ。�保育ᅮമ時間（Ĩ日㕱㕱時間まで）��保育༽時間（Ĩ

日８時間まで）�ƣどƖƾƣ区ᇀでႡ࿊ƊǁƛŹǀƀƠƽƘƛbጦዿでƂǀ時間ƁࡣƟƿます。 

ƟſbႡ࿊ƊǁƔ保育ᅢጅፘはbጦዿすǀこƝƁईႷƟ་ƣᎲƝƌƛ็࿊Ɗǁǀもƣです。

どもƣ育ถඑƣვፄƣ့ƀƾb保ࡱǇᅢጅƝƎǀ時間Ɯ利用ƌƛŹƔƕƄƽŻお৪Źƌ

ƳƎ。 

まƔb開所時間ၾでもbႡ࿊ƊǁƔ時間ǇྖŽƛጦዿすǀはྙ࣊保育（㖉32）ƝƟƿます。 

 

≪保ࡱ時間イȌーǣ≫ 
 

፯：ºº保育所 

 

 

     

౮็ƣ開所時間 

     
 保育時間（11 時間まで・ᅮമ時間）  

     
  保育時間（８時間まで・༽時間）   

     

 保育時間（11 時間まで・ᅮമ時間）  

     

  保育時間（８時間まで・༽時間）   

     

  保育時間（８時間まで・༽時間）   

     
 

፯Ĩ：A  ג֔
 

㕷ӱ3018ӱ30  ᅮമ時֦ጦዿࡱᇱב

㕷ӱ00㕷ӱ30 ֧ 

18ӱ3019ӱ00  ጦዿ֦ࡱᇱྙ࣊ב

 

፯ĩ：B  ג֔
 

㕸ӱ3016ӱ30  時֦ጦዿ༼ࡱᇱב

 ጦዿ֖֩ࡱᇱྙ࣊

 

፯Ī：C  ג֔
 
㕸ӱ3016ӱ30  時֦ጦዿ༼ࡱᇱב

㕷ӱ30㕸ӱ30  ጦዿ֦ࡱᇱྙ࣊ב

 

※ 保育ᅢጅፘƠࣤƍƔ区ᇀでጦዿでƂǀ時間ǇྖŽǀはbྙ࣊�保育�ƝƟƿます。 

  

 ᧈ̬Ꮛࡨ

 ᧈ̬Ꮛࡨ ᧈ̬Ꮛࡨ

7:00   7:30     8:30                                       16:30   18:30  19:00 

8
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̔ ཤ༽ਅ੧ʀగೖͶͯ͏ͱ 
保育所့ƣጦዿǇ৵ሰすǀሑはbᆋႡ࿊ษƠइŽbጦዿษǇ行ƘƛŹƔƕくᅢጅƁŷƿます。

ᅢጅി፬（P1518）ǇƒǂŽƛſഉまŹƣ区ƣ区役所こどもऌ౫࣍課ƭษƌƛくƕƊŹ。ษ

࿙โ日はb保育所့ƣጦዿǇ৵ሰすǀ月ƠƽƿࡣƟƿます。 

ƟſbጦዿǇ৵ሰすǀ保育所့Ɓᆷƣ区ƠǄƔǀでもbſഉまŹƣ区ƣ区役所こどもऌ౫࣍

課ƠࡴউでษƌƛくƕƊŹ。（ጦዿၾ࿊ଢ଼ƣſኴƐƹി፬ƣ࿓ഞは保育所့ƣŷǀ区ƣ区役所こど

もऌ౫࣍課までſ৪Źƌます。） 
 

�Ĩ� ፭Ꭼ 3 Ⴉ 4 ଈ 1 日ƀƾの利用Ǉ৵ሰƎǀ合 

 

ମ໋b๔ዿᆫ္Ơƽǀዧຽษ（Ⴁ࿊・ጦዿྔธಈኃǦȞǪ|ࡀ）ƝƟƿます。 

（ዧຽƣᎩǇౖƌƔŹƠはbၟ࿊Ꭹዧᇬ့ƣሑሓƁŷƿます。） 

ſഉまŹƣ区ƠƽƘƛbษ࿙โ日ƁࡣƟƿますƣでbƌƛくƕƊŹ。 

ዧຽ࿙โଢ଼は२区ƣ࿊ƶǀ窓口ᆋ日ƠษƌƛくƕƊŹ。 

 

 

 

ษ開ౡ日 ษ࿙โ日（൯ࡽዛ୲） ſഉまŹƣ区 

፭Ꭼ 2 Ⴉ 10 ଈ 1㕲႘(ଈ) 

፭Ꭼ 2 Ⴉ 11 ଈĩ႘(月) 

࿁ଣ区b් ၼ๖区bႊ区b࠸区bሾ

区b区b青ጃ区bဒའ区b区bࢯ区b

ྭ区bญ༭区 

፭Ꭼ 2 Ⴉ 11 ଈ 9 ႘(月) 
ฦ区bཨ区bႊ区b保ဘǜ༭区bࡳ区b

金༘区 

  �Ⴁ࿊・ጦዿྔธಈኃǦȞǪ|�ƭዧຽでษƊǁƔሑƠはb�ጦዿษƊǁƔॉዻƭ�Ǉ 

12 月ཨപまでƠዧຽでſຽƿƌƛŹます。 

 

 

 

ᆋ日 ษ࿙โ日 ᅏண 

ƒǁƓǁƣ区で窓口ᆋ日Ǉ౪

࿊ƊƐƛŹƔƕくƁŷƿま

す。२区ƣ࿊ƶǀ窓口ษ࿙โ日

までƠ࿓ഞƌƛくƕƊŹ。 

፭Ꭼ 2 Ⴉ 11 ଈ 1㕶႘(月) 
ඈƌくは२区ƣጦዿࡎၾ့ǇƉ॰Ⴁ

くƕƊŹ。 

 
 
 
 
 
ƠተƔƟƀƘƔƹၾ࿊ೄƣಝ༄でƂƁでƂƔƟどƠbႏࡿጦዿྔธଢ଼bƟſ࿊ࡴ

ጦዿྔธǇ行Źます。 

ጦዿྔธで保ጽƠƟƘƔሑはbಛ၌ƠႏጦዿྔธƣඉƝƟƿます。（ඈƌくはb㖉13ࡴ Ǉ

॰ႡƌƛくƕƊŹ。） 

ႏษはbおഉֽփのતのતዂസׁ֒֨ऌ౫࣍ड֪ࡀ࿓ഞ֖֥֎֟֔փՓ 
 

ษ開ౡ日 ษ࿙โ日 ษሑሓ ᅏண 

令和Ī年Ĩ月ī日（月） 令和Ī年ĩ月10日（෯） 

ዧຽ 
࿙โ日ᅢཧ 

Å ዧຽᆋ֮ப֢֥փ֩փતׁցֽ֘Փ 

窓口 
おഉƳŹの区ƣ区役所こどもऌ౫࣍

課ƣ窓口Ơ࿓ഞƌƛくƕƊŹ。 

 

ዧຽษ֭ 

ັ୵ษ֭ 

 ษࡴ

ႏษ 

8 

�ĭ� 保ࡱ時間�保ࡱ所့Ǉ利用Ǝǀ時間� 

開所時間ſƽƨ保育時間はb२保育所့でࡣƟƿます。२保育所့ƠſኴŹǄƐŹƔƕくƀb

२区ƣ౮็・ಈࡴጥᅳで॰ႡƌƛくƕƊŹ。�保育ᅮമ時間（Ĩ日㕱㕱時間まで）��保育༽時間（Ĩ

日８時間まで）�ƣどƖƾƣ区ᇀでႡ࿊ƊǁƛŹǀƀƠƽƘƛbጦዿでƂǀ時間ƁࡣƟƿます。 

ƟſbႡ࿊ƊǁƔ保育ᅢጅፘはbጦዿすǀこƝƁईႷƟ་ƣᎲƝƌƛ็࿊Ɗǁǀもƣです。

どもƣ育ถඑƣვፄƣ့ƀƾb保ࡱǇᅢጅƝƎǀ時間Ɯ利用ƌƛŹƔƕƄƽŻお৪Źƌ

ƳƎ。 

まƔb開所時間ၾでもbႡ࿊ƊǁƔ時間ǇྖŽƛጦዿすǀはྙ࣊保育（㖉32）ƝƟƿます。 

 

≪保ࡱ時間イȌーǣ≫ 
 

፯：ºº保育所 

 

 

     

౮็ƣ開所時間 

     
 保育時間（11 時間まで・ᅮമ時間）  

     
  保育時間（８時間まで・༽時間）   

     

 保育時間（11 時間まで・ᅮമ時間）  

     

  保育時間（８時間まで・༽時間）   

     

  保育時間（８時間まで・༽時間）   

     
 

፯Ĩ：A  ג֔
 

㕷ӱ3018ӱ30  ᅮമ時֦ጦዿࡱᇱב

㕷ӱ00㕷ӱ30 ֧ 

18ӱ3019ӱ00  ጦዿ֦ࡱᇱྙ࣊ב

 

፯ĩ：B  ג֔
 

㕸ӱ3016ӱ30  時֦ጦዿ༼ࡱᇱב

 ጦዿ֖֩ࡱᇱྙ࣊

 

፯Ī：C  ג֔
 
㕸ӱ3016ӱ30  時֦ጦዿ༼ࡱᇱב

㕷ӱ30㕸ӱ30  ጦዿ֦ࡱᇱྙ࣊ב

 

※ 保育ᅢጅፘƠࣤƍƔ区ᇀでጦዿでƂǀ時間ǇྖŽǀはbྙ࣊�保育�ƝƟƿます。 

  

 ᧈ̬Ꮛࡨ

 ᧈ̬Ꮛࡨ ᧈ̬Ꮛࡨ

7:00   7:30     8:30                                       16:30   18:30  19:00 

8 9



11 

 

 

�ī�市॒の保ࡱ所့へのษ・市॒ƀƾのษƠƙŹƛ 

Ǎ 横浜市内ƠおഉƳŹのሑ�横浜市॒の保ࡱ所့の利用Ǉ৵ሰƎǀ合� 

ᅢጅി፬ ษ࿙โ日 ษ所 

・ษƠᅢጅなി፬（㖉1518Ӣ 

・ƒƣ৵ሰ๐ƣ保育所့ƣŷǀ市区

ྎƁਿƶǀി፬ 

ཛくƝもड़ဴ市区ྎƣ 

ษ࿙โ日ƣࡴഃ間ƳƜ 

おഉƳŹの区ƣ区役所 
こどもऌ౫࣍課ƣັ୵ 

ӡዧຽׇ֪ษֽ֦֚֮גՓӢ 

Åษ࿙โ႘֭֜׃ᅢጅി፬֮Ւցらか֗֓׀ಛි֦৵ሰ๐֭ᇱࡱസ့֭ց౦તྎ֪॰Ⴁ֖֥֎

֟֔փՓ 

 

イ 横浜市॒ƠおഉƳŹのሑ�横浜市内の保ࡱ所့の利用Ǉ৵ሰƎǀ合� 

   
Ғ 利用्ౡ႘の႘ƳƜƠ、横浜市ƠႚƎǀያ࿊Ɓŷǀ合 

ᅢጅി፬ ษ࿙โ日 ษ所 

・ษƠᅢጅなി፬（㖉1518Ӣ 
・横浜市ƠႚƎǀこƝƁᇀƀǀി፬
（P16） 

横浜市ƣษ࿙โ日ƣ 
 ഃ間࿘ဗƳƜࡴ

ଵఓſഉまŹƣ 
市区ྎ 

Åษ࿙โ႘֭֜׃ᅢጅി፬֮Ւᅢ֙։ഉֽփ֭౦તྎ֪॰Ⴁ֖֥֎֟֔փՓ 

ጦዿ開ౡ日ƣ前日までƠ横浜市Ơႚすǀያ࿊Ɓŷƿb横浜市ƠႚすǀこƝƁᇀƀǀി

፬（P16）Ɓ࿓ഞでƂƔƠはbጦዿྔธඑb横浜市ၾఓഉೄƝ၍့ƣŹƝƟƿま

す。まƔbī月ษƠƙŹƛはbࡴጦዿྔธƀƾƣඉƝƟƿます。Ɵſb࿓ഞでƂƟŹ

はb߈ጦዿ開ౡ日ƣ前日までƠb横浜市Ơႚすǀያ࿊ƁƟŹƝ၍ዻƣŹƝƟ

ƿます。 

 

ғ 利用्ౡ႘の႘ƳƜƠ、横浜市ƠႚƎǀያ࿊ƁなŹ合 

ī月ษƣはbႏጦዿྔธƀƾƣඉƝƟƿます。 

ᅢጅി፬ ษ࿙โ日 ษ所 

・ษƠᅢጅなി፬ӡ㖉1518Ӣ 
横浜市ƣษ࿙โ日ƣ 

 ഃ間࿘ဗƳƜࡴ
ଵఓſഉまŹƣ 

市区ྎ 

Åษ࿙โ႘֭֜׃ᅢጅി፬֮Ւᅢ֙։ഉֽփ֭౦તྎ֪॰Ⴁ֖֥֎֟֔փՓ 

 

 

 

 横浜市ၾƣ保育所့ƣጦዿྔธƠƙŹƛはb横浜市ƣৰമƠৰƚŹƛዓ๐വࡔǇᄕ࿊すǀƔ

ƶbईႷƟƿ横浜市ƣዻಠも࿓ഞƌƛくƕƊŹ。ᅢጅஶኬƁ॰ႡでƂƟŹbዓ๐വࡔ

ƁऀƁǀईႷตƁŷƿます。 

 横浜市Ơႚすǀያ࿊ƁŷǀሑƠƙŹƛはbႚଢ଼、横浜市Ɯ付Ⴁ࿊ษ�保ጽ中のሑは、

ᇏせƛ利用ษ�ǇபƘƛŹƔƕƄᅢጅƁŷƿƳƎc 
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�ĩ� Ⴉဗထ中�፭ᎬĪႩĬଈࡒவ�の利用Ǉ৵ሰƎǀ合 

ጦዿǇ৵ሰすǀ月Ơƽƿษৼ間ƁࡣƟƿます。ጦዿ開ౡ日はମ໋b२月Ĩ日です。 

ዧຽƣは࿙โ日ᅢཧb窓口ƣは࿙โ日までƠおഉֽփのતのતዂസׁ֒֨ऌ౫࣍डƠ

ษƌƛくƕƊŹ。 

ጦዿ開ౡ月 ษ開ౡ日 ษ࿙โ日 

令和Ī年 ５月 令和Ī年 Ī月 11 日 （ኪ） 令和Ī年 ī月 9 日 （金） 

令和Ī年 ĭ月 令和Ī年 ī月 12 日 （月） 令和Ī年 ５月 10 日 （月） 

令和Ī年 Į月 令和Ī年 ５月 11 ႘ （औ） 令和Ī年 ĭ月 10 ႘ （ኪ） 

令和Ī年 ８月 令和Ī年 ĭ月 11 日 （金） 令和Ī年 Į月 9 日 （金） 

令和Ī年 İ月 令和Ī年 Į月 12 ႘ （月） 令和Ī年 ８月 10 ႘ （औ） 

令和Ī年 10 月 令和Ī年 ８月 12 ႘ （ኪ） 令和Ī年 İ月 10 ႘ （金） 

令和Ī年 11 月 令和Ī年 İ月 13 ႘ （月） 令和Ī年 10 月 ８႘ （金） 

令和Ī年 12 月 令和Ī年 10 月 12 ႘ （औ） 令和Ī年 11 月 10 ႘ （෯） 

令和ī年 Ĩ月 令和Ī年 11 月 11 ႘ （ኪ） 令和Ī年 12 月 10 ႘ （金） 

令和ī年 ĩ月 令和Ī年 12 月 13 ႘ （月） 令和ī年 Ĩ月 Į႘ （金） 

令和ī年 Ī月 令和ī年 Ĩ月 11 ႘ （औ） 令和ī年 ĩ月 10 ႘ （ኪ） 

 ※ ဘ日・祝日は除Ƃます。ዧຽᆋは行ǄƏ窓口ᆋƣƴƣ区もŷƿますƣでbᆋሑሓは२区ƭſኴŹǄƐくƕƊŹ。 

 

�Ī� ഞภƠ利用ษǇƎǀሑ ÅīଈࡴษƠƿƳƎc 
 

こǁƀƾഞౌያ࿊ƣሑでb令和Ī年ī月Ĩ日ƀƾħఄಋǚȔǤƣጦዿǇ৵ሰすǀሑはbഞภ

前ƠंƣษǇすǀこƝƁでƂます。Ɣƕƌb令和Ī年ĩ月Ī日（෯）までƠഞౌƌbഞภଢ଼

令和Ī年ĩ月 10 日（෯）までƠ区役所こどもऌ౫࣍課ƠฝಠษƁᅢጅです。ฝಠษǇ

行ǄƟƀƘƔはbጦዿྔธƣඉƠはƟƿまƐǈ。ඈƌŹ໗ƂƠƙŹƛはbſഉまŹƣ

区ƣ区役所こどもऌ౫࣍課Ơ॰ႡƌƛくƕƊŹ。ħఄಋǚȔǤǇಲ౮ƌƛŹƟŹ保育所့ƹ

ႚ開ౡ月፼Ǉ౪࿊ƌƛŹǀ保育所့もŷƿますƣでbƌƛくƕƊŹ。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ษിఢถǯーȖƁおౚŹŹƔƕƆƳƎj 

 ᆪƣษി፬ƠƙŹƛbǏȞǪ|ǸǮǳඑでࡴ

ఢถすǀこƝƁでƂǀƽŻƠƟƿまƌƔj 

※ ఢถƠŷƔƘƛはேƁธᅏすǀȉǏǵȞǻ|Ȉ|ǪȖǠǏǳ�ƩƘƔƿǠ|ǾǤ�ǇጦዿƌますƁb 

ȉǏǵȞǻ|ǖ|ǴǇƉዿŹƔƕくᅢጅはƉƋŹまƐǈ。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ඈ֖֎֮ࣧᆃ౦ית؋לכӡP40Ӣ֦֓ࡎၾ֖֥փֽ֘Փ 
 
【ſኴŹǄƐ】ȉǏǵȈ|ǪȖƠƙŹƛՔՔՔؓبי՛ຳ؊؟՛0178-95-0120 ؠؙי  

Åᇓ႘ 9 時 30 分20 時 00 分 ဘ႘ങ 9 時 30 分17 時 30 分（年ቨ年ౡǇ除く） 

まƣは್ාࠊǦǧȖǵǤȈから、˺ǵǤȈ（ȞǤȊȝȸǿȫ）ƴǢǯ

ǻǹᲛ ဎᛪƢǔʴƷऴإƳƲをλщしǑƏŵ 

ഏはဎᛪ˺ဒ᩿で、࣏ᙲƳऴإをλщしƯƶŵ 

ဎᛪを˺ǔ時は、žဎᛪをᙸƳƕらλщſȜǿȳを 

ƢƱ、ဎᛪμ˳をᙸƳƕらλщƕでƖƯ̝МᲛ 

ƋƱはҮТ、ဎᛪᎍ൞ӸをᐯፙまたはᚡӸҮしƯ࣏ᙲƱ

ɟደƴ੩ЈᲛ˺Ƭたဎᛪは̬܍ǋでƖƯ࣎ܤŰ 

λщした̾ʴऴإはǵǤȈɥƴസらƳƍǑᲛ 

ঐॖॼンংۇۅشय़কラクॱش 
ঐॖॼठूん 

ঐॖॼンংۇۅشय़কラクॱش

ǋƏƖしƳくƯǋٻɣپᲛ 
ȑǽǳȳǍǿȖȬȃȈを̅ƬƯ

˺ǕǔǑƏƴƳƬたǑᲛ 
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（４）市外の保育所等への申請・市外からの申請について 

ア 横浜市内にお住まいの方（横浜市外の保育所等の利用を希望する場合） 

必要書類 申請締切日 申請場所 

・申請に必要な書類（Ｐ15～18） 

・その他希望先の保育所等のある市区

町村が求める書類 

遅くとも該当市区町村の 

申請締切日の一週間前まで 

お住まいの区の区役所 
こども家庭支援課の窓口 

（郵送による申請はできません。） 

※申請締切日やその他必要書類は、あらかじめご自身で希望先の保育所等のある市区町村に確認してく

ださい。 

 

イ 横浜市外にお住まいの方（横浜市内の保育所等の利用を希望する場合） 

   
① 利用開始日の前日までに、横浜市に転入する予定がある場合 

必要書類 申請締切日 申請場所 

・申請に必要な書類（Ｐ15～18） 
・横浜市に転入することが分かる書類
（P16） 

横浜市の申請締切日の 
一週間程度前まで 

現在お住まいの 
市区町村 

※申請締切日やその他必要書類は、必ずお住まいの市区町村に確認してください。 

利用開始日の前日までに横浜市に転入する予定があり、横浜市に転入することが分かる書

類（P16）が提出できた場合には、利用調整上、横浜市内在住者と同等の取扱いとなりま

す。また、４月申請については、一次利用調整からの対象となります。なお、提出できない

場合は、➁利用開始日の前日までに、横浜市に転入する予定がない場合と同様の取扱いとな

ります。 

 

② 利用開始日の前日までに、横浜市に転入する予定がない場合 

４月申請の場合は、二次利用調整からの対象となります。 

必要書類 申請締切日 申請場所 

・申請に必要な書類（Ｐ15～18） 
横浜市の申請締切日の 

一週間程度前まで 
現在お住まいの 

市区町村 

※申請締切日やその他必要書類は、必ずお住まいの市区町村に確認してください。 

 

 

 

 横浜市内の保育所等の利用調整については、横浜市の基準に基づいて優先順位を判定するた

め、可能な限り横浜市の様式も提出してください。必要項目が確認できない場合、優先順位

が下がる可能性があります。 

 横浜市に転入する予定がある方については、転入後、横浜市で給付認定申請（保留中の方は、

併せて利用申請）を行っていただく必要があります。 
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（２）  年度途中（令和３年５月以降）の利用を希望する場合 

利用を希望する月により申請期間が異なります。利用開始日は原則、各月１日です。 

郵送の場合は締切日必着、窓口の場合は締切日までにお住まいの区の区役所こども家庭支援課に

申請してください。 

利用開始月 申請開始日 申請締切日 

令和３年 ５月 令和３年 ３月 11 日 （木） 令和３年 ４月 9 日 （金） 

令和３年 ６月 令和３年 ４月 12 日 （月） 令和３年 ５月 10 日 （月） 

令和３年 ７月 令和３年 ５月 11 日 （火） 令和３年 ６月 10 日 （木） 

令和３年 ８月 令和３年 ６月 11 日 （金） 令和３年 ７月 9 日 （金） 

令和３年 ９月 令和３年 ７月 12 日 （月） 令和３年 ８月 10 日 （火） 

令和３年 10 月 令和３年 ８月 12 日 （木） 令和３年 ９月 10 日 （金） 

令和３年 11 月 令和３年 ９月 13 日 （月） 令和３年 10 月 ８日 （金） 

令和３年 12 月 令和３年 10 月 12 日 （火） 令和３年 11 月 10 日 （水） 

令和４年 １月 令和３年 11 月 11 日 （木） 令和３年 12 月 10 日 （金） 

令和４年 ２月 令和３年 12 月 13 日 （月） 令和４年 １月 ７日 （金） 

令和４年 ３月 令和４年 １月 11 日 （火） 令和４年 ２月 10 日 （木） 

 ※ 土日・祝日は除きます。郵送受付は行わず窓口受付のみの区もありますので、受付方法は各区へお問い合わせください。 

 

（３） 出生前に利用申請をする方 ※４月一次申請に限ります。 
 

これから出産予定の方で、令和３年４月１日から０歳児クラスの利用を希望する方は、出生

前に仮の申請をすることができます。ただし、令和３年２月３日（水）までに出産し、出生後

令和３年２月 10 日（水）までに区役所こども家庭支援課に正式申請が必要です。正式申請を

行わなかった場合は、利用調整の対象にはなりません。詳しい手続きについては、お住まいの

区の区役所こども家庭支援課に確認してください。０歳児クラスを実施していない保育所等や

受入開始月齢を指定している保育所等もありますので、注意してください。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

申請書作成ツールがお使いいただけます！ 

一部の申請書類について、インターネット上で 

作成することができるようになりました！ 

※ 作成にあたっては国が整備するマイナンバーポータルサイト「ぴったりサービス」を利用しますが、 

マイナンバーカードをご用意いただく必要はございません。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
詳しくは横浜市ウェブサイト（P40）でご案内しています。 
 
【お問い合わせ】マイナポータルについて・・・マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178  

※平日 9 時 30 分～20 時 00 分 土日祝 9 時 30 分～17 時 30 分（年末年始を除く） 

まずは横浜市ウェブサイトから、作成サイト（マイナポータル）にアク

セス！ 申請する人の情報などを入力しよう。 

次は申請書作成画面で、必要な情報を入力してね。 

申請書を作る時は、「「申申請請書書をを見見ななががらら入入力力」」ボタンを 

押すと、申請書全体を見ながら入力ができて便利！ 

あとは印刷、申請者氏名を自署または記名押印して必要書類と

一緒に提出！作った申請書は保存もできて安心♪ 

入力した個人情報はサイト上に残らないよ！ 

マイナンバーＰＲキャラクター 
マイナちゃん 

もう手書きしなくても大丈夫！ 
パソコンやタブレットを使って

作れるようになったよ！ 
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８ 利用調整について 
利用調整とは、保護者が希望する保育所等の中から、利用できる保育所等の調整を横浜市が行うことです。 

調整にあたっては、「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」（P21～23）に基づき、ランク判定等

を行い、優先順位を判断します。例えば、就労の場合、就労（予定）証明書等に記載された就労時間や就労

実績（日数）等により利用調整のランクや調整指数の判定を行います。 

利用調整の結果は「施設・事業利用調整結果通知書」または「施設・事業利用調整結果（保留）通知書」

（以下、「保留通知書」）によりお知らせします。 

（１）利用調整の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜結果通知＞令和３年２月上旬までにお知らせします。 

・一次利用調整で内定した場合、二次利用調整の対象とはなりません。 

・利用を辞退した場合、二次申請はできません。 

・一次利用調整で保留になった方は、自動的に二次利用調整の対象となります。 

・利用希望保育所等に変更がある場合は、二次申請締切日までに必要書類を提出してください。 

自動的に 
二次利用調整の

対象へ 

保留 

内定 

一次利用調整 

二次利用調整 

＜結果通知＞令和３年３月 10日前後にお知らせします。 
※ 一次利用調整の結果保留となり、二次利用調整においても保留となった場合、改めて保留通知

書は発送しません。（利用希望保育所等の追加がある場合を除く。） 

 

 内定 

５月利用調整 

自動的に 
翌月の利用調整の

対象へ 

・利用調整の結果通知後、なお定員に満たなかった場合や内定者の辞退等で空きができた場

合に、優先順位の高い方から順に利用をご案内することがあります。 

・希望の保育所等の利用申請者として登録され、利用が内定するまで、自動的に翌月以降の

利用調整の対象になります（令和４年３月まで有効）。  
・令和４年４月以降も保育所等の利用を希望する場合には、改めて申請が必要となります。 

・翌月以降の利用調整の結果は、利用が可能な方に対して、原則、利用開始月の前月 21 日以

降に連絡します。利用希望保育所等の追加がない場合には、以降、保留通知書は発送しま

せん。 

保留 

令和３年４月利用開始の場合 
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７ 利用申請にあたって確認していただきたいこと 
 

（１） 複数の保育所等を希望している場合 

複数の保育所等で利用が可能になった場合には、希望順位が高い保育所等に利用内定となり、以降利

用調整は行われません。内定後に他の保育所等を希望する場合には改めて申請が必要です。 

（２）利用申請中（保育所等の利用が決まっていない場合等）の変更の手続き（Ｐ28、29） 

家庭の状況や保育を必要とする状況、利用希望保育所等、給付認定申請や利用申請の内容に変更があ

った場合には、手続きが必要です。お住まいの区の区役所こども家庭支援課に相談してください。変更

の申請は、利用申請締切日までに行ってください。申請を行っていただくことにより、利用調整のラン

ク等が変更となる場合があります。 

例）・就労開始後の実績が記入された「就労（予定）証明書」の提出があった場合 

・認可保育所等を利用する前に横浜保育室や認可外保育施設などの利用を開始し、「在園証明書」

の提出があった場合 

 

（３） 利用申請を取り下げる場合（利用希望保育所等を一部取下げる場合も含みます） 

申請は年度内有効のため、利用申請の希望がなくなった場合は、申請の取り下げが必要です。 

速やかにお住まいの区の区役所こども家庭支援課に「利用申請取下書兼利用申請内容変更届出書」を

必ず提出してください。 
 

 

 

 

 

 

（４） 利用申請中に横浜市外へ転出する方 

横浜市外へ転出する場合、利用申請の取り下げが必要です。保育所等の利用を希望される場合は、転

出先の市区町村で再度申請していただく必要があります。また、転出後も横浜市内の保育所等の利用を

希望される場合は、４月申請については、二次利用調整の対象となります（一次利用調整の対象にはな

りません）。なお、転出先の市区町村での保育所等への利用申請の取扱いにつきましては、転出先の市

区町村へお問い合わせください。 

（５） 令和２年度の申請と、令和３年４月の申請を両方している方 

令和３年４月からの利用申請をした後、令和２年 12 月～令和３年３月からの利用が内定し、その保

育所等を利用する場合、令和３年４月からの利用申請の取り下げが必要です。 

 

（６） 転園申請をする方・転園申請をしている方 

転園が内定した場合には、元の保育所等に戻ることはできません。 

元の保育所等に戻るためには、改めて転園申請が必要となりますので、注意してください。 

（転園が必要なくなった場合の手続きは、「(3)利用申請を取り下げる場合」を参照してください。） 

 

（７） 利用内定後に辞退する場合 

保育所等の内定した後、やむを得ず辞退する場合には、保育所等のある区の区役所こども家庭支援課

に「利用取消申請書」を速やかに提出してください。提出が遅れると提出日までの利用料がかかる場合

があります。また、今後、給付認定が必要ない場合には、「認定取消申請書」を提出してください。速

やかに手続きしていただくことにより、貴重な利用枠を他の申請者にご案内することができます。なお、

改めて利用を希望する場合は、再度利用申請が必要です。 

利用開始月 取下締切日 

令和３年４月 
一次申請 令和 2 年 12 月 28 日（月） 

二次申請 令和 3 年 2 月 22 日（月） 

令和３年５月以降（年度途中申請） 各月の利用申請締切日（Ｐ10） 

12
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̖ ཤ༽Ͷͯ͏ͱ 
ጦዿྔธ֧֮Ւᇱ୦ೄ৵ሰ֘ᇱࡱസ့֭ཨからՒጦዿ֦ᇱࡱസ့֭ྔธࣧבᆃ౦பօ֧֦֒֘Փ 

ྔธƠŷƔƘƛはb�横浜市ᆋႡ࿊ਸƨጦዿྔธƠすǀৰമ�（P2123）ƠৰƚƂbȔȞǚᄕ࿊့

Ǉ行Źbዓ๐വࡔǇᄕཉƌます。፯Žƥb᎕ƣb᎕（ያ࿊）ආነി့ƠఐƊǁƔ᎕時間ƹ᎕

ಲ（日）့ƠƽƿጦዿྔธƣȔȞǚƹྔธ౪ƣᄕ࿊Ǉ行Źます。 

ጦዿྔธƣଅऐは�౮็・ಈጦዿྔธଅऐྫྷཐി�まƔは�౮็・ಈጦዿྔธଅऐ（保ጽ）ྫྷཐി�

 。ƠƽƿſཐƾƐƌます（�b�保ጽྫྷཐിऀࡒ）

�Ĩ�利用ྔธのጺǁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¢ଅऐྫྷཐ£ഥਮگফڮাഽऽदƠſཐƾƐƌます。 

 。ጦዿྔธでၾ࿊ƌƔbႏጦዿྔธƣඉƝはƟƿまƐǈࡴ・

・ጦዿǇಝ༄ƌƔbႏษはでƂまƐǈ。 

 。ጦዿྔธで保ጽƠƟƘƔሑはbಛ၌Ơႏ利用ྔธのඉƝなƿƳƎࡴ・

・ጦዿ৵ሰ保育所့ƠᇥஏƁŷǀはbႏษ࿙โ日までƠᅢጅി፬Ǉ࿓ഞƌƛくƕƊŹ。 

ಛ၌Ơ 
ႏ利用ྔธの

ඉへ 

保ጽ 

内࿊

 ጦ用ྔธࡴ

ႏጦ用ྔธ 

¢ଅऐྫྷཐ£ഥਮگফگা 10ƠſཐƾƐƌます。 
ጦዿྔธƣଅऐ保ጽƝƟƿbႏጦዿྔธƠſŹƛも保ጽƝƟƘƔbूƶƛ保ጽྫྷཐࡴ ※

ിは発ຽƌまƐǈ。（ጦዿ৵ሰ保育所့ƣྩइƁŷǀǇ除く。） 

 

 内࿊ 

㕵ଈጦ用ྔธ 

ಛ၌Ơ 
ጐଈの利用ྔธの

ඉへ 

・ጦዿྔธƣଅऐྫྷཐଢ଼bƟſ࿊ࡿƠተƔƟƀƘƔƹၾ࿊ೄƣಝ༄့でƂƁでƂƔ

Ơbዓ๐വࡔƣஸŹሑƀƾവƠጦዿǇƉࡎၾすǀこƝƁŷƿます。 

・৵ሰƣ保育所့ƣጦዿษೄƝƌƛဎᎩƊǁbጦዿƁၾ࿊すǀまでbಛ၌Ơጐଈࡒவの

利用ྔธのඉƠなƿƳƎ�፭ᎬīႩĪଈƳƜዛ୲�c  
・፭ᎬīႩīଈࡒவも保ࡱ所့の利用Ǉ৵ሰƎǀ合Ơは、ूƶƛษƁᅢጅƝなƿƳƎc 

・ጐ月ࡒவƣጦዿྔธƣଅऐはbጦዿƁईႷƟሑƠƌƛbମ໋bጦዿ開ౡ月ƣ前月 21 日ࡒ

வƠᎌጛƌます。ጦዿ৵ሰ保育所့ƣྩइƁƟŹƠはbࡒவb保ጽྫྷཐിは発ຽƌま

Ɛǈ。 

保ጽ 

፭ᎬĪႩīଈ利用्ౡの合 
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̕ ཤ༽ਅ੧Ͷ͍ͪͮͱ֮͢ͱ͏ͪͫͪ͘͏͞ͳ 
 

�Ĩ� ᆷの保ࡱ所့Ǉ৵ሰƌƛŹǀ合 

ᆷƣ保育所့でጦዿƁईႷƠƟƘƔƠはb৵ሰവࡔƁஸŹ保育所့Ơጦዿၾ࿊ƝƟƿbࡒவጦ

ዿྔธは行ǄǁまƐǈ。ၾ࿊ଢ଼Ơƣ保育所့Ǉ৵ሰすǀƠはूƶƛษƁᅢጅです。 

�ĩ�利用ษ中�保ࡱ所့の利用ƁଂƳƘƛŹなŹ合့�のᇥஏの໗Ƃ�㖉28、29� 

ऌƣඡੳƹ保育ǇᅢጅƝすǀඡੳbጦዿ৵ሰ保育所့bᆋႡ࿊ษƹጦዿษƣၾዴƠᇥஏƁŷ

ƘƔƠはb໗ƂƁᅢጅです。ſഉまŹƣ区ƣ区役所こどもऌ౫࣍課ƠະཎƌƛくƕƊŹ。ᇥஏ

ƣษはbጦዿษ࿙โ日までƠ行ƘƛくƕƊŹ。ษǇ行ƘƛŹƔƕくこƝƠƽƿbጦዿྔธƣȔȞ

ǚ့ƁᇥஏƝƟǀƁŷƿます。 

፯）・᎕開ౡଢ଼ƣಲƁႚƊǁƔ�᎕（ያ࿊）ආነി�ƣ࿓ഞƁŷƘƔ 

・Ⴁई保育所့Ǉጦዿすǀ前Ơ横浜保育ಬƹႡई॒保育౮็ƟどƣጦዿǇ開ౡƌb�ఓࣆආነി�

ƣ࿓ഞƁŷƘƔ 

 

�Ī� 利用ษǇƿऀƇǀ合�利用৵ሰ保ࡱ所့ǇࡴᆪऀƇǀ合もƴƳƎ� 

ษは年ဗၾዛ୲ƣƔƶbጦዿษƣ৵ሰƁƟくƟƘƔはbษƣƿऀƇƁᅢጅです。 

໒ƹƀƠſഉまŹƣ区ƣ区役所こどもऌ౫࣍課Ơ�ጦዿษऀിጦዿษၾዴᇥஏၫഞി�Ǉ

ᅢƏ࿓ഞƌƛくƕƊŹ。 
 

 

 

 

 

 

�ī� 利用ษ中Ơ横浜市॒へഞƎǀሑ 

横浜市॒ƭഞすǀbጦዿษƣƿऀƇƁᅢጅです。保育所့ƣጦዿǇ৵ሰƊǁǀはb

ഞ๐ƣ市区ྎで௺ဗษƌƛŹƔƕくᅢጅƁŷƿます。まƔbഞଢ଼も横浜市ၾƣ保育所့ƣጦዿǇ

৵ሰƊǁǀはbī月ษƠƙŹƛはbႏጦዿྔธƣඉƝƟƿます（ࡴጦዿྔธƣඉƠはƟ

ƿまƐǈ）。Ɵſbഞ๐の市区ྎƜの保ࡱ所့への利用ษのŹƠƙƂƳƌƛは、ഞ๐の市

区ྎへお問Ź合ǄせƄƕƊŹ。 

�Ĭ� ፭ᎬĩႩဗのษƝ、፭ᎬĪႩīଈのษǇፊሑƌƛŹǀሑ 

令和Ī年ī月ƀƾƣጦዿษǇƌƔଢ଼b令和ĩ年 12 月～令和Ī年Ī月ƀƾƣጦዿƁၾ࿊ƌbƒƣ保

育所့Ǉጦዿすǀb令和Ī年ī月ƀƾƣጦዿษƣƿऀƇƁᅢጅです。 

 

�ĭ� ࣆษǇƎǀሑ・ࣆษǇƌƛŹǀሑ 

ࣆƁ内࿊ƌƔ合Ơは、ଭの保ࡱ所့ƠǀこƝはƜƂƳせǈc 

ଭの保ࡱ所့ƠǀƔƶƠは、ूƶƛࣆษƁᅢጅƝなƿƳƎのƜ、ƌƛƄƕƊŹc 

（ࣆƁᅢጅƟくƟƘƔƣ໗Ƃはb�(3)ጦዿษǇƿऀƇǀ�Ǉౄ൴ƌƛくƕƊŹ。） 

 

�Į� 利用内࿊ଢ଼Ơಝ༄Ǝǀ合 

保育所့ƣၾ࿊ƌƔଢ଼bƹƵǇၜƏಝ༄すǀƠはb保育所့ƣŷǀ区ƣ区役所こどもऌ౫࣍課

Ơ�ጦዿ൯ษി�Ǉ໒ƹƀƠ࿓ഞƌƛくƕƊŹ。࿓ഞƁཛǁǀƝ࿓ഞ日までƣጦዿፍƁƀƀǀ

Ɓŷƿます。まƔbௗଢ଼bᆋႡ࿊ƁᅢጅƟŹƠはb�Ⴁ࿊൯ษി�Ǉ࿓ഞƌƛくƕƊŹ。໒

ƹƀƠ໗ƂƌƛŹƔƕくこƝƠƽƿbഓƟጦዿᎲǇƣษೄƠƉࡎၾすǀこƝƁでƂます。Ɵſb

ूƶƛጦዿǇ৵ሰすǀはb௺ဗጦዿษƁᅢጅです。 

ጦዿ開ౡ月 ऀ࿙โ日 

令和Ī年ī月 
ษ 令和ࡴ 2 年 12 ଈ 28 ႘（月） 

ႏษ 令和 3 年 2 月 22 日（月） 

令和Ī年５月ࡒவ（年ဗထཨษ） २月ƣጦዿษ࿙โ日（㖉10） 
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 �ĩ�ৰമ႘ƠƙŹƛ 

保育所等の入所ணである利用調整は、基準日時点の状況とそれをආነする書፬に基ƚいて行い

ます。 

もし、ৰമ႘ࡒவ֪Ւᇱ୦ೄ့֭༄ධՔධ׃੍Ւഞౌ့֦ऌ໖ஓถᇥ֨֩Ւฌ֭ඡੳ

ᇥֽ֭֮֜֞ईႷตց֧֮ՒษՔษଢ଼֪֊֊֙Ւ։ഉֽփ֭ત֭તዂസׁ֒֨

ऌ౫࣍डַᅢ֙ະཎ֖֥֎֟֔փՓӡԟӼԂՒӼԃӢ 

༉ཌとしての有ൌ保育利用状況、就労状況等、ランク・調整౪数等の判定を行う基準日は、ऀの

ᅳのとおりです。 

 

利用開始月 基準日 

፭Ꭼ ӽ 年４月 
 利用調整 ፭Ꭼĩ年㕹月末日ࡴ

ႏ利用調整 ፭Ꭼ３年㕱月末日 

፭Ꭼ ӽ 年５月ࡒவ 

利用開始月（㖉ӻӺ）の前々月の末日 
 

፯えば、６月からの利用を希望する場合、 

基準日は４月 ӽӺ 日となります。 

 
  

Ⴉဗထཨ�፭ᎬĪႩĬଈࡒவ�ጦዿ्ౡƣ 

¢ଅऐ通ཐ£原則、前⽉の21⽇以降におཐらせします。 

ၾ࿊ 

৵ሰ֘ଈ֭ጦዿྔธӨ

・保ጽになった方は、希望の保育所等の利用申請ೄとしてဎᎩされ、利用が内定するまで、

ಛ၌ƠጐଈࡒவƣጦዿྔธƣඉƠƟƿƳƎ�፭ᎬīႩĪଈƳƜዛ୲�c  
・፭ᎬīႩīଈࡒவƷᇱࡱസ့ƣጦዿǇ৵ሰƎǀƠƤbूƶƛษƁᅢጅƝƟƿƳƎc 

・ጐ月ࡒவの利用調整のଅऐは、利用が可能な方にして、原則、利用開始月の前月 Ӽӻ 日

வ、保ጽ通ཐ書はᄇຽしࡒ、வにᎌጛします。利用希望保育所等のྩइがない場合にはࡒ

ません。 

ᇱጽ 

ጐଈ֭ጦዿྔธӨ

ಛ၌Ơ 
ጐଈƣጦዿྔธƣ

ඉƭ 
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̗ ਅ੧にචགྷ͵ॽྪ 
給付認定・利用調整に影響する場合がありますので、記入れや内ዴにりがないことをご確

認の上、࿓出してください。（࿓出した書፬はᇪਯできませんので、Ǟǿ|等をとって保することをおすすめします。） 

�Ĩ�ƛƣሑƁᅢጅƟി፬ 
 

必ጅな書፬ 点 
 

ᆋႡ࿊ษി Ⴁ࿊ၾዴ॰Ⴁᅲ 

必ずᅳ・ጮのፊኜを記入してください。 
 ጦዿษി�ᇱࡱസ့ዿ� 

 ȉǏǵȞǻ|ႚዿ౸b॰Ⴁി፬ 㖉ӻԂ をご確認のうえ、用してください。 

保育を必ጅとすることをආነする書፬ 
保୦ೄそれƓれの状況により必ጅな書፬がࡣなりま

すので、の（ĩ）のᅳを確認してください。 
 

�ĩ�ᇱࡱǇᅢጅƝƎǀƈƝǇආነƎǀി፬ ÅすƮての保୦ೄについて࿓出が必ጅです。 
 

保୦ೄの状況 必ጅな書፬ 


᎕ 

用されている方 

（内定の場合を含Ƶ） 

ಛࢪの方 

᎕ӡያ࿊Ӣආነി Åࣧᆃ౦ዻಠ፭Ꭼĩ年 ӻӺ 月ू定ᄟをౚ用してください。 

・ጮኜƣႚጅፚǇ॰ႡƌƛƄƕƊŹc 

・基準日の໔する月の途中から就労開始の場合で、基準日からᄖ年ࡒ内に他での就

労実績がある方は、前職の就労ӡያ࿊Ӣආነ書も࿓出してください。 

・基準日のጐ日ࡒவに就労開始の場合で、基準日時点で他での就労実績がある方は、

前職の就労ӡያ࿊Ӣආነ書も࿓出してください。 

・就労先が複数ある場合は、それƓれの用によるආነが必ጅです。また、ǪǏ

ȋǤǜǣȐ|Ȗ等、１ഃ間の勤務時間がᇀかる書፬も࿓出してください。 

・ࣧᆃ౦から用ӡಈӢにᎌጛする場合があります。 

ഞ
ౌ 

出産の準ᅏや出産後

のጊが必ጅなとき 
ሀଌஅྂƣǞǿ| ᅳ౸とᇀᇮ（出産）ያ定日が確認できるȅ|ǣ 

ᅸ
ਂゆ

Ɔ
Ɓ 

保୦ೄがᅸਂ・けが

のとき 
ෑཉി 保育がႍな状況、ോᅸ、期間が記ఐされたもの 

ඏ
॔ 

保୦ೄにඏ॔がある

とき 
ඏ॔ೄ့ྂÅƣǞǿ| 

Åිඏ॔ೄྂの場合 

 �ྂᄮ、人ጡ、ඏ॔・୪付ጨ等（記ఐがある

場合）が確認できるᆪᇀのǞǿ| 

 ྂ�fย්ඏ॔ೄᇱଌᆵྂの場合ࡱƣྂ�ፑ

 �ྂᄮ、人ጡが確認できるᆪᇀのǞǿ| 

ऴ
୦
f
ে
୦ 

ᅸ人やጅऴ୦ೄを 

ऴ୦しているとき 

・ᅸƣෑཉിまたは 

ऴ୦を受けている方の 

ඏ॔ೄ့ྂÅƣǞǿ|、 

ऴ୦ᇱᅇᇱೄආƣǞǿ

|等 

・ǪǏȋǤǜǣȐ|Ȗ 

・ᅸ人のರᅸ、期間やጅऴ୦状がᇀかるもの 

・ऴ୦にഌ事していることがᇀかるǪǏȋǤǜǣȐ

|Ȗ 

ྫྷസӡྫྷॺӢ֭ᆋ

փ֥֖בփ֧ 

 fྫྷॺආነിࣆྫྷ・

・ǪǏȋǤǜǣȐ|Ȗ 

・通所（通ॺ）先のᄇ行するආነ書 

・付いのǪǏȋǤǜǣȐ|Ȗ 

ྫྷ
ॺӨ

ᇱ୦ೄॺ֪ྫྷ֢

֥փ֧ 

・ఓॺආነി 

・ಐআƣᇀƀǀಃፍ 

やƵをၜず時間আᅳが࿓出できない場合はǪǏȋǤ

ǜǣȐ|Ȗ 

µ ආነ書等の࿓出がない場合には、ਿ職中と၍等ランク（認定期間が３か月）のいとなります。 

ዻಠおよƨ記入፯は、ࣧᆃ౦ǑǒȁǠǏǳからǫǑンȘ|Ǵできます。（ԟӾӺ） 

µ きょうだいで၍時に申請を行う場合はՒࡴᄮऀのおさんに原をՒ上のおさんにǞǿ|をそれƓれ付してください。 

≧ 

≥ 

≤ 

�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 �ĩ�ৰമ႘ƠƙŹƛ 

保育所等の入所ணである利用調整は、基準日時点の状況とそれをආነする書፬に基ƚいて行い

ます。 

もし、ৰമ႘ࡒவ֪Ւᇱ୦ೄ့֭༄ධՔධ׃੍Ւഞౌ့֦ऌ໖ஓถᇥ֨֩Ւฌ֭ඡੳ

ᇥֽ֭֮֜֞ईႷตց֧֮ՒษՔษଢ଼֪֊֊֙Ւ։ഉֽփ֭ત֭તዂസׁ֒֨

ऌ౫࣍डַᅢ֙ະཎ֖֥֎֟֔փՓӡԟӼԂՒӼԃӢ 

༉ཌとしての有ൌ保育利用状況、就労状況等、ランク・調整౪数等の判定を行う基準日は、ऀの

ᅳのとおりです。 

 

利用開始月 基準日 

፭Ꭼ ӽ 年４月 
 利用調整 ፭Ꭼĩ年㕹月末日ࡴ

ႏ利用調整 ፭Ꭼ３年㕱月末日 

፭Ꭼ ӽ 年５月ࡒவ 

利用開始月（㖉ӻӺ）の前々月の末日 
 

፯えば、６月からの利用を希望する場合、 

基準日は４月 ӽӺ 日となります。 

 
  

Ⴉဗထཨ�፭ᎬĪႩĬଈࡒவ�ጦዿ्ౡƣ 

¢ଅऐ通ཐ£原則、前⽉の21⽇以降におཐらせします。 

ၾ࿊ 

৵ሰ֘ଈ֭ጦዿྔธӨ

・保ጽになった方は、希望の保育所等の利用申請ೄとしてဎᎩされ、利用が内定するまで、

ಛ၌ƠጐଈࡒவƣጦዿྔธƣඉƠƟƿƳƎ�፭ᎬīႩĪଈƳƜዛ୲�c  
・፭ᎬīႩīଈࡒவƷᇱࡱസ့ƣጦዿǇ৵ሰƎǀƠƤbूƶƛษƁᅢጅƝƟƿƳƎc 

・ጐ月ࡒவの利用調整のଅऐは、利用が可能な方にして、原則、利用開始月の前月 Ӽӻ 日

வ、保ጽ通ཐ書はᄇຽしࡒ、வにᎌጛします。利用希望保育所等のྩइがない場合にはࡒ

ません。 

ᇱጽ 

ጐଈ֭ጦዿྔธӨ

ಛ၌Ơ 
ጐଈƣጦዿྔธƣ

ඉƭ 
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�Ī�ษಋၔƹฌのඡੳにƽƿᅢጅƝなるി፬ Åड़当するಈஶがあるか、確認してください。 
 

ฌのඡੳ等 必要な書፬ 

ࣧᆃ保育ಬ、๖ఞ認定保育園を 

・利用しているሑ 

・໘園したሑ 

利用しているሑ ఓࣆආነിまたはዃിのコǿ|等ආነ書፬ 

໘園したሑ ໘ࣆආነി 

利用ৼのᇀかるආነಃ料を࿓ഞしてください。（ࡴಐ保育の利用

は࿓ഞ不要です。） 

དࡰ保育ಈ業、認可႙児保育所を 

・利用しているሑ 

・໘園したሑ 

利用しているሑ ఓࣆආነിまたはዃിのコǿ|等ආነ書፬ 

໘園したሑ ໘ࣆආነി 

利用ৼのᇀかるආነಃ料を࿓ഞしてください。 

Åࡒ下のሑはආነಃ料の࿓ഞは不要です。 

・ࣧᆃ౦内のདࡰ保育ಈ業等を利用または໘園したሑ 

・ࣧᆃ౦で認定をƆ、ࣧᆃ౦॒のདࡰ保育ಈ業等を利用または໘園したሑ 

එࡒ （॒認可॒保育౮็、ȄǾーȆǱ

Ȗ、幼稚園等）をዛൌで利用しているሑ 

ఓࣆආነിまたはዃിのコǿ|等ආነ書፬ 

利用ৼ・利用ᆇဗ・利用料等のᇀかる書፬を࿓ഞしてください。

 （。ಐ保育の利用は࿓ഞ不要ですࡴ）

申請児ၔの࿏、のౌౌଢ଼休業、育児

休業のၜにより保育所・ࣧ ᆃ保育ಬ等

を༄園し、ᆲධのため௺ဗ申請をするሑ 

ఓࣆආነി等 利用ৼのᇀかるආነಃ料を࿓ഞしてください。 

Åࡒ下のሑはආነಃ料の࿓ഞは不要です。 

 ࣧᆃ౦で認定をƆ、認可保育所・認定こども園・認可႙児保育所・൚ਊኟ保育

ಈ業・ऌ保育ಈ業等を༄園したሑ 

申請日ಐではࣧᆃ౦॒にഉんでいる

が、利用्ౡ日の日までにࣧᆃ౦に

入するሑ（ԟ11） 

・ྡྷ༃ዃിのコǿ| 

・ᆊ၌ౌპოዃിのコǿ| 

・事ษᆟዃിのコǿ| 等 

එのうƖ、ࣧ ᆃ౦への入ಐৼおよƨ入ଢ଼のഉ所がᇀかるಃ料

を࿓ഞしてください。 

ഞภに利用申請をするሑ 

Å īଈࡴ申請にります。（ԟ1Ӻ） 

ሀଌஅ手ྂのコǿ|ӡᅳ౸֧ᇀᇮӡഞౌӢያ࿊႘॰Ⴁ֦؏՛Ӣ 

ԟ1ӿ の「（２）保育を必要とすることをආነする書፬」も࿓ഞして

ください。 

ภ計ཨ者がಪ業している場合 

Å 利用्ౡ日のĨႩࡒ内のጱධに

ります。 

・ጱධᅲのコǿ| 

・用保給ಃ६ೄආのコǿ| 

・༄ධආነിのコǿ|  等 

ጱධႩଈ日のᇀかるいずれかの書፬を࿓ഞしてください。 

ࣧᆃ౦内ఓഉの保育ౠಃ६をዛする保

୦者がࣧᆃ౦内の保育所等またはࣧᆃ

保育ಬにഌಈまたは内定している場合

（Ⴣଧධ員は除く） 

保育ౠආ�またはேऌ๗ጸၟᇠતࡰ定保育ౠආ�のコǿ| 

およƨ 保育ౠ᎕にƎるศዃിආነി（ࣧᆃ౦ǑǒȁǠǏ

ǳからǫǑȞローǴできます。） 

保育を必要とするಈ由が「ऴ୦」॒ࡒで、

ැ໖のऴ୦を行っている場合 

・ऴ୦をƆているሑのඏ॔ೄ手ྂ等のコǿ|、 

ऴ୦保ᅇ保ೄආのコǿ|等 

・ǪǏムǤǜǣȐ|Ȗ 

၍ࡴฌにඏ॔児（者）等がいるሑ 

ිඏ॔ೄྂՒ֭ྂӡፑࡱྂӢՒย්ඏ

॔ೄᇱଌᆵ֭ྂ୪ᆋב֥փሑ 
手ྂのコǿ| 

ேኁႩઞ֭ඏ॔ৰຉႩઞ့ב֖֥փሑ Ⴉઞආിのコǿ| 

ၟᇠಋၔᆔጊဴב֖֥փሑ 手ဴආിのコǿ| 

�施設・事業を利用Ǝるにᅢጅ� 

きƼうだい児ଲのၫƆഞをするሑ 

 （ԟӼӿӡ㕳Ӣ） 

・きƼŻƕいಋଲၫഞി 

・ఓฺ等ආነി 
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保୦ೄがऀࡒの状況にあてはまる場合は、必ጅな書፬を࿓出してください。 

（፯えば、ᆙሀ世帯でᆙሀそれƓれがあてはまる場合は、ᆙሀそれƓれのආነ書፬が必ጅです。） 

ආነ書፬については、ಛಓによりൺがࡣなりますのでしてください。 
 
利用開始
希望月 状況 必ጅ書፬ 

፭
Ꭼ
３
年
４
月
⺶
į
月
利
用
希
望
の
方 

፭Ꭼ Ӽ Ⴉ ӻ ଈ ӻ ႘ଵఓՒࣧ

ᆃ౦֪ഉኁဎᎩ֩փሑ 
 
・፭Ꭼ Ӽ Ⴉ ӻ ଈ㕲႘ࡒவ֪ࣧᆃ౦֪ႚ֔

 ሑ֞
 
・༳ිᆡ႞等で保୦ೄの住ኁᅲがࣧᆃ౦に

ない方 等 

・፭Ꭼ 2 ႩဗഉኁฯӡᅋӢडฯආነിӨ

Å 合૱所ၜઞॽがᇀかるもの 

（፭Ꭼ Ӽ 年１月１日ଵ在の੍住དの౦区ྎがᄇ行するもの） 

または 

・（給ይ所ၜの方） 

፭ᎬĩႩဗഉኁฯၟᇠ྇೭ฯॽྫྷཐിƣǞǿ| 

・（事をなさっている方） 

፭ᎬĩႩဗഉኁฯႶฯྫྷཐിƣǞǿ| 

ᇓถ ӽӻ Ⴉӡ፭ᎬଭႩӢཨ֪

ॆ॒ઌኃৼցሑ 

Քᇓถ ӽ1Ⴉӡ፭ᎬଭႩӢॆ॒೭ႚெിӨ

Քᇓถ ӽ1 Ⴉӡ፭ᎬଭႩӢཨƣॆ॒ઌኃৼཨƣസၜॽƹbೂवᇱ

ፍ့ƣ२ൊॽ့Ɓᇀƀǀආነി፬（ӻ ଈӻӼ ଈ֭ ӻӼ ֊ଈᇀӢ 

（वೂからの給ይ支ᆻආነ書等） 

Å ே内での所ၜがあった場合、その所ၜॽや、ೂव保ፍ等२

控除ॽ等のආነ書፬も࿓出してください。 

፭
Ꭼ
３
年
İ
月
⺶
፭
Ꭼ
４
年
３
月
利
用
希
望
の
方 

፭Ꭼ３年 � 月 � 日ଵ在、ࣧ

ᆃ౦に住ኁဎᎩがない方 
 
・፭Ꭼ３年 � 月ĩ日ࡒவにࣧᆃ౦に入さ

れた方 
 
・༳ිᆡ႞等で保୦ೄの住ኁᅲがࣧᆃ౦に

ない方 等 

・፭ᎬĪႩဗഉኁฯ�ᅋ�डฯආነി 

Å 合૱所ၜઞॽがᇀかるもの 

（፭Ꭼ３年１月１日ଵ在の੍住དの౦区ྎがᄇ行するもの） 

または 

・（給ይ所ၜの方） 

፭ᎬĪႩဗഉኁฯၟᇠ྇೭ฯॽྫྷཐിƣǞǿ| 

・（事をなさっている方） 

፭ᎬĪႩဗഉኁฯႶฯྫྷཐിƣǞǿ| 

፭Ꭼ Ӽ Ⴉཨ֪ 

ॆ॒ઌኃৼցሑ 

Ք፭Ꭼ 2 Ⴉॆ॒೭ႚெിӨ

Ք፭Ꭼ 2 Ⴉཨƣॆ॒ઌኃৼཨƣസၜॽƹbೂवᇱፍ့ƣ२

ൊॽ့Ɓᇀƀǀආነി፬（ӻ ଈӻӼ ଈ֭ ӻӼ ֊ଈᇀӢ 

（वೂからの給ይ支ᆻආነ書等） 

Å ே内での所ၜがあった場合、その所ၜॽや、ೂव保ፍ等२

控除ॽ等のආነ書፬も࿓出してください。 

・あてはまる状況が複数ある場合は、ආነするಃፍを全て࿓出してください。 

・申請締切日までに住ኁฯ（ᅋ）課ฯආነ書等の࿓出がない方は、利用調整でᎀ後する場合があります。 

・౦ኁฯがቴ申ெの方は、利用ፍが高ॎພ（高ॽ）となり、利用調整でᎀ後する場合があります。೭入がな

い方であっても、原則として౦ኁฯの申ெは必ጅとなります。 

 

 

 

 

 

≪保育士の子どものΟέ的取ৢいについて≫（Ｐ2�᳸2�） 
ೞδᇜ対策として保育施設・事業のૢͳを進めており、保育士のᄩ保についてもտዬのᛢ᫆となっていࢳ

ます。また、保育士ᄩ保については、ཎにᬍ都חӲ都市のσᡫᛢ᫆であり、今後もさらにᩊな状況になる
ことがे定されます。 

保育士のお子さんが保育所等を利ဇできないことが、保育士ᄩ保をᩊにしているとᎋƑられることから、
横浜市内在˰で、横浜市内の保育所等でく保育士のお子さんを対象にしたΟέ的取ৢいを、平成 �� 年Ხ
月の利ဇᛦૢからݰλしています。 
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11 ྫ̑೧ౕ ԥශڇࢤఈٶ;ཤ༽ͶؖͤΖخ६ʤൊਰฦॄʥ 
 
Ϩ ಖ⫱ࡢᚲせᛶࡢㄆᐃᇶ‽ 

 

保育の必要ᛶの事⏤及び保育必要㔞のỴ定は、保護者のいずれもが次のࠕ保育の必要ᛶの認定ᇶ準ࠖのい

ずれかに該当することにより、Ỵ定します。 

 
保育の必要ᛶの認定ᇶ準 保育の必要ᛶの事⏤の定⩏ 保育標準時間・保育短時間の区分 

１ 保護者が居宅外又は

居宅内で労ാすること

を常態とすること。 

（１）保護者が居宅外で原則として月 64 時間以上労

ാすることを常態とするものであって、次のもの

を含む。 

  ア 居宅外の自Ⴀ又は㎰⁺業ᚑ事者。 

  イ ົඛがỴ定又は内定しているもの。 

   （利用開始ᚋ、１か月以内に就労するもの。） 

（２）保護者が居宅内で原則として月 64 時間以上事

業のႠ業者又は事業専ᚑ者として労ാすること

を常態とするもの。（内職ᚑ事者を含む。） 

ア 月 120 時間以上労ാする

場合は保育標準時間の区分

とする。 

イ 月 64 時間以上労ാする

場合は保育短時間の区分と

する。ただし、アに該当す

る場合は除く。 

２ 保護者がዷፎ୰であ

るか又はฟ⏘ᚋ間がな

いこと。 

（１）保護者がฟ⏘又はฟ⏘ண定日の前ᚋ各８㐌間 

の期間でฟ⏘の準備又は休㣴を要する状ἣにあ

るもの。（ከ⫾ዷፎの場合は、ฟ⏘又はฟ⏘ண定

日の前 14 㐌間、ᚋ８㐌間の期間とする。） 

（２）ฟ⏘はዷፎ 85 日以上の分ፔとし、Ṛ⏘及びὶ

⏘を含むものとする。 

保育標準時間の区分とする。 

３ 保護者がにかか

り、若しくは㈇യし、又

は⢭⚄若しくは㌟యに

㞀害を᭷しているこ

と。 

（１）保護者の⒪又は⒪㣴の期間が原則として１ 

か月以上にΏり、自宅⒪㣴又はධ㝔⒪㣴のもの。

ただし、自宅⒪㣴者にࡘいては原則として㏻㝔

ຍ⒪୰で、児童の保育が必要であるもの。 

（２）保護者が⒪育ᡭᖒのを受けているもの。 

（３）保護者が㌟య㞀害者ᡭᖒのを受け、１⣭ 

から４⣭に判定ࡉれたもの。 

（４）保護者が⢭⚄㞀害者保健福祉ᡭᖒのを受 

けているもの。 

（５）保護者が（２）㹼（４）の判定のないもので 

あっても、㞀害の⛬度によって児童の保育が必

要であると判断ࡉれるもの。 

保護者の⏦ㄳにより、保育標

準時間又は保育短時間の区分

とする。 

 

４ 保護者が、同居の親

族（長期間ධ㝔等をし

ている親族を含む。）を

常時介護又は看護して

いること。 

（１）親族が⒪等に原則として１か月以上の期間 

を要するもの。には㈇യを含む。 

（２）親族が⒪育ᡭᖒのを受けているもの。 

（３）親族が㌟య㞀害者ᡭᖒのを受け１⣭から 

３⣭に判定ࡉれたもの。 

（４）親族が⢭⚄㞀害者保健福祉ᡭᖒのを受け 

ているもの。 

（５）親族が（２）㹼（４）の判定がないものであっ

ても、㞀害の⛬度によって常時介護を要すると認

められるもの。 

（６）常時介護とは、㝔等で原則として月 64 時間

以上看護にᚑ事することをいう。又は自宅におい

て⮩の状態にあるものを看護するもの、親族に

㌟య㞀害者等がいてその介護にᚑ事するものを

いう。 

なお、㝔、特別学校及び㞀害児(者)施設等に

㏻㝔、㏻学、訓練等のため原則として月 64 時間

以上ῧをしているものを含む。 

保護者の⏦ㄳにより、保育標

準時間又は保育短時間の区分

とする。 
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1� Ϝψϱώʖड़について 
保育所等の申請にあたっては、「行ท手続におƆる特定の଼をಡᇠするためのᄮ号の利用等に

する法ጳ」にৰƚき、ȉǏǵȞǻーの࿓ഞが必要です。 

 

 

 
�� ȉǏǵȞǻー入用౸ 


�� 確認書፬ Ғᄮ号確認書፬ ษをபŻ保୦ೄのᇀのƴ࿓ഞƌてऀさいc 

  ғිଭ確認書፬ （申請児ၔおよƨそののሑの書፬は不要です。） 
 

Å 保育所等の申請書፬とࡴഽに࿓ഞしてください。৻にご࿓ഞいただいている場合でも、 

新Ⴉဗ新たに申請される場合等、௺ဗ࿓ഞが必要です。 

 

�Ĩ� ȉǏǵȞǻ|ႚ用౸へのႚ 

ȉǏǵȞǻー入用౸には、給付認定申請書に入した申請児ၔ、申請児ၔの保୦者、ऌ໖およ

ƨ၍੍のගሇを入してください。（保୦者のሑは、༳ිᆡ႞等の理由で၍੍されていない場合

も入してください。ただし、ਲ・Ļō等の理由で၍੍されていない場合は入不要です。） 
 

�ĩ� ॰認ി፬の࿓ഞ Å߈・߇ፊ方ᅢጅƜƎc 

ȉǏǵȞǻー入用౸を࿓ഞするは、給付認定ษിの「ษೄ」ጡにఐされた方の確

認（「߇ᄮ号確認」と「ි߈ଭ確認」）が必要です。 

 
Å ࿓ഞのの 

ዧຽ申請のは、「ȉǏǵȞǻー確認書፬付༊౸（ዧຽ申請用）」に「確認書፬のǞ

ǿー」を付したඑで、申請書፬とともにዧຽ用ᆫ္に入れてください。ただし、ഉኁᅲの಼し

については、ମを付してください。 

ັ୵申請のは、その場で確認を行いますので、確認書፬のମを࿓ಘしてください。

（Ǟǿーを用していただく必要はありません。） 
 

Ғ ᄮ॰認ി፬ 

 

 いƏれƀĨ 

・ȉǏǵȞǻーǖーǴ（ጮኜ） 

・通知ǖーǴ Å 

・ȉǏǵȞǻーがఐされたഉኁᅲの಼し（またはഉኁᅲఐಈஶආነ書） 
Åྫྷཐנ՛֭ఐಈஶӡഉസՒ့Ӣഉኁᅲ֧ࡴཙ֖֥փ֩փ֮Ւᄮ॰Ⴁ

ി፬֧֖֥ጦዿֽ֦֚גՓ 
 

ғ ිଭ॰認ി፬ 

 

ዧຽ申請の場合 

Ғ ৩಼  

ғ   

Ҕ ภႩଈ日またはഉ所 

がᇀかるኜのǞǿーを 

付 

ĨƜईႷなƷの�৩಼付の୰ආነി� 

・ȉǏǵȞǻーǖーǴ（ᅳኜ） 

・ǼǤȈーǳ 

・ย්ඏ॔者保ଌᆵ手ྂ 

・ఓ留ǖーǴ 

 免許ආࢥ・

・ිඏ॔者手ྂ 

 の手ྂ（ፑ育手ྂ）・

等  

ĩᅢጅなƷの  ĸĩ ƳたƤ ĸĨƝĹĨ 

ĸ ৩಼なƌの୰ආነി 

¢「」と「ภႩଈ日またはഉ

所」のఐがあるもの£ 

Ĺ ৩಼付のආነി 

¢৩಼のૡఐがあるもの£ 

・保ආ 

・Ⴉ金手ྂ 

・児ၔᆔጊ手当ආ書 

・特ᇠ児ၔᆔጊ手当ආ書   等  

・ॺภආ 

・法がᄇ行したආነ書 

・୰ᄇ行のಃ६ආነ書 

ᣁᡛ申請のئӳ、ȞǤȊȳȐȸが
Ўかる᩿のǳȔȸをᝳ付 

≪必要なもの≫ 
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11 ྫ̑೧ౕ ԥශڇࢤఈٶ;ཤ༽ͶؖͤΖخ६ʤൊਰฦॄʥ 
 
Ϩ ಖ⫱ࡢᚲせᛶࡢㄆᐃᇶ‽ 

 

保育の必要ᛶの事⏤及び保育必要㔞のỴ定は、保護者のいずれもが次のࠕ保育の必要ᛶの認定ᇶ準ࠖのい

ずれかに該当することにより、Ỵ定します。 

 
保育の必要ᛶの認定ᇶ準 保育の必要ᛶの事⏤の定⩏ 保育標準時間・保育短時間の区分 

１ 保護者が居宅外又は

居宅内で労ാすること

を常態とすること。 

（１）保護者が居宅外で原則として月 64 時間以上労

ാすることを常態とするものであって、次のもの

を含む。 

  ア 居宅外の自Ⴀ又は㎰⁺業ᚑ事者。 

  イ ົඛがỴ定又は内定しているもの。 

   （利用開始ᚋ、１か月以内に就労するもの。） 

（２）保護者が居宅内で原則として月 64 時間以上事

業のႠ業者又は事業専ᚑ者として労ാすること

を常態とするもの。（内職ᚑ事者を含む。） 

ア 月 120 時間以上労ാする

場合は保育標準時間の区分

とする。 

イ 月 64 時間以上労ാする

場合は保育短時間の区分と

する。ただし、アに該当す

る場合は除く。 

２ 保護者がዷፎ୰であ

るか又はฟ⏘ᚋ間がな

いこと。 

（１）保護者がฟ⏘又はฟ⏘ண定日の前ᚋ各８㐌間 

の期間でฟ⏘の準備又は休㣴を要する状ἣにあ

るもの。（ከ⫾ዷፎの場合は、ฟ⏘又はฟ⏘ண定

日の前 14 㐌間、ᚋ８㐌間の期間とする。） 

（２）ฟ⏘はዷፎ 85 日以上の分ፔとし、Ṛ⏘及びὶ

⏘を含むものとする。 

保育標準時間の区分とする。 

３ 保護者がにかか

り、若しくは㈇യし、又

は⢭⚄若しくは㌟యに

㞀害を᭷しているこ

と。 

（１）保護者の⒪又は⒪㣴の期間が原則として１ 

か月以上にΏり、自宅⒪㣴又はධ㝔⒪㣴のもの。

ただし、自宅⒪㣴者にࡘいては原則として㏻㝔

ຍ⒪୰で、児童の保育が必要であるもの。 

（２）保護者が⒪育ᡭᖒのを受けているもの。 

（３）保護者が㌟య㞀害者ᡭᖒのを受け、１⣭ 

から４⣭に判定ࡉれたもの。 

（４）保護者が⢭⚄㞀害者保健福祉ᡭᖒのを受 

けているもの。 

（５）保護者が（２）㹼（４）の判定のないもので 

あっても、㞀害の⛬度によって児童の保育が必

要であると判断ࡉれるもの。 

保護者の⏦ㄳにより、保育標

準時間又は保育短時間の区分

とする。 

 

４ 保護者が、同居の親

族（長期間ධ㝔等をし

ている親族を含む。）を

常時介護又は看護して

いること。 

（１）親族が⒪等に原則として１か月以上の期間 

を要するもの。には㈇യを含む。 

（２）親族が⒪育ᡭᖒのを受けているもの。 

（３）親族が㌟య㞀害者ᡭᖒのを受け１⣭から 

３⣭に判定ࡉれたもの。 

（４）親族が⢭⚄㞀害者保健福祉ᡭᖒのを受け 

ているもの。 

（５）親族が（２）㹼（４）の判定がないものであっ

ても、㞀害の⛬度によって常時介護を要すると認

められるもの。 

（６）常時介護とは、㝔等で原則として月 64 時間

以上看護にᚑ事することをいう。又は自宅におい

て⮩の状態にあるものを看護するもの、親族に

㌟య㞀害者等がいてその介護にᚑ事するものを

いう。 

なお、㝔、特別学校及び㞀害児(者)施設等に

㏻㝔、㏻学、訓練等のため原則として月 64 時間

以上ῧをしているものを含む。 

保護者の⏦ㄳにより、保育標

準時間又は保育短時間の区分

とする。 

 

 
 

1��

1� Ϝψϱώʖड़について 
保育所等の申請にあたっては、「行ท手続におƆる特定の଼をಡᇠするためのᄮ号の利用等に

する法ጳ」にৰƚき、ȉǏǵȞǻーの࿓ഞが必要です。 

 

 

 
�� ȉǏǵȞǻー入用౸ 


�� 確認書፬ Ғᄮ号確認書፬ ษをபŻ保୦ೄのᇀのƴ࿓ഞƌてऀさいc 

  ғිଭ確認書፬ （申請児ၔおよƨそののሑの書፬は不要です。） 
 

Å 保育所等の申請書፬とࡴഽに࿓ഞしてください。৻にご࿓ഞいただいている場合でも、 

新Ⴉဗ新たに申請される場合等、௺ဗ࿓ഞが必要です。 

 

�Ĩ� ȉǏǵȞǻ|ႚ用౸へのႚ 

ȉǏǵȞǻー入用౸には、給付認定申請書に入した申請児ၔ、申請児ၔの保୦者、ऌ໖およ

ƨ၍੍のගሇを入してください。（保୦者のሑは、༳ිᆡ႞等の理由で၍੍されていない場合

も入してください。ただし、ਲ・Ļō等の理由で၍੍されていない場合は入不要です。） 
 

�ĩ� ॰認ി፬の࿓ഞ Å߈・߇ፊ方ᅢጅƜƎc 

ȉǏǵȞǻー入用౸を࿓ഞするは、給付認定ษിの「ษೄ」ጡにఐされた方の確

認（「߇ᄮ号確認」と「ි߈ଭ確認」）が必要です。 

 
Å ࿓ഞのの 

ዧຽ申請のは、「ȉǏǵȞǻー確認書፬付༊౸（ዧຽ申請用）」に「確認書፬のǞ

ǿー」を付したඑで、申請書፬とともにዧຽ用ᆫ္に入れてください。ただし、ഉኁᅲの಼し

については、ମを付してください。 

ັ୵申請のは、その場で確認を行いますので、確認書፬のମを࿓ಘしてください。

（Ǟǿーを用していただく必要はありません。） 
 

Ғ ᄮ॰認ി፬ 

 

 いƏれƀĨ 

・ȉǏǵȞǻーǖーǴ（ጮኜ） 

・通知ǖーǴ Å 

・ȉǏǵȞǻーがఐされたഉኁᅲの಼し（またはഉኁᅲఐಈஶආነ書） 
Åྫྷཐנ՛֭ఐಈஶӡഉസՒ့Ӣഉኁᅲ֧ࡴཙ֖֥փ֩փ֮Ւᄮ॰Ⴁ

ി፬֧֖֥ጦዿֽ֦֚גՓ 
 

ғ ිଭ॰認ി፬ 

 

ዧຽ申請の場合 

Ғ ৩಼  

ғ   

Ҕ ภႩଈ日またはഉ所 

がᇀかるኜのǞǿーを 

付 

ĨƜईႷなƷの�৩಼付の୰ආነി� 

・ȉǏǵȞǻーǖーǴ（ᅳኜ） 

・ǼǤȈーǳ 

・ย්ඏ॔者保ଌᆵ手ྂ 

・ఓ留ǖーǴ 

 免許ආࢥ・

・ිඏ॔者手ྂ 

 の手ྂ（ፑ育手ྂ）・

等  

ĩᅢጅなƷの  ĸĩ ƳたƤ ĸĨƝĹĨ 

ĸ ৩಼なƌの୰ආነി 

¢「」と「ภႩଈ日またはഉ

所」のఐがあるもの£ 

Ĺ ৩಼付のආነി 

¢৩಼のૡఐがあるもの£ 

・保ආ 

・Ⴉ金手ྂ 

・児ၔᆔጊ手当ආ書 

・特ᇠ児ၔᆔጊ手当ආ書   等  

・ॺภආ 

・法がᄇ行したආነ書 

・୰ᄇ行のಃ६ආነ書 

ᣁᡛ申請のئӳ、ȞǤȊȳȐȸが
Ўかる᩿のǳȔȸをᝳ付 

≪必要なもの≫ 

18 19



21 

 

Ⅱ 利用調整の優先順位 

申請児童について、次の「利用調整基準」「その他の世帯状況」により、ランクを判定し、利用調整の優先順位を定め

ます。 

「利用調整基準」 

（基準の考え方） 

※ ランクは、ＡＢＣＤＥＦＧＨＩの順に利用調整の順位が高いものとします。 

※ 父、母でランクが異なる場合は、順位の低いランクを適用します。 

※ 障害児・児童福祉の観点から保育が必要な児童については、この利用調整基準を基に別途に利用調整します。 

※ 利用調整に当たっては、保育が必要な理由別の下記の「ランク表」に基づきＡ～Ｉの順に区分し「その他の世帯状況」

とともに総合的に保育が必要な程度を判断し、利用調整の順位を判断します。 

※１ 「11 その他」のランクは当該児童・世帯の状況に応じて別途判断します。 

父・母が保育できない理由、状況 ランク 

１ （１）居宅外労働 

（外勤・居宅外自営） 

 

 

月 20日以上かつ就労時間 1週 40時間以上の労働に従事している。 Ａ 

月 20日以上かつ就労時間 1週 35時間以上 40時間未満の労働に従事している。 Ｂ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 24時間以上の労働に従事している。 Ｃ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 16時間以上 24時間未満の労働に従事している。 Ｄ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 28時間以上の労働に内定している。 Ｅ 

就労時間月 64時間以上の労働に従事又は内定している。 Ｆ 

１ （２）居宅内労働 

（内勤・居宅内自営） 

月 20日以上かつ就労時間 1週 40時間以上の労働に従事している。 Ｂ 

月 20日以上かつ就労時間 1週 35時間以上 40時間未満の労働に従事している。 Ｃ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 24時間以上の労働に従事している。 Ｄ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 16時間以上 24時間未満の労働に従事している。 Ｅ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 28時間以上の労働に内定している。 Ｆ 

就労時間月 64時間以上の労働に従事又は内定している。 Ｇ 

２ 産前産後 出産又は出産予定日の前後各８週間の期間にあって、出産の準備又は休養を要する。

（多胎妊娠の場合は、出産又は出産予定日の前 14週間、後８週間の期間とする。） 
Ｇ 

３ （１）病気・けが 

 

 

入院又は入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で常に病臥している場合。 Ａ 

通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育が常時必要な場合。 Ｃ 

通院加療を行い、保育が必要な場合。 Ｅ 

３ （２）障害 

 

身体障害者手帳１～２級、精神障害者保健福祉手帳１～２級、愛の手帳（療育手帳）の

交付を受けていて、保育が常時必要な場合。 
Ａ 

身体障害者手帳３級又は精神障害者保健福祉手帳３級の交付を受けていて、保育が必

要な場合。 
Ｂ 

身体障害者手帳４級の交付を受けていて、保育が必要な場合。 Ｅ 

４ 親族の介護 臥床者・重症心身障害児（者）、又はそれと同程度の障害等があると認められる者の介

護や入院・通院・通所の付き添いのため、月 20 日以上かつ 1 週 40 時間以上保育が必

要な場合。 

Ａ 

重度障害児（者）、又はそれと同程度の障害等があると認められる者の介護や入院・通

院・通所の付き添いのため、月 20日以上かつ１週 40時間以上保育が必要な場合。 
Ｂ 

病人や障害児（者）の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月 16日以上かつ 1

週 28時間以上保育が必要な場合。 
Ｃ 

病人や障害児（者）の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月 64時間以上保育

が必要な場合。 
Ｆ 

５ 災害の復旧への従事 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。 Ａ 

６ 通学 就職に必要な技能習得のために月 64時間以上職業訓練校、専門学校、大学などに通っ

ている。 
Ｅ 

７ 求職中 求職中。 Ｈ 

８ ひとり親世帯等 ひとり親世帯等において、就労、求職活動、職業訓練等を行うことにより、自立促進が

図られると福祉保健センター長が判断した場合。 
Ａ 

９ 保育士 世帯において「保育士資格を保有する保護者が、市内の認可保育所、認定こども園、横

浜保育室、認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業で、

月 20 日以上かつ週 35 時間以上保育業務に従事する又は内定している（派遣職員は除

く）」場合（市外在住は除く）。 

Ａ 

10 市外在住 横浜市外に在住している場合（転入予定者は除く）。 Ｉ 

11 その他 児童福祉の観点から、福祉保健センター長が特に保育の必要性の緊急度が高いと判断

した場合。 
※１ 

20 

 
５ 保護者が、震災、風水

害、火災その他の災害

の復旧に当たっている

こと。 

（１）保護者が自宅及びその近隣の火災その他の災 

害の復旧に当たっているもの。 

保育標準時間の区分とする。 

６ 保護者が、求職活動

（起業の準備を含む。）

を継続的に行っている

こと。 

（１）保護者が求職活動（起業準備を含む）をする 

ことを常態としているもの。 

ただし、３か月の範囲内で求職活動に必要と 

認められる妥当な期間を定めることとする。 

保育短時間の区分とする。 

７ 保護者が、就学する

ことを常態とするこ

と。 

 

（１）保護者が原則として月 64 時間以上就学するこ

とを常態とするものであって、次のいずれかに該

当すること。 

ア 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条

に規定する学校、同法第 124 条に規定する専

修学校、同法第 134 条第１項に規定する各種

学校その他これらに準ずる教育施設に在学し

ているもの。 

イ 職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64

号）第 15 条の７第３項に規定する公共職業能

力開発施設において行う職業訓練若しくは同

法第 27 条第１項に規定する職業能力開発総合

大学校において行う同項に規定する指導員訓

練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等に

よる特定求職者の就職の支援に関する法律

（平成 23 年法律第 47 号）第４条第２項に規

定する認定職業訓練その他の職業訓練を受け

ているもの。 

ア 月 120 時間以上就学する

場合は保育標準時間の区分

とする。 

イ 月 64 時間以上就学する

場合は保育短時間の区分と

する。 

  ただし、アに該当する場

合は除く。 

８ 保護者が児童虐待を

行っている又は配偶者

からの暴力を受けてい

ると認められること。 

 

（１）児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法

律第 82 号）第２条に規定する児童虐待を行って

いる又は再び行われるおそれがあると認められ

るもの。 

（２）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等 

に関する法律（平成 13 年法律第 31 号）第１条に

規定する配偶者からの暴力により小学校就学前

子どもの保育を行うことが困難であると認めら

れるもの。（（１）に該当する場合を除く。） 

保育標準時間の区分とする。 

９ 保護者が、育児休業

をする場合であって、

当該保護者の当該育児

休業に係る子ども以外

の小学校就学前子ども

が特定教育・保育施設、

特定地域型保育事業又

は特定子ども子育て支

援施設等を利用してお

り、当該育児休業の間

に当該特定教育・保育

施設等を引き続き利用

することが必要である

と認められること。 

（１）保護者の育児休業開始日において、児童が、 

次年度に就学を控えているもの。（いわゆる年長

組） 

（２）保護者の健康状態やその子どもの発達上環境 

の変化が好ましくないと考えられる場合など、

児童福祉の観点から当該施設・事業を引き続き

利用することが適当と認められるもの。 

保育短時間の区分とする。 

10 保護者が、前各号に

類するものと認める状

態にあること。 

（１）別居の親族を常時介護又は看護しているもの。 

（２）ひとり親世帯等において就労、求職活動、職 

業訓練等を行うことにより自立の促進が図られ

ると福祉保健センター長が判断したもの。 

（３）その他児童福祉の観点から福祉保健センター 

長が特に保育が必要な緊急度が高いと判断した

もの。 

福祉保健センター長の判断によ

り、保育標準時間又は保育短

時間の区分とする。 
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Ⅱ 利用調整の優先順位 

申請児童について、次の「利用調整基準」「その他の世帯状況」により、ランクを判定し、利用調整の優先順位を定め

ます。 

「利用調整基準」 

（基準の考え方） 

※ ランクは、ＡＢＣＤＥＦＧＨＩの順に利用調整の順位が高いものとします。 

※ 父、母でランクが異なる場合は、順位の低いランクを適用します。 

※ 障害児・児童福祉の観点から保育が必要な児童については、この利用調整基準を基に別途に利用調整します。 

※ 利用調整に当たっては、保育が必要な理由別の下記の「ランク表」に基づきＡ～Ｉの順に区分し「その他の世帯状況」

とともに総合的に保育が必要な程度を判断し、利用調整の順位を判断します。 

※１ 「11 その他」のランクは当該児童・世帯の状況に応じて別途判断します。 

父・母が保育できない理由、状況 ランク 

１ （１）居宅外労働 

（外勤・居宅外自営） 

 

 

月 20日以上かつ就労時間 1週 40時間以上の労働に従事している。 Ａ 

月 20日以上かつ就労時間 1週 35時間以上 40時間未満の労働に従事している。 Ｂ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 24時間以上の労働に従事している。 Ｃ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 16時間以上 24時間未満の労働に従事している。 Ｄ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 28時間以上の労働に内定している。 Ｅ 

就労時間月 64時間以上の労働に従事又は内定している。 Ｆ 

１ （２）居宅内労働 

（内勤・居宅内自営） 

月 20日以上かつ就労時間 1週 40時間以上の労働に従事している。 Ｂ 

月 20日以上かつ就労時間 1週 35時間以上 40時間未満の労働に従事している。 Ｃ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 24時間以上の労働に従事している。 Ｄ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 16時間以上 24時間未満の労働に従事している。 Ｅ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 28時間以上の労働に内定している。 Ｆ 

就労時間月 64時間以上の労働に従事又は内定している。 Ｇ 

２ 産前産後 出産又は出産予定日の前後各８週間の期間にあって、出産の準備又は休養を要する。

（多胎妊娠の場合は、出産又は出産予定日の前 14週間、後８週間の期間とする。） 
Ｇ 

３ （１）病気・けが 

 

 

入院又は入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で常に病臥している場合。 Ａ 

通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育が常時必要な場合。 Ｃ 

通院加療を行い、保育が必要な場合。 Ｅ 

３ （２）障害 

 

身体障害者手帳１～２級、精神障害者保健福祉手帳１～２級、愛の手帳（療育手帳）の

交付を受けていて、保育が常時必要な場合。 
Ａ 

身体障害者手帳３級又は精神障害者保健福祉手帳３級の交付を受けていて、保育が必

要な場合。 
Ｂ 

身体障害者手帳４級の交付を受けていて、保育が必要な場合。 Ｅ 

４ 親族の介護 臥床者・重症心身障害児（者）、又はそれと同程度の障害等があると認められる者の介

護や入院・通院・通所の付き添いのため、月 20 日以上かつ 1 週 40 時間以上保育が必

要な場合。 

Ａ 

重度障害児（者）、又はそれと同程度の障害等があると認められる者の介護や入院・通

院・通所の付き添いのため、月 20日以上かつ１週 40時間以上保育が必要な場合。 
Ｂ 

病人や障害児（者）の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月 16日以上かつ 1

週 28時間以上保育が必要な場合。 
Ｃ 

病人や障害児（者）の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月 64時間以上保育

が必要な場合。 
Ｆ 

５ 災害の復旧への従事 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。 Ａ 

６ 通学 就職に必要な技能習得のために月 64時間以上職業訓練校、専門学校、大学などに通っ

ている。 
Ｅ 

７ 求職中 求職中。 Ｈ 

８ ひとり親世帯等 ひとり親世帯等において、就労、求職活動、職業訓練等を行うことにより、自立促進が

図られると福祉保健センター長が判断した場合。 
Ａ 

９ 保育士 世帯において「保育士資格を保有する保護者が、市内の認可保育所、認定こども園、横

浜保育室、認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業で、

月 20 日以上かつ週 35 時間以上保育業務に従事する又は内定している（派遣職員は除

く）」場合（市外在住は除く）。 

Ａ 

10 市外在住 横浜市外に在住している場合（転入予定者は除く）。 Ｉ 

11 その他 児童福祉の観点から、福祉保健センター長が特に保育の必要性の緊急度が高いと判断

した場合。 
※１ 
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５ 保護者が、震災、風水

害、火災その他の災害

の復旧に当たっている

こと。 

（１）保護者が自宅及びその近隣の火災その他の災 

害の復旧に当たっているもの。 

保育標準時間の区分とする。 

６ 保護者が、求職活動

（起業の準備を含む。）

を継続的に行っている

こと。 

（１）保護者が求職活動（起業準備を含む）をする 

ことを常態としているもの。 

ただし、３か月の範囲内で求職活動に必要と 

認められる妥当な期間を定めることとする。 

保育短時間の区分とする。 

７ 保護者が、就学する

ことを常態とするこ

と。 

 

（１）保護者が原則として月 64 時間以上就学するこ

とを常態とするものであって、次のいずれかに該

当すること。 

ア 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条

に規定する学校、同法第 124 条に規定する専

修学校、同法第 134 条第１項に規定する各種

学校その他これらに準ずる教育施設に在学し

ているもの。 

イ 職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64

号）第 15 条の７第３項に規定する公共職業能

力開発施設において行う職業訓練若しくは同

法第 27 条第１項に規定する職業能力開発総合

大学校において行う同項に規定する指導員訓

練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等に

よる特定求職者の就職の支援に関する法律

（平成 23 年法律第 47 号）第４条第２項に規

定する認定職業訓練その他の職業訓練を受け

ているもの。 

ア 月 120 時間以上就学する

場合は保育標準時間の区分

とする。 

イ 月 64 時間以上就学する

場合は保育短時間の区分と

する。 

  ただし、アに該当する場

合は除く。 

８ 保護者が児童虐待を

行っている又は配偶者

からの暴力を受けてい

ると認められること。 

 

（１）児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法

律第 82 号）第２条に規定する児童虐待を行って

いる又は再び行われるおそれがあると認められ

るもの。 

（２）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等 

に関する法律（平成 13 年法律第 31 号）第１条に

規定する配偶者からの暴力により小学校就学前

子どもの保育を行うことが困難であると認めら

れるもの。（（１）に該当する場合を除く。） 

保育標準時間の区分とする。 

９ 保護者が、育児休業

をする場合であって、

当該保護者の当該育児

休業に係る子ども以外

の小学校就学前子ども

が特定教育・保育施設、

特定地域型保育事業又

は特定子ども子育て支

援施設等を利用してお

り、当該育児休業の間

に当該特定教育・保育

施設等を引き続き利用

することが必要である

と認められること。 

（１）保護者の育児休業開始日において、児童が、 

次年度に就学を控えているもの。（いわゆる年長

組） 

（２）保護者の健康状態やその子どもの発達上環境 

の変化が好ましくないと考えられる場合など、

児童福祉の観点から当該施設・事業を引き続き

利用することが適当と認められるもの。 

保育短時間の区分とする。 

10 保護者が、前各号に

類するものと認める状

態にあること。 

（１）別居の親族を常時介護又は看護しているもの。 

（２）ひとり親世帯等において就労、求職活動、職 

業訓練等を行うことにより自立の促進が図られ

ると福祉保健センター長が判断したもの。 

（３）その他児童福祉の観点から福祉保健センター 

長が特に保育が必要な緊急度が高いと判断した

もの。 

福祉保健センター長の判断によ

り、保育標準時間又は保育短

時間の区分とする。 
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࡛㡸ࡿ࠸࡚ࡅሙྜࡣ㝖ࠋࡃ㸧 

㸱 
࣭⏝⏦ㄳⅬ࡛ಖ⫱ࢆᚲせ
ࡲࡾ㝈ሙྜࡿ࠶ࡀ௳せࡿࡍ
 ࠋࡍ
࣭ཎ๎ࠊዎ⣙᭩➼ド᫂㈨ᩱ࠶ࡀ
 ࠋࡍࡲࡾ㝈ሙྜࡿ

⏝⏦ㄳඣ❺ࢆᶓಖ⫱ᐊࠊᑠつᶍಖ⫱ᴗࠊᐙᗞⓗಖ⫱ᴗ➼㡸ࠋࡿ࠸࡚ࡅ
㸦୍ಖ⫱ࡢࡳࡢ⏝ࡣ㝖ࠋࡃ㸧 

㸯 

ಖ⫱ࡢ௦᭰ᡭẁ㛵ୖࠊ࡚ࡋグ௨እࡢሙྜࠋ 㸮  

 

ୡᖏࡢ≧ἣ ഛ⪃ 

ಖㆤ⪅ࡀ㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ㸯㸪㸰⣭࣭ឡࡢᡭᖒ㸦⒪⫱ᡭᖒ㸧࣭⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ⚟♴
ᡭᖒ㸯㸪㸰⣭ࡘ୍ࡢヱᙜࡿࡍሙྜࠋཪྠࢀࡑࡣ⛬ᗘࡢ㞀ᐖࡿ࠶ࡀㄆࢀࡽࡵ
 ࠋሙྜࡢ⪅㞀ᐖࡿ

㸳 ඖࡢࢡࣥࣛࡢ㢮ᆺࠕࡀ㞀ᐖࠖ௨
እࡳࡢࡁࡢຍⅬࠋࡍࡲࡋ㞀ᐖ
⪅ᡭᖒ➼ド᫂㈨ᩱࡿ࠶ࡀሙྜ
㝈ࠋࡍࡲࡾ 

ಖㆤ⪅ࡀ㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ㸱⣭௨ୗཪࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ⚟♴ᡭᖒ㸱⣭࡛ಖ⫱ⴭࡋ
 ࠋሙྜࡿࡀ㈇ᢸࡃ

㸱 

ಖㆤ⪅ࡀ㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ㸯㸪㸰⣭࣭ឡࡢᡭᖒ㸦⒪⫱ᡭᖒ㸧࣭⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ⚟♴
ᡭᖒ㸯㸪㸰⣭ࡘ୍ࡢヱᙜࡿࡍሙྜࠋཪྠࢀࡑࡣ⛬ᗘࡢ㞀ᐖࡿ࠶ࡀㄆࢀࡽࡵ
 ࠋሙྜࡢ⪅㞀ᐖࡿ

㸱 ඖࡢࢡࣥࣛࡢ㢮ᆺࠕࡀ㞀ᐖࠖࡢ
㞀ᐖ⪅ᡭࠋࡍࡲࡋຍⅬࡳࡢࡁ
ᖒ➼ド᫂㈨ᩱࡿ࠶ࡀሙྜ㝈ࡾ
 ࠋࡍࡲ

ಖㆤ⪅ࡀ㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ㸱⣭௨ୗཪࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ⚟♴ᡭᖒ㸱⣭࡛ಖ⫱ⴭࡋ
 ࠋሙྜࡿࡀ㈇ᢸࡃ

㸰 

ྠᒃࡢぶ᪘ෆ㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ㸱⣭௨ୖ࣭ឡࡢᡭᖒ㸦⒪⫱ᡭᖒ㸧࣭⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ
⚟♴ᡭᖒࢆᣢ࡚࠸ࡀ⪅ࡿ࠸࡚ࡗ᪥ᖖⓗㆤࡿ࠸࡚ࡋሙྜࠋ�ᙜヱඣ❺ཪࡣಖ
ㆤ⪅ࡢࡽࢀࡇࡀᡭᖒࢆᣢࡿ࠸࡚ࡗሙྜࡣ㝖ࠋࡃ� ཪྠࠊࡣᒃࡢぶ᪘ෆせㆤ㸯
௨ୖࡢㄆᐃ⪅࡚࠸ࡀ᪥ᖖⓗㆤࡿ࠸࡚ࡋሙྜࠋ�ᅾᏯㆤ㝈ࠋࡿ� 

㸰 
ඖࡢࢡࣥࣛࡢ㢮ᆺࠕࡀぶ᪘ࡢ
ㆤࠖࡣࡁࡢຍⅬࠋࢇࡏࡲࡋ   
㞀ᐖ⪅ᡭᖒࡸㆤಖ㝤ド➼ド᫂
㈨ᩱࡿ࠶ࡀሙྜ㝈ࠋࡍࡲࡾ 

ูᒃࡢぶ᪘ෆ㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ㸱⣭௨ୖ࣭ឡࡢᡭᖒ㸦⒪⫱ᡭᖒ㸧࣭⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ
⚟♴ᡭᖒࢆᣢ࡚࠸ࡀ⪅ࡿ࠸࡚ࡗ᪥ᖖⓗㆤࡿ࠸࡚ࡋሙྜࠋ�ᙜヱඣ❺ཪࡣಖ
ㆤ⪅ࡢࡽࢀࡇࡀᡭᖒࢆᣢࡿ࠸࡚ࡗሙྜࡣ㝖ࠋࡃ�  ཪูࠊࡣᒃࡢぶ᪘ෆせㆤ
㸯௨ୖࡢㄆᐃ⪅࡚࠸ࡀ᪥ᖖⓗㆤࡿ࠸࡚ࡋሙྜࠋ�ᅾᏯㆤ㝈ࠋࡿ� 

㸯 

⥅⥆ⓗ࡞ධ㝔➼ࠊ་⒪ࢆᚲせࡢ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࡿ࠸࡚ࡋㆤࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ㸦タ
ධᡤࠊ㏻ᡤ࣭㏻Ꮫࡢࡁῧࡣ࡚࠸ࡘ࠸㝖ࠋࡃ㸧 

㸱 
ඖࡢࢡࣥࣛࡢ㢮ᆺࠕࡀぶ᪘ࡢ
ㆤࠖࡳࡢࡁࡢຍⅬࠋࡍࡲࡋ 

㏻ಙไᏛࠊ㏻ಙᩍ⫱ࡢᏛ⏕࡛ࠋࡿ࠶ 㸫㸯   
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 ୡᖏ≧ἣࠖࡢࡢࡑࠕ

㸯 ࣛࣥࡢࢡᘬୖࡿ࠸⏝ࡆᣦᶆ 

➼ぶୡᖏࡾࡦ 㸶ࠕࡀࢡࣥࣛࡿࡅ࠾ࠖ‽⏝ㄪᩚᇶࠕ ※ 㸷 ಖ⫱ኈࠕࠖ  ࠋࢇࡏࡲࡋ⏝㐺ࠊࡣሙྜࡢᕷእᅾఫࠖ ��ࠕࠖ

※ ඖࡀࢡࣥࣛࡢ㸿ࣛࣥࡢࢡሙྜ࡛ࡶ࡚ࡗ࠶㐺⏝ࠋࡍࡲࡋ 

㸦㸯㸧ࡾࡦぶୡᖏ➼ 

㸦㸰㸧⏕άಖㆤୡᖏ㸦ᑵປࠊồ⫋άືࠊ⫋ᴗカ⦎➼ಁࡢ❧⮬ࠊࡾࡼࡇ࠺⾜ࢆ㐍ࡀᅗࡿࢀࡽ⚟♴ಖ࣮ࢱࣥࢭ㛗ุ᩿ࡀ

 㸧ࡿ㝈ሙྜࡓࡋ

㸦㸱㸧⏕ィ୰ᚰ⪅ࡢኻᴗ 

㸦㸲㸧ᶓಖ⫱ᐊࠊㄆྍஙඣಖ⫱ᡤࠊᑠつᶍಖ⫱ᴗࠊᐙᗞⓗಖ⫱ᴗ➼ࡢ༞ᅬඣ 

㸦㸳㸧ࡢ࠸ࡔ࠺ࡻࡁ⫱ඣఇᴗࠊࡵࡓࡢᶓಖ⫱ᐊࠊㄆྍஙඣಖ⫱ᡤࠊᑠつᶍಖ⫱ᴗࠊᐙᗞⓗಖ⫱ᴗ➼ࢆ༞ᅬ๓⏝ࢆ

Ṇࠊࡵ⫋⏦ㄳࡿࡍࢆሙྜ 

㸦㸴㸧ࡢ࠸ࡔ࠺ࡻࡁ⫱ඣఇᴗࠊࡵࡓࡢㄆྍಖ⫱ᡤཪࡣㄆᐃࡶࡇᅬࢆ㏥ᡤࠊࡋ⫋ㄆྍಖ⫱ᡤཪࡣㄆᐃࡶࡇᅬᗘ

⏝ࡢ⏦ㄳࡿࡍࢆሙྜ㸦㸰ࡘᘬୖࡆ㸧 

㸦㸵㸧᪤ࡀ࠸ࡔ࠺ࡻࡁタ࣭ᴗࢆ⏝ࡿ࠸࡚ࡋሙྜ࡛ࡀ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࡢࡑࠊ⏝ࡢ୍ྠࡿ࠸࡚ࡋタ࣭ᴗࡢ⏝ࢆ⏦ㄳ

 �ࠋࡴྵࢆሙྜࡿࡍㄳ⏦ࢆ㌿ᅬタ࣭ᴗࡢࡽࡕࡢ࠸ࡔ࠺ࡻࡁ�ሙྜࡿࡍ

㸦㸶㸧ㄆᐃࡶࡇᅬࢆ⏝ࡿ࠸࡚ࡋඣ❺ࡀ㸯ྕࡽ㸰ྕㄆᐃ༊ศࢆኚ᭦ࠊࡋᘬࡁ⥆ࡁᙜヱタࡢ⏝ࢆᕼᮃࡿࡍሙྜ 

㸦㸷㸧ಖ⫱ኈ㈨᱁ࢆಖ᭷ࡿࡍಖㆤ⪅ࡀᕷෆࡢㄆྍಖ⫱ᡤࠊㄆᐃࡶࡇᅬࠊᶓಖ⫱ᐊࠊㄆྍஙඣಖ⫱ᡤࠊᑠつᶍಖ⫱ᴗࠊ

ᐙᗞⓗಖ⫱ᴗࠊᴗᡤෆಖ⫱ᴗ࡛ಖ⫱ᴗົᚑཪࡣෆᐃࡿ࠸࡚ࡋሙྜ㸦ὴ㐵⫋ဨࡣ㝖ࡃ㸧 

 

Ϫ 」ᩘࡢඣ❺࡛ࢡ୍ࣥࣛྠࡀ୪ࡔࢇሙྜࡢ⏝ㄪᩚࡢඃඛ㡰 

 ࠋࡍࡲࡵᐃࢆඃඛ㡰ࡢ⏝ㄪᩚࠊࡋᐃ☜ࢆᣦᩘࡁᇶ࡙ࠖ⾲ㄪᩚᣦᩘ୍ぴࠕࠊሙྜࡓࡗ࡞ࢡ୍ࣥࣛྠ
 

 ࠖ⾲ㄪᩚᣦᩘ୍ぴࠕ

ಖ⫱ࡢ௦᭰ᡭẁ㸦ࡿࡓ㸯㡯┠ࡳࡢ㐺⏝㸧 ഛ⪃ 

⏝⏦ㄳඣ❺ࢆ �� ṓᮍ‶ࡢぶ᪘㡸ࠋࡿ࠸࡚ࡅ 㸫㸯   

ㄆྍಖ⫱ᡤཪࡣㄆᐃࡶࡇᅬࡢࡽ㌿ᅬࠋ㸦㌿ᒃࢆక࠺ሙྜཪྠ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠊࡣ
୍タ࣭ᴗ⏝ࢆᕼᮃࡢࡵࡓࡿࡍ㌿ᅬࡣ㝖ࠋࡃ㸧 

㸫㸯   

ᶓಖ⫱ᐊࠊㄆྍஙඣಖ⫱ᡤࠊᑠつᶍಖ⫱ᴗࠊᐙᗞⓗಖ⫱ᴗ➼ࡢ༞ᅬඣࠋ
㸦༞ᅬ⫱ඣఇᴗྲྀࢆᚓࠊࡾ࠾࡚ࡋ⫱ඣఇᴗ࡛᫂ࡅㄆྍಖ⫱ᡤࡢ⏝⏦ㄳࡍࢆ
 㸧ࡴྵࡶሙྜࡿ

㸳 
ཎ๎ࠊ༞ᅬド᫂᭩➼ド᫂㈨ᩱࡀ
 ࠋࡍࡲࡋ⏝㐺ሙྜࡿ࠶

ᶓಖ⫱ᐊࠊㄆྍஙඣಖ⫱ᡤࠊᑠつᶍಖ⫱ᴗࠊᐙᗞⓗಖ⫱ᴗ➼ࢆ⫱ඣఇᴗࡢ
 ࠋሙྜࡿࡍࢆ⏝⏦ㄳ⫋ࠊࡵṆࢆ⏝ࡵࡓ

㸳 
ཎ๎ࠊ⏝ᮇ㛫ࡿࢃࡢド᫂㈨
ᩱࡿ࠶ࡀሙྜ㝈ࠋࡍࡲࡾ 

⏝⏦ㄳඣ❺ࢆ>ᶓಖ⫱ᐊࠊㄆྍಖ⫱ᡤࠊㄆᐃࡶࡇᅬࠊᑠつᶍಖ⫱ᴗࠊᐙ
ᗞⓗಖ⫱ᴗ➼@௨እ᭷ൾ࡛㡸ࠋࡿ࠸࡚ࡅ㸦୍ಖ⫱ࡢࡳࡢ⏝ࡸぶ᪘᭷ൾ
࡛㡸ࡿ࠸࡚ࡅሙྜࡣ㝖ࠋࡃ㸧 

㸱 
࣭⏝⏦ㄳⅬ࡛ಖ⫱ࢆᚲせ
ࡲࡾ㝈ሙྜࡿ࠶ࡀ௳せࡿࡍ
 ࠋࡍ
࣭ཎ๎ࠊዎ⣙᭩➼ド᫂㈨ᩱ࠶ࡀ
 ࠋࡍࡲࡾ㝈ሙྜࡿ

⏝⏦ㄳඣ❺ࢆᶓಖ⫱ᐊࠊᑠつᶍಖ⫱ᴗࠊᐙᗞⓗಖ⫱ᴗ➼㡸ࠋࡿ࠸࡚ࡅ
㸦୍ಖ⫱ࡢࡳࡢ⏝ࡣ㝖ࠋࡃ㸧 

㸯 

ಖ⫱ࡢ௦᭰ᡭẁ㛵ୖࠊ࡚ࡋグ௨እࡢሙྜࠋ 㸮  

 

ୡᖏࡢ≧ἣ ഛ⪃ 

ಖㆤ⪅ࡀ㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ㸯㸪㸰⣭࣭ឡࡢᡭᖒ㸦⒪⫱ᡭᖒ㸧࣭⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ⚟♴
ᡭᖒ㸯㸪㸰⣭ࡘ୍ࡢヱᙜࡿࡍሙྜࠋཪྠࢀࡑࡣ⛬ᗘࡢ㞀ᐖࡿ࠶ࡀㄆࢀࡽࡵ
 ࠋሙྜࡢ⪅㞀ᐖࡿ

㸳 ඖࡢࢡࣥࣛࡢ㢮ᆺࠕࡀ㞀ᐖࠖ௨
እࡳࡢࡁࡢຍⅬࠋࡍࡲࡋ㞀ᐖ
⪅ᡭᖒ➼ド᫂㈨ᩱࡿ࠶ࡀሙྜ
㝈ࠋࡍࡲࡾ 

ಖㆤ⪅ࡀ㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ㸱⣭௨ୗཪࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ⚟♴ᡭᖒ㸱⣭࡛ಖ⫱ⴭࡋ
 ࠋሙྜࡿࡀ㈇ᢸࡃ

㸱 

ಖㆤ⪅ࡀ㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ㸯㸪㸰⣭࣭ឡࡢᡭᖒ㸦⒪⫱ᡭᖒ㸧࣭⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ⚟♴
ᡭᖒ㸯㸪㸰⣭ࡘ୍ࡢヱᙜࡿࡍሙྜࠋཪྠࢀࡑࡣ⛬ᗘࡢ㞀ᐖࡿ࠶ࡀㄆࢀࡽࡵ
 ࠋሙྜࡢ⪅㞀ᐖࡿ

㸱 ඖࡢࢡࣥࣛࡢ㢮ᆺࠕࡀ㞀ᐖࠖࡢ
㞀ᐖ⪅ᡭࠋࡍࡲࡋຍⅬࡳࡢࡁ
ᖒ➼ド᫂㈨ᩱࡿ࠶ࡀሙྜ㝈ࡾ
 ࠋࡍࡲ

ಖㆤ⪅ࡀ㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ㸱⣭௨ୗཪࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ⚟♴ᡭᖒ㸱⣭࡛ಖ⫱ⴭࡋ
 ࠋሙྜࡿࡀ㈇ᢸࡃ

㸰 

ྠᒃࡢぶ᪘ෆ㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ㸱⣭௨ୖ࣭ឡࡢᡭᖒ㸦⒪⫱ᡭᖒ㸧࣭⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ
⚟♴ᡭᖒࢆᣢ࡚࠸ࡀ⪅ࡿ࠸࡚ࡗ᪥ᖖⓗㆤࡿ࠸࡚ࡋሙྜࠋ�ᙜヱඣ❺ཪࡣಖ
ㆤ⪅ࡢࡽࢀࡇࡀᡭᖒࢆᣢࡿ࠸࡚ࡗሙྜࡣ㝖ࠋࡃ� ཪྠࠊࡣᒃࡢぶ᪘ෆせㆤ㸯
௨ୖࡢㄆᐃ⪅࡚࠸ࡀ᪥ᖖⓗㆤࡿ࠸࡚ࡋሙྜࠋ�ᅾᏯㆤ㝈ࠋࡿ� 

㸰 
ඖࡢࢡࣥࣛࡢ㢮ᆺࠕࡀぶ᪘ࡢ
ㆤࠖࡣࡁࡢຍⅬࠋࢇࡏࡲࡋ   
㞀ᐖ⪅ᡭᖒࡸㆤಖ㝤ド➼ド᫂
㈨ᩱࡿ࠶ࡀሙྜ㝈ࠋࡍࡲࡾ 

ูᒃࡢぶ᪘ෆ㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ㸱⣭௨ୖ࣭ឡࡢᡭᖒ㸦⒪⫱ᡭᖒ㸧࣭⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ
⚟♴ᡭᖒࢆᣢ࡚࠸ࡀ⪅ࡿ࠸࡚ࡗ᪥ᖖⓗㆤࡿ࠸࡚ࡋሙྜࠋ�ᙜヱඣ❺ཪࡣಖ
ㆤ⪅ࡢࡽࢀࡇࡀᡭᖒࢆᣢࡿ࠸࡚ࡗሙྜࡣ㝖ࠋࡃ�  ཪูࠊࡣᒃࡢぶ᪘ෆせㆤ
㸯௨ୖࡢㄆᐃ⪅࡚࠸ࡀ᪥ᖖⓗㆤࡿ࠸࡚ࡋሙྜࠋ�ᅾᏯㆤ㝈ࠋࡿ� 

㸯 

⥅⥆ⓗ࡞ධ㝔➼ࠊ་⒪ࢆᚲせࡢ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࡿ࠸࡚ࡋㆤࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ㸦タ
ධᡤࠊ㏻ᡤ࣭㏻Ꮫࡢࡁῧࡣ࡚࠸ࡘ࠸㝖ࠋࡃ㸧 

㸱 
ඖࡢࢡࣥࣛࡢ㢮ᆺࠕࡀぶ᪘ࡢ
ㆤࠖࡳࡢࡁࡢຍⅬࠋࡍࡲࡋ 

㏻ಙไᏛࠊ㏻ಙᩍ⫱ࡢᏛ⏕࡛ࠋࡿ࠶ 㸫㸯   
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12 利用者負担額等について 
፭ᎬଭႩ1Ӻଈからの幼児教育・保育のኅൌँにより、保育所等を利用する２号認定（Īఄ児Ĭఄ

児クȔǤ）のおさんと、Ī号認定（ħఄ児２ఄ児クȔǤ）で౦ኁฯᅋडฯฌのおさんの利用

料はኅ料となっています。ただし、ኅൌँにᄔい、これまで利用料にまれていた２号認定（Īఄ児

Ĭఄ児クȔǤ）の副食費（おかず・おƹつ等）についてはಲ費ᆟ担となります。 

ÅႩ೭ӽԀӺቮࣅቴተະ当ฌ（౦ኁฯ所ၜ割ॽӿԁӶԁӺӺࡒࣅ下（Ƨとりැฌ等にりԁԁӶ1ӺӺࡒࣅ下））のおさんと第

Īࡒவのおさんはಲ費ᆟ担が免除となります。 

ÅĪ号認定（ħఄ児２ఄ児クȔǤ）の副食費（おかず・おƹつ等）は利用料にまれています。 

�Ĩ� 利用ፍおƽƨᆱඳᅉኘൊの対象のଂ定方ሓ 

Ǎ ĩ認定�ĪఄಋĬఄಋǚラǤ� 

     おさんのฌのඡੳ（౦ኁฯॽ・きƼうだい区ᇀ）ƹ利用౮็にらず利用料はħࣅとな

ります。副食費免除の対ඉÅᄕ定は給付認定保୦者とそのვલ者の౦ኁฯ所ၜ割ॽときƼうだ

い区ᇀによってଂ定します。 

Å�副食費免除の対ඉ� 

ภঊ保୦ฌ、౦ኁฯᅋडฯฌ、౦ኁฯ所ၜ割ॽӿԁӶԁӺӺࡒࣅ下（Ƨとりැฌ等に

りԁԁӶ1ӺӺࡒࣅ下）のฌ（ᆟ担区ᇀĸĻī、ļħļĬ）、第Īࡒவのおさん 

Ǐ Ī認定�ħఄಋĩఄಋǚラǤ� 

利用料は、給付認定保୦者とそのვલ者の౦ኁฯ所ၜ割ॽによりଂ定される「ᆟ担区ᇀॎພ

（ĸĻӼԁ）」、「利用ಐ区ᇀ（ᅮമಐ・༽ಐ）」、「きƼうだい区ᇀ（第ĨĪ）」によ

ってଂ定します。利用料についてはԟӼԁ¢፭Ꭼ２Ⴉဗࣧᆃ౦ども・育て౫࣍新ฑဗ 利用

料（保育料）（ଈॽ）£をౄணにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定ৼと対ࣤする౦ኁฯ 
 

፭ᎬĪႩ        ፭ᎬīႩ 

㕴ଈ 㕵ଈ 㕶ଈ 㕷ଈ 㕸ଈ 㕹ଈ 1Ӻ ଈ 11 ଈ 1Ӽ ଈ 㕱ଈ 㕲ଈ 㕳ଈ 

「፭Ꭼ２Ⴉဗ」౦ኁฯ 

（ᇓถ ӽ1 ႩĨଈĨ日፭ᎬଭႩ 1Ӽ ଈ ӽ1 日までの所ၜ） 

「፭ᎬĪႩဗ」౦ኁฯ 

（፭Ꭼ２Ⴉ㕱ଈ㕱႘㕱㕲ଈ㕳㕱႘までの所ၜ） 

・ॆ॒に੍ഉしており౦ኁฯගሇがないሑは、ॆ॒勤務ৼཨの所ၜॽ等を、౦ኁฯະ当ॽとして
算定し利用料のଂ定およƨ副食費免除の対ඉをᄕ定します。また、౦ኁฯගሇがある場合でも、
ே॒೭入がある場合は、ே内॒の೭入を合算のうえ利用料のଂ定およƨ副食費免除の対ඉをᄕ定
します。 

・౦ኁฯがቴ申ெのሑƹ、確認するためのੑආಃ料の࿓ഞがない場合、ஸॎພ（ԎӼԁ）となり
ます。 

・ႩဗのထཨでĪఄのངภ日をえ、Ī号認定から２号認定にᇥஏとなった場合でも、そのႩဗቨ
まではĪ号認定の利用料となります。 

・ଈထཨで保育所等を༄園する場合は、ఓฺ日数にࣤƍた日割計算による利用料となります。 

・延長保育料は利用料にまれません。そのಲ費ᆟ担等がかかる場合があります。各ᆟ担ॽ等に
ついては、あらかƍめ保育所等によく確認してください。 

・ฌのᆟ担能にེしいᇥँがภƍ、利用料の౫ᆻがႍとなる等、ࡴ定の条ଉをተたす場合に
は費用ᆟ担をଲすることがあります。（育児休業ƹಛୂဒ合༄ධ、ධ等はଲの対ඉにはな
りません。） 

ಈஶ 
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�ĩ� ጦዿፍſƽƨᆱඳᅉኘൊƣඉᄕ࿊ƠዿŹǀ౦ኁฯॽ 

   利用ፍおよƨᆱඳᅉኘ除のඉ判定における「౦ኁฯ所ၜॽ」は、ฯॽ控除のうƖ住༔ೊ入ઞ

等ၟᇠ控除等Åの用を受ける前の「所ၜআॽ」を用います。そのため、౦ኁฯॽとしての所ၜ

আॽと、利用ፍおよƨᆱඳᅉኘ除のඉ判定に用いる所ၜআॽがࡣなる場合があります。 

ᇓถӽӺ年度よりဒၗᆒଡからท፭౪定ဒ౦ƭฯଳࡤඥが行われ、౦ኁฯのฯጴが６²から

į²に変ஏとなりましたが、利用ፍおよƨᆱඳᅉኘ除のඉの్定では、ഌのฯጴ（６²）を

用いて૱్します（ଽࣴ౦はၤಛ減ฯによるഌのฯጴ（ӿӸԁ²）を用いて૱్します）。 

なお、ᆙሀ（Ƨとりැ世帯の場合、ᆙまたはሀ）の౦ኁฯがᅋ課ฯであり、かつ月೭の合૱が

ภঊ保୦基準にተたない場合、၍੍のᆔጊਟ務ೄ（ຊᆙሀ等）のうƖ、౦ኁฯが高い方のฯॽを

ᆙሀのฯॽに合్して૱్します。 

 

Å 住༔ೊ入ઞ等ၟᇠฯॽ控除、ვဴ控除、৳付ઞฯॽ控除、॒ேฯॽ控除、ვဴআॽまたはখ

ಠ等ඥဍ所ၜআॽの控除およƨვဴ控除 

üጦዿፍſƽƨᆱඳᅉኘൊƣඉᄕ࿊ƠዿŹǀ౦ኁฯॽƣ૱్ಠý 

（合૱所ၜઞॽӡຳസၜઞॽ့Ӣ所ၜ控除）�౦ኁฯጴ６²調整控除ॽ所ၜআの調整ຂམのॽ 

�Ī� ƂƼŻƕŹતᇀ�༌ĨĪ�ƣǖǑȞǳሑሓ 

きょうだい区ᇀは、౦ኁฯ所ၜআॽ（ᆟ༶区ᇀ）にࣤƍたऀࡒの範囲内で、年፼の高い順に第

１３
第３ࡒவは第３�と数えます。 

なお、おさんが保育所等॒ࡒの減のඉの౮็・事を利用するまたは利用をやめ

る、出・入する等、状況に変ஏがある場合には、ၫ出等が必ጅな場合があります。 

 

౦ኁฯസၜআॽg57,700ऀࡒࣅ�ƧƝƿැฌ့Ơƿ77,100ऀࡒࣅ� 

�ᆟ༶તᇀgĸĻībļħļĬ� 

保୦ೄとภ૱が၍ࡴの等Åであれば、年፼、利用している౮็・事にわらずǖǑンǳ

ඉとなり、年፼の高いきょうだいから順に数えます。 

Å ᇠ੍でもภঊᅉをຽઞしている等、ฯሓ上のᆔጊැ໖となる（ถ人含Ƶ）はඉとなります。 

また、ภ૱が၍ࡴであることを確認する書፬等の࿓出が必ጅな場合があります。 

    

౦ኁฯസၜআॽg57,70１ࡒࣅඑ�ƧƝƿැฌ့Ơƿ77,10１ࡒࣅඑ� 

�ᆟ༶તᇀgĻĬĻ27� 

ၟ定の౮็・事Åを利用する就ॺ前児ၔをǖǑンǳඉとし、年፼の高いきょうだいから順

に数えます。 

Å のᅳのとおり、२౮็・事により、きょうだい児減ၫ出書およƨ在ฺ等ආነ書の࿓出

が必ጅな場合があります。 

ၟ定の౮็・事 ၫ出書の࿓出 

ዲབྷ園
Å�、認定こども園、認可保育所、൚ਊኟ保育事、家庭保育事、 

事所内保育事 
ᆊጅ 

ࣧᆃ保育ಬ、児ၔጫಓፑ౮็通所ᆪ、児ၔᄇ༥支援およƨፑ児ၔᄇ༥支援、

੍༔ሞኴ児ၔᄇ༥支援、ၟᇠ支援ॺዲབྷᆪ、৫၏保育事 
必ጅ 

Å ॺൃถ園を利用中で、利用౮็ၫ出書を࿓出していないおさんはきょうだい児減ၫ

出書およƨ在ฺ等ආነ書の࿓出が必ጅです。 
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12 利用者負担額等について 
፭ᎬଭႩ1Ӻଈからの幼児教育・保育のኅൌँにより、保育所等を利用する２号認定（Īఄ児Ĭఄ

児クȔǤ）のおさんと、Ī号認定（ħఄ児２ఄ児クȔǤ）で౦ኁฯᅋडฯฌのおさんの利用

料はኅ料となっています。ただし、ኅൌँにᄔい、これまで利用料にまれていた２号認定（Īఄ児

Ĭఄ児クȔǤ）の副食費（おかず・おƹつ等）についてはಲ費ᆟ担となります。 

ÅႩ೭ӽԀӺቮࣅቴተະ当ฌ（౦ኁฯ所ၜ割ॽӿԁӶԁӺӺࡒࣅ下（Ƨとりැฌ等にりԁԁӶ1ӺӺࡒࣅ下））のおさんと第

Īࡒவのおさんはಲ費ᆟ担が免除となります。 

ÅĪ号認定（ħఄ児２ఄ児クȔǤ）の副食費（おかず・おƹつ等）は利用料にまれています。 

�Ĩ� 利用ፍおƽƨᆱඳᅉኘൊの対象のଂ定方ሓ 

Ǎ ĩ認定�ĪఄಋĬఄಋǚラǤ� 

     おさんのฌのඡੳ（౦ኁฯॽ・きƼうだい区ᇀ）ƹ利用౮็にらず利用料はħࣅとな

ります。副食費免除の対ඉÅᄕ定は給付認定保୦者とそのვલ者の౦ኁฯ所ၜ割ॽときƼうだ

い区ᇀによってଂ定します。 

Å�副食費免除の対ඉ� 

ภঊ保୦ฌ、౦ኁฯᅋडฯฌ、౦ኁฯ所ၜ割ॽӿԁӶԁӺӺࡒࣅ下（Ƨとりැฌ等に

りԁԁӶ1ӺӺࡒࣅ下）のฌ（ᆟ担区ᇀĸĻī、ļħļĬ）、第Īࡒவのおさん 

Ǐ Ī認定�ħఄಋĩఄಋǚラǤ� 

利用料は、給付認定保୦者とそのვલ者の౦ኁฯ所ၜ割ॽによりଂ定される「ᆟ担区ᇀॎພ

（ĸĻӼԁ）」、「利用ಐ区ᇀ（ᅮമಐ・༽ಐ）」、「きƼうだい区ᇀ（第ĨĪ）」によ

ってଂ定します。利用料についてはԟӼԁ¢፭Ꭼ２Ⴉဗࣧᆃ౦ども・育て౫࣍新ฑဗ 利用

料（保育料）（ଈॽ）£をౄணにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定ৼと対ࣤする౦ኁฯ 
 

፭ᎬĪႩ        ፭ᎬīႩ 

㕴ଈ 㕵ଈ 㕶ଈ 㕷ଈ 㕸ଈ 㕹ଈ 1Ӻ ଈ 11 ଈ 1Ӽ ଈ 㕱ଈ 㕲ଈ 㕳ଈ 

「፭Ꭼ２Ⴉဗ」౦ኁฯ 

（ᇓถ ӽ1 ႩĨଈĨ日፭ᎬଭႩ 1Ӽ ଈ ӽ1 日までの所ၜ） 

「፭ᎬĪႩဗ」౦ኁฯ 

（፭Ꭼ２Ⴉ㕱ଈ㕱႘㕱㕲ଈ㕳㕱႘までの所ၜ） 

・ॆ॒に੍ഉしており౦ኁฯගሇがないሑは、ॆ॒勤務ৼཨの所ၜॽ等を、౦ኁฯະ当ॽとして
算定し利用料のଂ定およƨ副食費免除の対ඉをᄕ定します。また、౦ኁฯගሇがある場合でも、
ே॒೭入がある場合は、ே内॒の೭入を合算のうえ利用料のଂ定およƨ副食費免除の対ඉをᄕ定
します。 

・౦ኁฯがቴ申ெのሑƹ、確認するためのੑආಃ料の࿓ഞがない場合、ஸॎພ（ԎӼԁ）となり
ます。 

・ႩဗのထཨでĪఄのངภ日をえ、Ī号認定から２号認定にᇥஏとなった場合でも、そのႩဗቨ
まではĪ号認定の利用料となります。 

・ଈထཨで保育所等を༄園する場合は、ఓฺ日数にࣤƍた日割計算による利用料となります。 

・延長保育料は利用料にまれません。そのಲ費ᆟ担等がかかる場合があります。各ᆟ担ॽ等に
ついては、あらかƍめ保育所等によく確認してください。 

・ฌのᆟ担能にེしいᇥँがภƍ、利用料の౫ᆻがႍとなる等、ࡴ定の条ଉをተたす場合に
は費用ᆟ担をଲすることがあります。（育児休業ƹಛୂဒ合༄ධ、ධ等はଲの対ඉにはな
りません。） 

ಈஶ 
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�ī� ƧƝƿැฌ等にड़ဴƎる場合の利用ፍଲ�ᆟ༶તᇀĺĻĬƁ対象� 

Ƨとりැฌ等にड़当する場合はᆟ担区ᇀが「ĺÇļħ」、「ĻĨĻĬÇļĨļĬ」となりま

す。 

Ƨとりැฌ等とは、ვલ者のኅい者でおさんをᆔጊする者のฌ（ሀ、ᆙฌ等）、ි

ඏ॔者手ྂ・の手 （ྂፑ育手ྂ）・ย්ඏ॔者保ଌᆵ手ྂの୪付をƆた者をዛするฌ（い

ずれもఓ༔の場合にる）、特ᇠ児ၔᆔጊ手当の౫給対ඉ児ၔ・ேኁႩ金のඏ॔ৰຉႩ金等の給

者をዛするฌ（いずれもఓ༔の場合にる）を౪します。 

 

�Ĭ� ౫ᆻ方ሓ 

利用する౮็・ಈ業により、౫ᆻ先・౫ᆻሑ法が異なります。 

౮็・ಈ業 ౫ᆻ先 ౫ᆻሑ法 

認可保育所 

ጵ ࣧᆃ౦ ମ໋として୵௶ව 

୰ጵ 
保育所のある 

౦区ྎ 

ࣧᆃ౦の保育所はମ໋として୵௶ව 



ࣧᆃ౦॒ࡒの保育所を利用される場合は、  

当ड़౦区ྎへお問い合わせください。 � 

その（൚ਊኟ保育ಈ業等） ౮็・ಈ業の็མ者 
各౮็・ಈ業が定めるሑ法によりお౫ᆻく

ださい。 

Å認ई保育所を利用される方へ 

µ ୵௶වの申込ƴは、おさんおĨにつき申込書Ĩを金ዩへ࿓ഞしてください。ဎᎩがরፇするまで

は、ࣧᆃ౦からおຽりするႶ付書により利用料をお౫ᆻいください。 

µ ୵௶වは、ቚଈӼԂ日に行います。（金ዩ休業日の場合はጐࢪ業日） 

µ ౫ᆻሑ法にかかわらず、各ଈቨのႶৼまでに利用料のႶ付がないときは、ၠ້ඡƹ௹ெ書のຽ付のほか、延

金の྇೭、ఖౌの調௮（金ዩƹ勤め先への൴व等）ƹ௭ࣥえ等のႶശᇀを行うことがあります。 

µ ୵௶ࢂきጜとしがౖஸ不໑等によりできなかった場合、ጐଈにၠ້ඡをຽ付します。ၠ້ඡでお౫ᆻいくださ

い。 

 

�ĭ� ࢁのないƧƝƿැऌに対Ǝるऍᆎ�ᆍ�ൊのƴなƌ用について 

ऍᆎ（ᆍ）除のƴなし用は、申請により、ऍᆎ（ᆍ）除をƆられた場合に算ഞされる

౦ኁฯॽ（ᆟ担区ᇀ）を算定します。その結果、利用料のଲƹ副食費が免除となる場合があり

ます。 

対ඉは、ଵੳ日（所ၜを計算するႩの1Ӽଈӽ1日）およƨ申請日ಐにおいて、ሀまたはᆙが

これまでࡴဗもࢁしたことがないƧとりැで、ののฯ法එのᆔጊでないภ計を၍ƍくする

ӼӺఄቴተのどもがいるሑです。ᆙの場合、さらに合計所ၜ金ॽӿӺӺቮࡒࣅ下などࡴ定の要ଉ

をተたす必要があります。 

なお、፭ᎬĪႩဗᇀの౦ኁฯからは、ࢁのないƧとりැऌについて、ऍᆎ（ᆍ）除が

用されます。そのため、፭ᎬĪႩİଈࡒவの利用料のଲƹ副食費については、ƴなしऍᆎ

（ᆍ）除の申請をしていただく必要はありません。 

 Ⴉ ଵੳ႘ ౦ኁฯडฯႩဗ్֘૱בዿ֭ৼ സၜ֖֩־

፭Ꭼ㕲Ⴉ㕹ଈ፭Ꭼ㕳Ⴉ㕸ଈᇀ ᇓถӽ㕱Ⴉӡ፭ᎬଭႩӢ ፭ᎬଭႩ1Ӽଈӽ1႘ ፭Ꭼ㕲Ⴉဗ 

Å おさんがଵੳ日ଢ଼にภまれたሑは対ඉ॒です。ħఄ、Ĩఄのሑはしてください。 

Å ࢁၫはなくଵにಈಲඑのࢁと၍ዻのಈගにあるሑ、ฯ法එのऍᆎ
ᆍ�除をƆているሑ、 

ภঊ保୦給者、ᅋडฯのሑ、౦॒ఓഉのሑなどは対ඉ॒です。 

Å ऍᆎ（ᆍ）除のƴなし用は、申請の利用料はさかのƱって用しません。 

 

�Į� ภঊ保୦ฌに対Ǝるᇸ໑給付事業について 

利用料ƹ副食費॒ࡒに、ࣙ໑༉ƹฑᆴ༉等、ᇠထಲ費ະ当ᇀを保୦者にᆟ担していただきま

す。その費用について、ࡴᆪの費用を౦がᆟ担します。౮็・ಈ業が費用を྇೭するに྇

೭すƮきॽから、౦がᆟ担するॽを௭しࢂいたॽを保୦者にᆟ担していただきます。౮็・ಈ業

によって費用のかかるものが異なりますの֦Ւඈ֖֎֮ጦዿ֘౮็Քಈ֪ະཎ֖֥֎֟֔փՓ 
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標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

6,700 6,500 2,300 2,200 4,000 3,900 1,600 1,500
D1 8,200 8,000 2,900 2,800 5,100 5,000 2,100 2,000
D2 10,000 9,800 3,500 3,400 6,300 6,100 2,500 2,400
D3 12,500 12,200 4,400 4,300 8,600 8,400 3,400 3,300
D4 14,500 14,200 5,100 5,000 10,800 10,600 4,300 4,200
D5 16,500 16,200 5,800 5,700 13,100 12,800 5,100 5,000
D6 20,400 20,000 7,100 6,900 19,000 18,600 7,100 6,900
D7 25,000 24,500 8,800 8,600 21,900 21,500 8,800 8,600
D8 29,000 28,500 10,200 10,000 26,900 26,400 10,100 9,900
D9 34,000 33,400 11,900 11,600 31,100 30,500 11,900 11,600
D10 38,000 37,300 13,300 13,000 35,000 34,400 13,300 13,000
D11 41,500 40,700 14,500 14,200 38,100 37,400 14,500 14,200
D12 44,500 43,700 15,600 15,300 41,000 40,300 15,600 15,300
D13 47,500 46,600 21,400 21,000 43,800 43,000 21,400 21,000
D14 50,200 49,300 22,600 22,200 46,200 45,400 22,600 22,200
D15 53,000 52,000 23,900 23,400 48,800 47,900 23,900 23,400
D16 55,000 54,000 24,800 24,300 50,600 49,700 24,800 24,300
D17 57,000 56,000 25,700 25,200 52,200 51,300 25,700 25,200
D18 58,000 57,000 26,800 26,300 53,600 52,600 26,800 26,300
D19 59,000 57,900 27,900 27,400 55,000 54,000 27,500 27,000
D20 60,000 58,900 29,000 28,500 55,300 54,300 27,700 27,200
D21 61,000 59,900 30,100 29,500 55,600 54,600 27,800 27,300
D22 64,500 63,400 33,100 32,500 55,900 54,900 28,000 27,500
D23 68,000 66,800 36,200 35,500 56,300 55,300 28,200 27,700
D24 71,500 70,200 39,300 38,600 56,700 55,700 28,400 27,900
D25 73,600 72,300 39,700 39,000 57,200 56,200 28,600 28,100
D26 75,600 74,300 40,000 39,300 57,700 56,700 28,900 28,400
D27 77,500 76,100 42,600 41,800 58,100 57,200 29,100 28,600
E０ 2,300 2,200 0 0 1,600 1,500 0 0
E１ 2,900 2,800 0 0 2,100 2,000 0 0
E２ 3,200 3,100 0 0 2,500 2,400 0 0
E３ 3,200 3,100 0 0 2,800 2,700 0 0
E４ 3,200 3,100 0 0 2,800 2,700 0 0
E５ 3,200 3,100 0 0 2,800 2,700 0 0

27

（単位：円）

認定区分 １号認定 ２号認定（３歳児クラス～）

対象施設・事業 認定こども園（教育利用）・幼稚園 認定こども園（保育利用）・認可保育所

A 生活保護世帯

負担額 0 0

負担
区分

認定区分 3号認定（０～２歳児クラス）

対象施設・事業 認定こども園（保育利用）、認可保育所 小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事
業、新制度対象の事業所内保育事業

きょうだい区分 第１子※ 第２子※ 第１子※ 第２子※
利用時間区分

169,001 円以上 ～ 174,900 円以下

B 市民税非課税
C 市民税均等割のみ

市
民
税
所
得
割
額
※

市民税所得割課税額　10,000円以下
 10,001 円以上 ～  48,600 円以下
 48,601 円以上 ～  50,400 円以下
 50,401 円以上 ～  57,700 円以下
 57,701 円以上 ～  77,100 円以下
 77,101 円以上 ～  97,000 円以下
 97,001 円以上 ～ 102,600 円以下
102,601 円以上 ～ 120,600 円以下
120,601 円以上 ～ 138,600 円以下
138,601 円以上 ～ 169,000 円以下

291,701 円以上 ～ 301,000 円以下
301,001 円以上 ～ 309,700 円以下
309,701 円以上 ～ 335,800 円以下

174,901 円以上 ～ 192,900 円以下
192,901 円以上 ～ 211,200 円以下
211,201 円以上 ～ 228,900 円以下
228,901 円以上 ～ 246,700 円以下
246,701 円以上 ～ 255,700 円以下
255,701 円以上 ～ 264,700 円以下

Ｄ５階層でひとり親世帯等
※きょうだい区分のカウント方法はP25を確認してください。「第３子」以降のお子さんの利用料は無料となります。
※利用料は、市民税の税額控除前所得割額（調整控除後）を基に算定します。市民税が未申告の方等は、最高階層（Ｄ27）となります。
※政令指定都市の場合、平成30年度より市民税額の税率が６％から８％へ変更となりましたが、利用料における市民税所得割課税額は６％の税率を用いて算出しています。（名古屋
市は独自減税による5.7％の税率を用いて算出しています。）
※月の途中に利用開始または利用を止めた方は、在籍日数に応じた利用料（10円未満は切り捨て）になります。
≪３号認定：その月の利用料＝利用料（月額）×在籍日数（日曜、祝日を除く・25日を超える場合は25日）÷25≫
※Ｅ０～E５階層における「ひとり親世帯等」とは、ひとり親世帯（同居親族がいる場合など対象外となることがあります）、身体障害者手帳・愛の手帳（療育手帳）・精神障害者保
健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯（いずれも在宅の場合に限る）、特別児童扶養手当の支給対象児童・国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯（いずれも在宅の場合
に限る）を指します。「ひとり親世帯等」に該当すると認められた場合、C階層、D１～D5階層はE０～E５階層になります。

令和２年度横浜市子ども・子育て支援新制度利用料（保育料）（月額）

335,801 円以上 ～ 361,300 円以下
361,301 円以上 ～ 387,700 円以下
387,701 円以上 ～ 397,000 円以下
397,001 円以上

ひ
と
り
親
世
帯
等

市民税均等割のみでひとり親世帯等
Ｄ１階層でひとり親世帯等
Ｄ２階層でひとり親世帯等
Ｄ３階層でひとり親世帯等
Ｄ４階層でひとり親世帯等

264,701 円以上 ～ 273,700 円以下
273,701 円以上 ～ 282,700 円以下
282,701 円以上 ～ 291,700 円以下

※満3歳に達する日以後の最初の3月31日まで

※満3歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から

参参 考考
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13 こんなときは必ず申請してください 
 

転職や退職、勤務時間の変更、育児休業の取得、その他生活の状況に変更があった際には、下

の表に定める書類を提出し、給付認定保護者が申請・届出を行ってください。 

利用状況 提出先 申請締切 

・利用中の方 

・利用が決まった方 

保育所等のある区の 

区役所こども家庭支援課 

給付認定等の変更を必要とする 

開始月の前月まで 

・利用（転園含む）申請中の方 

・保留中の方 

お住まいの区の 

区役所こども家庭支援課 
申請締切日（Ｐ9～11）まで 

 
 

月の途中で認定区分や保育必要量（保育標準時間／保育短時間）の変更があった場合、新しい認

定区分、保育必要量の適用は、原則翌月１日からとなります。そのため、その月については変更前

の認定区分、保育必要量、利用料が適用となります。 

主な変更の内容 

提出書類 

認定変更

申請書 
その他必要な書類 

横浜市外に転居する 

※ 横浜市外に転居後も横浜市内の保育所等の利用を継続した

い場合は、保育所等のある区の区役所こども家庭支援課にご

相談ください。（P33(3)） 

- 

認定取消申請書 

※保育所等を利用している場合には、 
利用取消申請書も提出してください。 

横浜市内で転居した 

○  
世帯構成に変化があった 

（離婚、結婚、同居家族の増減、単身赴任等） 

仕事をやめた（求職中になった） 

就労状況が変わった 
（勤務時間、通勤時間、夜勤、単身赴任の有無が変わった、 

仕事を始めた、仕事が変わった など） 

○ 就労（予定）証明書 

保育標準時間／保育短時間を変更したい ○ 就労（予定）証明書 等 

産前産後休業（出産事由の認定期間（P4 の※１））

に入る 
○ 

母子健康手帳のコピー 

表紙と分娩（出産）予定日が確認でき

るページ 

育児休業が終了し

仕事に復帰する 

利用中の方・利用が決まった方 ○ 復職証明書 

※ 復職証明書は

復職後に記載

し、復職後２週

間以内に提出し

てください。 
 

利用申請中（保留含む）の方 ○ 就労（予定）証明書 

転園申請中（保留含む）の方 ○ 
復職証明書 

就労（予定）証明書 

育児休業を取得した場合に、すでに保育所等を利用

しているお子さんの利用を継続したいとき 
（次ページ下部コラム参照） 

○ 
育児休業証明書 

園長意見書 

 
 

29 

主な変更の内容 

提出書類 

認定変更

申請書 
その他必要な書類 

横浜市外に居住していた方

で、その市区町村で課税され

た市民税額に変更があった 

（課税年度が変わった場合を含む） 

利用中の方・利用が

決まった方 
○  

利用（転園含む）申請
中の方・保留中の方 

○ 

当該市区町村が発行する住民税

（非）課税証明書 

※例えば、令和３年１月１日に横浜市に

住民登録がなく、利用開始希望月が令

和３年４月～８月の方が、８月利用開

始の利用調整で内定しなかった場合

は、令和３年度住民税（非）課税証明

書の提出が必要です。 

同じ世帯の方が身体障害者手帳・愛の手帳（療育手

帳）・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合 
（在宅の方のみ） 

○ 手帳のコピー 

お子さんが多子軽減の対象の施

設・事業を利用するまたは利用を

やめる 

※ 対象の施設・事業は P25（3）を確認

してください。 

利用する - 
きょうだい児多子軽減届出書 

在籍等証明書 

利用をやめる ○  

利用申請の必要がなくなった（申請をやめたい） 

（P12（３）） 
- 

利用申請取下書兼利用申請内容変

更届出書 

利用申請の内容を変更したい 

希望園を一部取下げたい（P12（３）） 
- 

利用申請取下書兼利用申請内容変

更届出書 

保育所等の利用をやめる（Ｐ33（４）） - 利用取消申請書 

給付認定の必要がなくなった - 認定取消申請書 

転園したい（P33（２）） - 新規に申請される方と同様です。 

その他家庭の状況に変化があった ○ 変更内容が分かる資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜コラム＞ 保護者が育児休業を取得した場合における、保育所等の利用継続について 

在園児以外の子（第２子等）の育児休業中は、ご家庭で保育が可能ですので、原則として保育所等の利用はできま

せん。ただし、次のような保護者の諸事情及び児童福祉の観点を総合的に勘案したうえで、育児休業期間中において

同一保育所等での利用継続を認めています。 

１ 保護者の諸事情による場合 

母親の産後の状態、出産した同居家族の健康状態について勘案し、保育の必要性の事由を変更することにより、

利用継続を認めることができる場合があります。 

２ 児童福祉の観点による場合 

（１） 保護者の育児休業開始日において、次年度に就学を控えている５歳児クラスの児童（いわゆる年長組）に

ついては、育児休業期間中の利用継続を認めます。 

（２） 保護者の健康状態やその子どもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合など、児童福祉の観

点から当該施設・事業を引き続き利用することが適当と認められる場合において、育児休業期間中の利用継続を認

めます。 

３ 利用継続できる期間  

育児休業が終了する日が属する月の末日まで 

28
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13 こんなときは必ず申請してください 
 

転職や退職、勤務時間の変更、育児休業の取得、その他生活の状況に変更があった際には、下

の表に定める書類を提出し、給付認定保護者が申請・届出を行ってください。 

利用状況 提出先 申請締切 

・利用中の方 

・利用が決まった方 

保育所等のある区の 

区役所こども家庭支援課 

給付認定等の変更を必要とする 

開始月の前月まで 

・利用（転園含む）申請中の方 

・保留中の方 

お住まいの区の 

区役所こども家庭支援課 
申請締切日（Ｐ9～11）まで 

 
 

月の途中で認定区分や保育必要量（保育標準時間／保育短時間）の変更があった場合、新しい認

定区分、保育必要量の適用は、原則翌月１日からとなります。そのため、その月については変更前

の認定区分、保育必要量、利用料が適用となります。 

主な変更の内容 

提出書類 

認定変更

申請書 
その他必要な書類 

横浜市外に転居する 

※ 横浜市外に転居後も横浜市内の保育所等の利用を継続した

い場合は、保育所等のある区の区役所こども家庭支援課にご

相談ください。（P33(3)） 

- 

認定取消申請書 

※保育所等を利用している場合には、 
利用取消申請書も提出してください。 

横浜市内で転居した 

○  
世帯構成に変化があった 

（離婚、結婚、同居家族の増減、単身赴任等） 

仕事をやめた（求職中になった） 

就労状況が変わった 
（勤務時間、通勤時間、夜勤、単身赴任の有無が変わった、 

仕事を始めた、仕事が変わった など） 

○ 就労（予定）証明書 

保育標準時間／保育短時間を変更したい ○ 就労（予定）証明書 等 

産前産後休業（出産事由の認定期間（P4 の※１））

に入る 
○ 

母子健康手帳のコピー 

表紙と分娩（出産）予定日が確認でき

るページ 

育児休業が終了し

仕事に復帰する 

利用中の方・利用が決まった方 ○ 復職証明書 

※ 復職証明書は

復職後に記載

し、復職後２週

間以内に提出し

てください。 
 

利用申請中（保留含む）の方 ○ 就労（予定）証明書 

転園申請中（保留含む）の方 ○ 
復職証明書 

就労（予定）証明書 

育児休業を取得した場合に、すでに保育所等を利用

しているお子さんの利用を継続したいとき 
（次ページ下部コラム参照） 

○ 
育児休業証明書 

園長意見書 
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主な変更の内容 

提出書類 

認定変更

申請書 
その他必要な書類 

横浜市外に居住していた方

で、その市区町村で課税され

た市民税額に変更があった 

（課税年度が変わった場合を含む） 

利用中の方・利用が

決まった方 
○  

利用（転園含む）申請
中の方・保留中の方 

○ 

当該市区町村が発行する住民税

（非）課税証明書 

※例えば、令和３年１月１日に横浜市に

住民登録がなく、利用開始希望月が令

和３年４月～８月の方が、８月利用開

始の利用調整で内定しなかった場合

は、令和３年度住民税（非）課税証明

書の提出が必要です。 

同じ世帯の方が身体障害者手帳・愛の手帳（療育手

帳）・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合 
（在宅の方のみ） 

○ 手帳のコピー 

お子さんが多子軽減の対象の施

設・事業を利用するまたは利用を

やめる 

※ 対象の施設・事業は P25（3）を確認

してください。 

利用する - 
きょうだい児多子軽減届出書 

在籍等証明書 

利用をやめる ○  

利用申請の必要がなくなった（申請をやめたい） 

（P12（３）） 
- 

利用申請取下書兼利用申請内容変

更届出書 

利用申請の内容を変更したい 

希望園を一部取下げたい（P12（３）） 
- 

利用申請取下書兼利用申請内容変

更届出書 

保育所等の利用をやめる（Ｐ33（４）） - 利用取消申請書 

給付認定の必要がなくなった - 認定取消申請書 

転園したい（P33（２）） - 新規に申請される方と同様です。 

その他家庭の状況に変化があった ○ 変更内容が分かる資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜コラム＞ 保護者が育児休業を取得した場合における、保育所等の利用継続について 

在園児以外の子（第２子等）の育児休業中は、ご家庭で保育が可能ですので、原則として保育所等の利用はできま

せん。ただし、次のような保護者の諸事情及び児童福祉の観点を総合的に勘案したうえで、育児休業期間中において

同一保育所等での利用継続を認めています。 

１ 保護者の諸事情による場合 

母親の産後の状態、出産した同居家族の健康状態について勘案し、保育の必要性の事由を変更することにより、

利用継続を認めることができる場合があります。 

２ 児童福祉の観点による場合 

（１） 保護者の育児休業開始日において、次年度に就学を控えている５歳児クラスの児童（いわゆる年長組）に

ついては、育児休業期間中の利用継続を認めます。 

（２） 保護者の健康状態やその子どもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合など、児童福祉の観

点から当該施設・事業を引き続き利用することが適当と認められる場合において、育児休業期間中の利用継続を認

めます。 

３ 利用継続できる期間  

育児休業が終了する日が属する月の末日まで 
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3� 

�� 保育所のཤ༽にؖͤΖ̨ˏ̘ 
 
 

空きのない保育所等も申請できますか？ 

在園児の退園等で空きが出た場合、受入可能数が変動する可能性があります。利用の希望があ

れば申請を行ってください。（申請締切日は、ԟԃӻӻ を確認してください。）なお、利用が決

まった場合に、必ず通うことができる範囲で保育所等を記入するようにしてください。 

 

複数の区の保育所等に利用申請をしたいのですが？ 

利用申請書には他の区の保育所等も含めて希望順位をつけて全て記入してください。なお、給

付認定申請・利用申請はお住まいの区の区役所こども家庭支援課で受け付けます。 

 

第３希望まで利用申請をしましたが、どのように利用調整するのですか？ 

また、１つの保育所等だけの希望の場合、優先されるのでしょうか？ 

利用調整は保育所等ごとに行います。複数の保育所等で利用が可能になった場合には、希望順

位が高い保育所等に利用内定となります。そのため、利用申請書には、希望順位の高い順に、利

用を希望する園を記入してください。調整の際、希望順位はランク判定等に影響しないため、

第１希望の人や１つの保育所等のみの希望の人が有利になることはありません。 

 

基準日時点で仕事をしていて、保育所等を利用する時には出産を控えている場合や

出産後間もない場合、ランクに影響しますか？ 

産前産後認定期間（ԟӾ のÅ１）に利用を希望する場合、基準日が就労事由であっても、利用開

始後に復職しないときは、産前産後ランクとなることがあります。基準日時点と利用開始時点

で世帯の状況が変わる場合は必ずお住まいの区の区役所こども家庭支援課に相談してください。 

 

（年度途中の利用希望の場合）６月からの仕事に内定し、７月からの利用を希望し

ています。ランクはどうなりますか？ 

利用調整におけるランク等の判定を行う基準日は、４月からの利用申請を除き、利用を希望す

る月の前々月の末日となります。７月利用希望の場合、基準日である５月末日には就労の実績

がなかったことになります。そのため、「内定」のランクになります。なお、利用が決まってい

ない方は、᎕Ǉ्ౡƌƛƀƾbಲƁႚƊǁƔ᎕�ያ࿊�ආነിǇྩइƜ࿓ഞƎǀƈƝ

ƜbጦዿྔธƣȔȞǚ့ƁᇥஏƝƟǀƁŷƿƳƎ。 
 

育児短時間勤務をしていますが、ランクはどうなりますか？ 

育児短時間勤務により、勤務時間が短縮されている場合は、短縮前の時間（労働契約上の就労

時間）によりランク判定を行います。ただし、就労日数については、勤務時間を短縮している場

合であっても、育児短時間勤務による日数の減少がない場合、原則として直近の就労実績で判

定します。 

 

 

Q1 

Q3 

Q4

Q2 

Q5 

Q6 
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3� 

�� 保育所のཤ༽にؖͤΖ̨ˏ̘ 
 
 

空きのない保育所等も申請できますか？ 

在園児の退園等で空きが出た場合、受入可能数が変動する可能性があります。利用の希望があ

れば申請を行ってください。（申請締切日は、ԟԃӻӻ を確認してください。）なお、利用が決

まった場合に、必ず通うことができる範囲で保育所等を記入するようにしてください。 

 

複数の区の保育所等に利用申請をしたいのですが？ 

利用申請書には他の区の保育所等も含めて希望順位をつけて全て記入してください。なお、給

付認定申請・利用申請はお住まいの区の区役所こども家庭支援課で受け付けます。 

 

第３希望まで利用申請をしましたが、どのように利用調整するのですか？ 

また、１つの保育所等だけの希望の場合、優先されるのでしょうか？ 

利用調整は保育所等ごとに行います。複数の保育所等で利用が可能になった場合には、希望順

位が高い保育所等に利用内定となります。そのため、利用申請書には、希望順位の高い順に、利

用を希望する園を記入してください。調整の際、希望順位はランク判定等に影響しないため、

第１希望の人や１つの保育所等のみの希望の人が有利になることはありません。 

 

基準日時点で仕事をしていて、保育所等を利用する時には出産を控えている場合や

出産後間もない場合、ランクに影響しますか？ 

産前産後認定期間（ԟӾ のÅ１）に利用を希望する場合、基準日が就労事由であっても、利用開

始後に復職しないときは、産前産後ランクとなることがあります。基準日時点と利用開始時点

で世帯の状況が変わる場合は必ずお住まいの区の区役所こども家庭支援課に相談してください。 

 

（年度途中の利用希望の場合）６月からの仕事に内定し、７月からの利用を希望し

ています。ランクはどうなりますか？ 

利用調整におけるランク等の判定を行う基準日は、４月からの利用申請を除き、利用を希望す

る月の前々月の末日となります。７月利用希望の場合、基準日である５月末日には就労の実績

がなかったことになります。そのため、「内定」のランクになります。なお、利用が決まってい

ない方は、᎕Ǉ्ౡƌƛƀƾbಲƁႚƊǁƔ᎕�ያ࿊�ආነിǇྩइƜ࿓ഞƎǀƈƝ

ƜbጦዿྔธƣȔȞǚ့ƁᇥஏƝƟǀƁŷƿƳƎ。 
 

育児短時間勤務をしていますが、ランクはどうなりますか？ 

育児短時間勤務により、勤務時間が短縮されている場合は、短縮前の時間（労働契約上の就労

時間）によりランク判定を行います。ただし、就労日数については、勤務時間を短縮している場

合であっても、育児短時間勤務による日数の減少がない場合、原則として直近の就労実績で判

定します。 

 

 

Q1 

Q3 

Q4

Q2 

Q5 

Q6 
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幼稚園の入園申込をしながら、保育所等を併願できますか？ 

幼稚園の入園申込をしながら、保育所等を併願することは可能です。その場合、区役所に対し

て給付認定申請（法第 19 条２号認定）と保育所等の利用申請を行うとともに、幼稚園に申請

を行っていただきます。必要な申請については、利用する幼稚園・預かり保育の利用希望によ

って異なりますので、詳しくは各利用案内をご確認ください。また、保育所等を利用すること

になった場合は、幼稚園へ必ず連絡してください。 

なお、幼稚園に通いながら保育所等への利用申請を継続する場合には、法第 19 条２号認定の

ままで幼稚園を利用することができます。（特例給付） 

 

副食費が免除されるにあたってどのような手続きが必要ですか？ 

新たな手続きは不要です。 

なお、副食費の免除については利用料通知書によってお知らせします。 

 

欠席した場合、利用料は日割計算されますか？ 

欠席については、理由・日数にかかわらず日割計算はされません。 

 

利用申請書の「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容で

きるため、利用調整の優先順位が下がってもよい」を選択した場合、利用調整の結

果は保留となりますか？ 

「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、利用調整の優
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育児休業給付金の手続きについて教えてほしい。 
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Q7 

Q8 

Q9 

Q11 

Q10 

＜コラム＞ 保育所等を保留になった場合に、無償化対象施設・事業の利用を検討されている方へ 

「無償化対象施設・事業の利用における給付認定の手続きについて」 

無償化対象施設・事業（認可外保育施設等や、幼稚園等の預かり保育などをいう。以下「無償化対象施設」）を

利用し、無償化の給付を受けるためには、保育所等の利用申請時の認定とは別の認定（法第 30 条の４ ２号／３

号認定）が必要です。手続きの詳細は、お住まいの区の区役所こども家庭支援課にご相談ください。 
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17 利用開始後の確認事項 
 

（１）  現況届出書について 

保育所等を利用している方は、保育の必要性が継続していることを、毎年、横浜市に届け

出る必要があります。書類の提出がない場合や保育の必要性を確認できない場合、保育所等

の利用ができなくなることがあります。現況届出書や就労（予定）証明書等、必要な書類を

必ず提出してください。 

※詳細は令和３年４～６月ごろ、横浜市ウェブサイトにてお知らせします。 

 

（２）  他の保育所等へ転園を希望する場合 

お住まいの区の区役所こども家庭支援課へ申請が必要です。申請に必要な書類や日程等は

新規に申請する方と同様です（P9～18）。保育を必要とする状況を証明する書類については、

申請時点の最新のものを新たに提出してください。 

また、転園が内定した場合には、元の保育所等に戻ることはできません。元の保育所等に

戻るためには、改めて転園申請が必要です。 

なお、令和３年度の利用申請は、令和４年３月まで有効のため、転園の希望がなくなった

場合、申請の取下げが必要です。（P12（３）） 

 

※育児休業中に転園申請される方へ 

原則育児休業中の転園の申請はできません（復職時の申請を除く）ので、注意してくだ

さい。育児休業中に保育所等の転園申請を行い、転園が内定した場合は、利用開始月中に

育児休業を終了し、利用開始日の翌月１日までに復職していただく必要があります。 

      

（３）  保育所等を利用中に横浜市外へ転出し、横浜市内の保育所等を利用継続する場合 

事前に、利用している保育所等のある区の区役所こども家庭支援課に相談してください。 

その上で、「認定取消申請書」「利用取消申請書」を提出し、支給認定証（交付を受けてい

た場合に限る）を返却してください。 

また、転出先の市区町村で給付認定を受け、横浜市の保育所等を利用継続するための手続

きが必要になります。 

 

（４）  保育所等を退園する場合 

最終登園日が決まったら、利用している保育所等に連絡の上、事前に「利用取消申請書」

を保育所等のある区の区役所こども家庭支援課へ提出してください。提出が遅れると提出日

までの利用料がかかる場合※があります。 

※【退園時の利用料日割り計算】 

利用料（月額）×在籍日数（日曜、祝日を除く・25 日を超える場合は 25 日）÷25 

また、今後、給付認定が必要ない場合には、「認定取消申請書」も提出の上、支給認定証（交

付を受けていた場合に限る）を返却してください。 
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15 延長保育について 
「保育短時間」認定のお子さんは、保育所等が定める保育時間（８時間）を超える時間帯、「保育標

準時間」認定のお子さんは、保育所等が定める保育時間（11 時間）を超える時間帯に保育を必要とす

る事由がある場合、「延長保育」が利用できます。利用料とは別に、延長保育料と間食（おやつ）代、

夕食代が必要です。 

 

（１）  事前申請 

延長保育の利用を希望する方は、事前に各保育所等へお申し込みください。原則、月単位での利

用申込みとなりますが、あらかじめ利用日数が 10 日以内であることがはっきりしている場合に

は、10 日以内での事前登録も可能です。 

利用にあたっては、各保育所等の承諾が必要です。 

 

（２）  延長保育料、間食（おやつ）代、夕食代 

延長保育を利用する場合は、別途延長保育料をご負担いただきます。また、利用する時間帯によ

り、間食（おやつ）、夕食を提供しますので、その場合は、間食（おやつ）代、夕食代を実費負担

していただきます。 

具体的な延長保育料、間食（おやつ）代、夕食代については、各保育所等にお問い合わせくださ

い。 

 

（３）  利用にあたっての注意 

延長保育実施のためにあらかじめ職員配置等の準備を行うことから、延長保育の利用にあたっ

ては事前に申し込む必要があります。申請後実際に利用していなくても、１か月もしくは 10 日

分の延長保育料および実費をご負担いただきます。 

延長保育は、実施している保育所等と実施していない保育所等があります。また、申込方法や利

用の可否、延長保育で対応できる開所の時間等、詳細は保育所等により異なります。そのため、各

保育所等に事前にお問い合わせいただく等、状況を確認の上、利用申請をお願いします。 

 

16 給食について 
（１）  認可保育所、認定こども園（保育利用） 

３歳未満児は主食（ごはん・パン等）と副食（おかず・おやつ・牛乳等）の完全給食、３歳以上

児はおかずのみの副食給食を実施しています。なお、全ての年齢で完全給食を実施している保育

所等もあります。 

３歳以上児については、利用料以外に主食・副食代として実費負担が発生します。詳細は保育所

等によって異なりますので、利用を希望する保育所等へお問い合わせください。 

 

（２）  家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業（地域枠） 

基本的には施設内で給食を調理することになっています（一部、外部からの搬入も認めていま

す）。家庭的保育事業は、お弁当を持参していただく場合もあります。 

給食の実施については事前に施設・事業にご確認ください。 
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17 利用開始後の確認事項 
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19 幼稚園・認定こども園での預かり保育について 
   働きながら幼稚園・認定こども園（教育利用）に通わせたい、保育所以外にも預けられるところを探し

ているという保護者の方の要望に応え、正規の教育時間の前後や夏休み等の長期休業期間中も在園児を

受け入れる幼稚園・認定こども園が多くあります。 

その中でも、横浜市私立幼稚園等預かり保育事業は、横浜市が定めた基準（実施日、時間、職員配置等）

を満たす、横浜市内の幼稚園・認定こども園が実施しています。 

詳しくは、各幼稚園・認定こども園にお問い合わせください。 

●横浜市私立幼稚園等預かり保育事業（以下、市型預かり保育）について 

 

（１）利用要件 

市型預かり保育を実施する園に通い、横浜市から給付認定を受けたお子さんが以下に示すような状況

により保育を必要とする場合に、利用することができます。 

保護者の状況 利用期間 

会社や自宅を問わず、月 48 時間以上働いているとき 最長、就学前まで 

出産の準備や出産後の休養が必要なとき 産前産後各８週間 

病気・けがや障害のため保育が必要なとき 最長、就学前まで 

病人や障害者、要介護者を月 48 時間以上介護しているとき 最長、就学前まで 

自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき 最長、就学前まで 

仕事を探しているとき（求職中） ３か月以内 

大学や職業訓練校などに月 48 時間以上通っているとき 通学期間中 

虐待や配偶者等からのＤＶ（家庭内暴力）のおそれがあるとき 最長、就学前まで 

 

（２）開設日、時間等 

月～金曜日まで預かり保育を実施する「平日型」と、平日に加え土曜日も預かり保育を実施する「通

常型」があります。 

 平日型 通常型 

開設日、時間 月～金 7：30～18：30※ 
月～金 7：30～18：30※ 

土  7：30～15：30 

長期休業期間 

の実施 
○ ○ 

休園日 
土曜、日曜、祝日、12/29～1/3 

夏休み期間中に最大５日間休園 
日曜、祝日、12/29～1/3 

※一部の園では、18:30 以降も延長して預かり保育を行っています。 
 

（３）利用料 

３歳児から５歳児のお子さんと、満３歳児で市民税非課税世帯のお子さんの利用料は、幼児教育・保

育の無償化により０円となります。 

なお、満３歳児の市民税課税世帯は、無償化の対象外です。その場合の利用料は、月額上限 9,000

円です。詳細は、（４）の横浜市ウェブサイトをご確認ください。 
 

 （４）市型預かり保育の情報 

認定している幼稚園・認定こども園の一覧や満３歳児の利用料金表等を掲載しています。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/yochien/hojo/youchien-azukari.html 
 

（５）問い合わせ先 

      各幼稚園・認定こども園にお問い合わせください。 
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18 横浜保育室について 
 「横浜保育室」は、横浜市が設けた基準（保育料、保育環境、保育時間等）を満たし、横浜市が独自

に認定している認可外保育施設です。 

※児童福祉法により定められた保育所（いわゆる認可保育所）ではありません。 
 
保育環境 ア  市内在住の２歳児以下のお子さんを助成対象とした施設です。 

（年齢は令和３年４月１日時点） 

※ ３歳児以上のお子さんの受入れを行っている施設もあります。 

※ 横浜保育室の卒園児が、認可保育所等に利用申請をした場合は、利用調整の際に優先

順位を高く（１ランクアップ、調整指数＋５）しています。 

イ  ２歳児以下のお子さんおおむね４人に１人、保育従事者を確保しています。 

ウ  全施設で給食を実施しています。 

基本保育時間 平 日：午前７時 30 分～午後６時 30 分  

土曜日：午前７時 30 分～午後３時 30 分  

☆延長保育、休日保育を行っている施設もあります。 

申込方法 施設との直接契約になります。契約内容、保育内容等を施設に確認の上、直接

お申し込みください。 

※ 別途、利用開始前に教育・保育給付認定申請（Ｐ6～8）が必要です。 

保育料の 

助成対象条件 

横浜市在住で、認可保育所等の認定事由と同様です。（詳細はＰ19、20 を参照くだ

さい。） 

保育料 ２歳児以下のお子さんは 58,100 円を上限に施設が独自に設定しています。 

※ 世帯の市民税額の合計に応じて保育料を最大 58,100 円まで段階的に軽減します。 

※ 横浜保育室、認定こども園、認可保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、幼稚園 

等を利用するきょうだいがいる場合は、２人目の児童について２歳児以下は月額 

18,000 円、３歳児は月額 9,450 円保育料が軽減されます。 

２歳児以下で３人目以上の児童は、月極保育料が無料になります。 

※ 保育料以外の実費負担については、施設にご確認ください。 

※ 保育料は令和２年度の設定です。令和３年度については３月下旬に決定します。 

市民税 所得割額 （負担区分） 

※市民税については、P25 をご参照ください。 
軽減額（上限） 

軽減後の保育料（月額） 

第１子 第２子 

228,901 円以上（Ｄ15 以上） ０円 58,100 円（上限） 40,100 円（上限） 

174,901 円以上 228,900 円以下（Ｄ12～Ｄ14） 10,000 円 38,100 円 ～ 48,100 円 20,100 円 ～ 30,100 円 

120,601 円以上 174,900 円以下（Ｄ9～Ｄ11） 20,000 円 28,100 円 ～ 38,100 円 10,100 円 ～ 20,100 円 

77,101 円以上 120,600 円以下（Ｄ6～Ｄ8） 30,000 円 18,100 円 ～ 28,100 円 5,100 円 ～ 10,100 円 

48,601 円以上 77,100 円以下（Ｄ3～Ｄ5） 

※E3,E4,E5 含む 

第１子 40,000 円 

第２子 35,000 円 

8,100 円 ～ 18,100 円 3,100 円 ～  5,100 円 

1 円以上 48,600 円以下（Ｃ～Ｄ2） 

※E0,E1,E2 含む 

第１子 50,000 円 

第２子 37,000 円 

5,000 円 ～   8,100 円 0 円 ～  3,100 円 

非課税世帯（Ａ～Ｂ） 58,100 円 0 円 0 円 

その他 「一時保育」を実施している施設もあります。 

パート就労、病気、冠婚葬祭、その他私的理由などで一時的に保育できない場合に利用

できます。利用料金、利用条件、サービス内容は各施設により異なります。 

ご不明な点は、各施設へ直接お問い合わせください。 

※  横浜市民が川崎認定保育園を利用した場合の保育料の軽減助成について 

 横浜市と川崎市は、待機児童対策の促進を目的に「待機児童対策に関する連携協定」を締結しています。横浜保育室と川崎

認定保育園の相互利用を進めるため、横浜市民が川崎認定保育園を利用した場合も、保育料軽減助成の対象としています。川

崎認定保育園は、川崎市が定めた一定の要件に基づき市長が認定し、市から運営費の助成を受けている保育施設です。 

 
 

 
     

横浜保育室を利用している方または利用予約をしている方で、他の保育所等の利用が決まった方は、利用の取消に

ついて横浜保育室に速やかにご連絡ください。横浜保育室の利用をお待ちの方も多数いらっしゃいますので、ご協力

をお願いいたします。 
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19 幼稚園・認定こども園での預かり保育について 
   働きながら幼稚園・認定こども園（教育利用）に通わせたい、保育所以外にも預けられるところを探し

ているという保護者の方の要望に応え、正規の教育時間の前後や夏休み等の長期休業期間中も在園児を

受け入れる幼稚園・認定こども園が多くあります。 

その中でも、横浜市私立幼稚園等預かり保育事業は、横浜市が定めた基準（実施日、時間、職員配置等）

を満たす、横浜市内の幼稚園・認定こども園が実施しています。 

詳しくは、各幼稚園・認定こども園にお問い合わせください。 

●横浜市私立幼稚園等預かり保育事業（以下、市型預かり保育）について 

 

（１）利用要件 

市型預かり保育を実施する園に通い、横浜市から給付認定を受けたお子さんが以下に示すような状況

により保育を必要とする場合に、利用することができます。 

保護者の状況 利用期間 

会社や自宅を問わず、月 48 時間以上働いているとき 最長、就学前まで 

出産の準備や出産後の休養が必要なとき 産前産後各８週間 

病気・けがや障害のため保育が必要なとき 最長、就学前まで 

病人や障害者、要介護者を月 48 時間以上介護しているとき 最長、就学前まで 

自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき 最長、就学前まで 

仕事を探しているとき（求職中） ３か月以内 

大学や職業訓練校などに月 48 時間以上通っているとき 通学期間中 

虐待や配偶者等からのＤＶ（家庭内暴力）のおそれがあるとき 最長、就学前まで 

 

（２）開設日、時間等 

月～金曜日まで預かり保育を実施する「平日型」と、平日に加え土曜日も預かり保育を実施する「通

常型」があります。 

 平日型 通常型 

開設日、時間 月～金 7：30～18：30※ 
月～金 7：30～18：30※ 

土  7：30～15：30 

長期休業期間 

の実施 
○ ○ 

休園日 
土曜、日曜、祝日、12/29～1/3 

夏休み期間中に最大５日間休園 
日曜、祝日、12/29～1/3 

※一部の園では、18:30 以降も延長して預かり保育を行っています。 
 

（３）利用料 

３歳児から５歳児のお子さんと、満３歳児で市民税非課税世帯のお子さんの利用料は、幼児教育・保

育の無償化により０円となります。 

なお、満３歳児の市民税課税世帯は、無償化の対象外です。その場合の利用料は、月額上限 9,000

円です。詳細は、（４）の横浜市ウェブサイトをご確認ください。 
 

 （４）市型預かり保育の情報 

認定している幼稚園・認定こども園の一覧や満３歳児の利用料金表等を掲載しています。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/yochien/hojo/youchien-azukari.html 
 

（５）問い合わせ先 

      各幼稚園・認定こども園にお問い合わせください。 
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18 横浜保育室について 
 「横浜保育室」は、横浜市が設けた基準（保育料、保育環境、保育時間等）を満たし、横浜市が独自

に認定している認可外保育施設です。 

※児童福祉法により定められた保育所（いわゆる認可保育所）ではありません。 
 
保育環境 ア  市内在住の２歳児以下のお子さんを助成対象とした施設です。 

（年齢は令和３年４月１日時点） 

※ ３歳児以上のお子さんの受入れを行っている施設もあります。 

※ 横浜保育室の卒園児が、認可保育所等に利用申請をした場合は、利用調整の際に優先

順位を高く（１ランクアップ、調整指数＋５）しています。 

イ  ２歳児以下のお子さんおおむね４人に１人、保育従事者を確保しています。 

ウ  全施設で給食を実施しています。 

基本保育時間 平 日：午前７時 30 分～午後６時 30 分  

土曜日：午前７時 30 分～午後３時 30 分  

☆延長保育、休日保育を行っている施設もあります。 

申込方法 施設との直接契約になります。契約内容、保育内容等を施設に確認の上、直接

お申し込みください。 

※ 別途、利用開始前に教育・保育給付認定申請（Ｐ6～8）が必要です。 

保育料の 

助成対象条件 

横浜市在住で、認可保育所等の認定事由と同様です。（詳細はＰ19、20 を参照くだ

さい。） 

保育料 ２歳児以下のお子さんは 58,100 円を上限に施設が独自に設定しています。 

※ 世帯の市民税額の合計に応じて保育料を最大 58,100 円まで段階的に軽減します。 

※ 横浜保育室、認定こども園、認可保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、幼稚園 

等を利用するきょうだいがいる場合は、２人目の児童について２歳児以下は月額 

18,000 円、３歳児は月額 9,450 円保育料が軽減されます。 

２歳児以下で３人目以上の児童は、月極保育料が無料になります。 

※ 保育料以外の実費負担については、施設にご確認ください。 

※ 保育料は令和２年度の設定です。令和３年度については３月下旬に決定します。 

市民税 所得割額 （負担区分） 

※市民税については、P25 をご参照ください。 
軽減額（上限） 

軽減後の保育料（月額） 

第１子 第２子 

228,901 円以上（Ｄ15 以上） ０円 58,100 円（上限） 40,100 円（上限） 

174,901 円以上 228,900 円以下（Ｄ12～Ｄ14） 10,000 円 38,100 円 ～ 48,100 円 20,100 円 ～ 30,100 円 

120,601 円以上 174,900 円以下（Ｄ9～Ｄ11） 20,000 円 28,100 円 ～ 38,100 円 10,100 円 ～ 20,100 円 

77,101 円以上 120,600 円以下（Ｄ6～Ｄ8） 30,000 円 18,100 円 ～ 28,100 円 5,100 円 ～ 10,100 円 

48,601 円以上 77,100 円以下（Ｄ3～Ｄ5） 

※E3,E4,E5 含む 

第１子 40,000 円 

第２子 35,000 円 

8,100 円 ～ 18,100 円 3,100 円 ～  5,100 円 

1 円以上 48,600 円以下（Ｃ～Ｄ2） 

※E0,E1,E2 含む 

第１子 50,000 円 

第２子 37,000 円 

5,000 円 ～   8,100 円 0 円 ～  3,100 円 

非課税世帯（Ａ～Ｂ） 58,100 円 0 円 0 円 

その他 「一時保育」を実施している施設もあります。 

パート就労、病気、冠婚葬祭、その他私的理由などで一時的に保育できない場合に利用

できます。利用料金、利用条件、サービス内容は各施設により異なります。 

ご不明な点は、各施設へ直接お問い合わせください。 

※  横浜市民が川崎認定保育園を利用した場合の保育料の軽減助成について 

 横浜市と川崎市は、待機児童対策の促進を目的に「待機児童対策に関する連携協定」を締結しています。横浜保育室と川崎

認定保育園の相互利用を進めるため、横浜市民が川崎認定保育園を利用した場合も、保育料軽減助成の対象としています。川

崎認定保育園は、川崎市が定めた一定の要件に基づき市長が認定し、市から運営費の助成を受けている保育施設です。 

 
 

 
     

横浜保育室を利用している方または利用予約をしている方で、他の保育所等の利用が決まった方は、利用の取消に

ついて横浜保育室に速やかにご連絡ください。横浜保育室の利用をお待ちの方も多数いらっしゃいますので、ご協力

をお願いいたします。 
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႙ዲಋࡴಐ 

ደ֊ಈ 

਼֩ಈՒ׆օ֟փಋ֭ዿ

ಈՒؚ֨֩ء؊؟Ւጫዡב

ኴࡴ֪֙時֪։֔בג

ደֽ֧֦֒֘Փ 

ӡಲ౮時֮౮็ֽ֧֪֓֘֩ࡣՓӢ 

 ֱ֢֯֒׀ֽ

ಲዥᇱࡴ־֣ࣆࡱ時ᇱࡱಬ 

SKY KID ᇱࡴࣆࡱ時ᇱࡱಬ 

 ؠיؘ՛״

üࣧᆃࡴ時ደかý 

ֱׇ֭֒ᇱࡱಬ 

ၝء؈ׯעࡱऀྎ 

 ՛ࣧᆃ౦ዂസ՛؆ׯע

  ಬࡱ時ᇱࡴ

؉՛ب؞ᇱࣆࡱ 

BeeKidsClub ઞ༘ᇌୃࣆ 

֎֗らᇱࣆࡱ 

ሾત֥ࡱ౫࣍ 

 רר ؋טפءרׯ՛נ՛ؤ

༛ಋಬցփցփ 

ഋ႘౦ֱׇ֒ࣆ 

 Քֳ֢֮ւ֒֒ ׃։ַ֭時ደかࡴ

ׁ֨ؔתי՛ֽ؈՛ֵ 

 ಬ֩֩փࡱᇱ時ደかࡴء؆

 ࣆဿࣆࡱᇱןע؉

育ƛ育Ɩ౫࣍ǦȞǪ| 

 時保育ƊǈƲࡴ      

֥ࡱ֠ࡱ౫״بװ࣍՛ ּּ֢ 

 ᆃཀྵྎ༊ࣧب؞՛؟חל؊

ᄏ֭ස֭౿ׁׁ֧֧֭։օ֠ 

OYAKO CLUB  ಬࡱᇱ،؟՛ؚ

 ࣆࡱኪᇱ֭חר

ᇱؠࡱ՛ؕզ֎֎է 

ᇱؠࡱ՛ؕզ֯։ֵ֯է 

ӡ࿁ଣતӢ 

ӡ࿁ଣતӢ 

ӡ්ၼ๖તӢ 

 

ӡ්ၼ๖તӢ 

ӡฦતӢ 

ӡཨતӢ 

 

ӡཨતӢ 

ӡႊતӢ 

ӡઞ༘તӢ 

ӡሾતӢ 

 

ӡሾતӢ 

ӡሾતӢ 

ӡતӢ 

ӡฬጃતӢ 

ӡฬጃતӢ 

ӡฬጃતӢ 

ӡฬጃતӢ 

 

ӡဒའતӢ 

ӡဒའતӢ 

ӡဒའતӢ 

ӡતӢ 

ӡࢯતӢ 

ӡྭતӢ 

ӡญ༭તӢ 

ӡญ༭તӢ 

045-582-3553 

045-642-6228 

045-642-7774 

 

045-328-1250 

045-312-9202 

045-225-8699 

 

045-663-1296 

045-260-3117 

045-788-9226 

045-562-6718 

 

045-565-0322 

045-402-3612 

045-532-3350 

045-507-6872 

045-975-2309 

045-530-5890 

045-973-2543 

 

045-532-9960 

045-914-6272 

045-500-9775 

045-800-0301 

045-894-6262 

045-864-2226 

045-489-4550 

045-364-3508 

ྞไ౮็ 

Ơƴ 

 

※ጦዿǇ৵ሰす

ǀ保育所Ơಈ

前ƣጦዿဎᎩ

Ɓᅢጅです。 

 ฯүͶͯ͏ͱ࣎ೖҲٵೖฯүʀٵ 21

ſಈƣဒƟどƠƽƿb日ዹƹ祝日ƠƉऌでſƊǈƣ保育ƁでƂƟŹƝƂはb保育所့でſƊ

ǈǇſደƀƿすǀ�日保育�・�日ƣࡴ時保育�ǇƉጦዿくƕƊŹ。年ቨ年ౡƠಲ౮ƌƛŹǀ౮็もŷ

ƿます。 
 

» Ɖ利用ŹƔƕƆǀሑ 

�Ĩ� ႘保ࡱ 

ሓ༌ 19 ඞ֪։ĩ�ĪƣᆋႡ࿊ǇƆbᇓ日（月～ဘዹ日）ƠbႡई保育所・Ⴁ࿊こども

ǇጦዿƌƛŹƛb（Ꮂࡰད）൚ਊኟ保育ಈ・ऌ保育ಈ・ಈ所ၾ保育ಈ・（保育ጦዿ）ࣆ

日့Ơ保育ƁᅢጅƟ൚ॺॺ前ƣſƊǈ。 

è ᇓ日ƣጦዿጫዡƝ日ƣጦዿጫዡƁࡣƟǀはb日ƣࡴ時保育ƣጦዿƝƟƿます。 

 

�ĩ� ႘のࡴ時保ࡱ 

Ǎ～ǑƣŹƏǁƀƠड़ဴすǀ日့Ơ保育ƁᅢጅƟ൚ॺॺ前ƣſƊǈ。 

Ǎ 日保育ƣඉƝƟǀſƊǈ॒ࡒでbſಈ（᎕・ॺbධોᎉƟど）ƣဒƠƽƿb日့

ƣ保育ƁᅢጅƝƟǀſƊǈ 

イ ᅸਂƹ़पbႚࢇbধຸఋƭƣഞาƟどbƹƵǇၜƟŹጫዡƠƽƿbગ਼ࡴ時Ơ日့Ơ保育Ɓ

ᅢጅƝƟǀſƊǈ 

ウ 保୦ೄƣ育ಋᅀǁƣश൯Ǉ෨ǀƔƶb日့Ơ保育ǇᅢጅƝすǀſƊǈ 
 

※ 日保育ƣඉƝƟǀſƊǈでもbጦዿǇ৵ሰすǀ౮็Ɓ日保育Ǉಲ౮ƌƛŹƟŹはb日

ƣࡴ時保育ƣጦዿƝƟƿます。 
 

ጦዿሑሓƹಲ౮౮็့は�日保育・日ƣࡴ時保育ƣƉࡎၾ�ƹ横浜市ǑǒȁǠǏǳǇƉጥくƕƊŹ。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuseido/ichiji/kyuujitsu.html 
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20 ͨଠฯүγʖϑη 

※ 24 時間ગ਼ࡴ時保育bᅸಋ保育bᅸଢ଼ಋ保育ƠƙŹƛはb଼ ᇠƣȕ|ȀȗǮǳǇƉጥくƕƊŹ。 

（ಲ౮保育所はŹƏǁも令和ĩ年Į月ଵఓです。） 

ၾዴ ಲ౮保育所�ſኴƐ๐ 
ጦዿ 

ሑሓ 

 ࡱ時保ࡴ

ӡଈဘӢ 

ଈဘ֪Ⴁईᇱࡱസ့ӡӢבጦ

ዿ֖֥փ֩փ։֭֔גᇱ୦ೄ

Ւ؆՛ઌኃՒᅸਂՒধຸఋ֜

֭֩ጫዡ֦Ւࡴ時֪ᇱ

֩փ֧֪Ւጦዿֽ֦֦ࡱ

֘Փ 

ಲ౮ࣆはb横浜市ǑǒȁǠǏǳƠƛƉ॰ႡŹƔƕ

くƀb२区役所こどもऌ౫࣍課ƠſኴŹǄƐ

くƕƊŹ。 

 

ü横浜市ǑǒȁǠǏǳý 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosod
ate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuseido/ 
ichiji/ichijiannai.html 

ྞไ保育所 

Ơƴ 

 

※ጦዿǇ৵ሰす

ǀ保育所Ơಈ

前ƣጦዿဎᎩ

Ɓᅢጅです。 

ՔՔՔႡईᇱࡱസՔႡ࿊ׁ֒֨ࣆӡᇱࡱጦዿӢՔ൚ਊኟᇱࡱಈ

ՔऌᇱࡱಈՔಈസၾᇱࡱಈӡདࡰᎲӢՔࣧᆃ

ᇱࡱಬ 

 

¢ጦዿဗ£ 

・ᅋ࿊ᇱࡱӡ᎕့ӢՔՔՔഃ 3 ႘ֽ֮֞ଈ 120 時ࡒၾ 

・ગ਼保ࡱ     ՔՔՔ1 ष֪ᎌ໗֖֥ 14 ႘ࡒၾ 

・ȕȀȗǮǢȐ保ࡱ ՔՔՔ1 ष֭։֖֣֪־ 1 ႘ࡒၾ 

24 時間 

ગ਼ࡴ時保ࡱ 

ၩᄇֽ֪֥֖օᇱ୦ೄ့

֭ᅸਂՒಈ਼ֽ֮֞֩ഞ྅֩֨

֦Ւગ਼֪։֔בגደ֩

֯֩ら֩֎֢֧֪֩֞ጦዿ֦

ֽ֘Փ 

ŷſƓƾ保育ࣆ 

ႊはǀƀƑ保育ࣆ     

ӡ්ၼ๖તӢ 

ӡႊતӢ 

045-488-5520 

045-849-1877 

ྞไ保育所 

Ơƴ 

ᅸಋ保ࡱ 

ภ後㕶かଈから൚ॺ㕶Ⴉภӡ౮

൚ॺ㕳ႩภӢֽ֦֭ᅸׇ֪็

ਂཨֽ֮֞ᅸਂषᆲৼ֭ಋၔב

ᅸഷৼ֭ཌॎからፑ֪ᇏ

็֖֞๔ዿ֭ᅸಋᇱࡱಬ֦Ւে୦

౧့֭๔״؊ࡴ時֪

ᇱֽ֖֘ࡱՓ 

ᅸಋᇱࡱಬֲׁ֒      

ᅸಋᇱࡱಬ ؓؓب ،՛ؠ  

։։֏֠ᅸಋᇱࡱಬ     

ࣧᆃׁ֒֨ᅸಋᇱࡱಬؑبיء՛ 

ࣧᆃ౦ᅸಋᇱࡱಬ؎ׯעי 

ᅸಋᇱࡱಬ؎ؠח՛ؕ     

ᅸಋᇱࡱಬؗח          

ᅸಋᇱࡱಬׯעؠלبם 

ᅸಋᇱࡱಬցֱ֔           

ᅸಋᇱࡱಬׯע؟פبת   

ࣧᆃᅸಋᇱࡱಬ㕿㖂㖇㕾     

ᅸಋᇱࡱಬחب؆؞՛ؠ  

ᅸಋᇱࡱಬかג՛ֿ   

         ಬࡱᅸಋᇱ֢֒֎

ᅸಋᇱࡱಬب؟ؓחפח   

           ಬࡱᅸಋᇱ֨־

ࣧᆃ౦ց֕־ኾᅸಋᇱࡱಬ 

։ֱֽ֔ᅸಋᇱࡱಬ 

ᅸಋᇱࡱಬか֯         

ᅸಋᇱࡱಬ㕺㖠㖜           

ྭጵֱかᅸಋᇱࡱಬ 

 ಬࡱᅸಋᇱג֛ג֖

ᅸಋᇱࡱಬਓ֭כ     

ӡ࿁ଣતӢ 

ӡ࿁ଣતӢ 

ӡ්ၼ๖તӢ 

ӡฦતӢ 

ӡཨતӢ 

ӡႊતӢ 

ӡᇱဘצ༭તӢ 

ӡᇱဘצ༭તӢ 

ӡ࠸તӢ 

ӡ࠸તӢ 

ӡࡳતӢ 

ӡࡳતӢ 

ӡઞ༘તӢ 

ӡሾતӢ 

ӡሾતӢ 

ӡતӢ 

ӡฬጃતӢ 

ӡဒའતӢ 

ӡဒའતӢ 

ӡྭતӢ 

ӡྭતӢ 

ӡતӢ 

ӡญ༭ત) 

070-5551-8121 

045-582-5855 

045-402-3054 

045-548-8575 

070-4431-1188 

045-842-0420 

045-336-2264 

045-465-6196 

045-444-8742 

045-744-7656 

045-355-0526 

045-830-0767 

045-374-5761 

045-542-6941 

045-718-6730 

045-933-6177 

045-909-0510 

045-595-1233 

045-593-4150 

045-392-3024 

045-871-1262 

045-435-5580 

045-442-3715 

ྞไಲ౮ 

 ፑƠ

ƴ 

 

※ಲ౮ፑ

Ơಈ前ƣጦዿ

ဎᎩƁᅢጅで

す。 

ᅸଢ଼ಋ保ࡱ 

ภ後㕶かଈから൚ॺ㕶Ⴉภӡ౮

൚ॺ㕳ႩภӢֽ֦֭ᅸׇ֪็

ਂषᆲৼ֭ಋၔב๔ዿ֭ᅸ後ಋ

ᇱࡱಬ֦Ւে୦౧့֭๔״

؊ࡴ時֪ᇱֽ֖֘ࡱՓ 

ց։֝ら༌ 2 ᇱࣆࡱ        

ቅྎᇱࣆࡱ                 

ዼ୯༊ཨ࣡ᆵᦁᇱ״بװࡱ՛ 

ららᇱࣆࡱ               

ӡ්ၼ๖તӢ 

ӡႊતӢ 

ӡࡳતӢ 

ӡઞ༘તӢ 

045-413-1114 

045-341-0306 

045-831-7173 

045-790-3440 

ྞไ保育所 

Ơƴ 
 

※ጦዿǇ৵ሰす

ǀ保育所Ơಈ

前ƣጦዿဎᎩ

Ɓᅢጅです。 
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႙ዲಋࡴಐ 

ደ֊ಈ 

਼֩ಈՒ׆օ֟փಋ֭ዿ

ಈՒؚ֨֩ء؊؟Ւጫዡב

ኴࡴ֪֙時֪։֔בג

ደֽ֧֦֒֘Փ 

ӡಲ౮時֮౮็ֽ֧֪֓֘֩ࡣՓӢ 

 ֱ֢֯֒׀ֽ

ಲዥᇱࡴ־֣ࣆࡱ時ᇱࡱಬ 

SKY KID ᇱࡴࣆࡱ時ᇱࡱಬ 

 ؠיؘ՛״

üࣧᆃࡴ時ደかý 

ֱׇ֭֒ᇱࡱಬ 

ၝء؈ׯעࡱऀྎ 

 ՛ࣧᆃ౦ዂസ՛؆ׯע

  ಬࡱ時ᇱࡴ

؉՛ب؞ᇱࣆࡱ 

BeeKidsClub ઞ༘ᇌୃࣆ 

֎֗らᇱࣆࡱ 

ሾત֥ࡱ౫࣍ 

 רר ؋טפءרׯ՛נ՛ؤ

༛ಋಬցփցփ 

ഋ႘౦ֱׇ֒ࣆ 

 Քֳ֢֮ւ֒֒ ׃։ַ֭時ደかࡴ

ׁ֨ؔתי՛ֽ؈՛ֵ 

 ಬ֩֩փࡱᇱ時ደかࡴء؆

 ࣆဿࣆࡱᇱןע؉

育ƛ育Ɩ౫࣍ǦȞǪ| 

 時保育ƊǈƲࡴ      

֥ࡱ֠ࡱ౫״بװ࣍՛ ּּ֢ 

 ᆃཀྵྎ༊ࣧب؞՛؟חל؊

ᄏ֭ස֭౿ׁׁ֧֧֭։օ֠ 

OYAKO CLUB  ಬࡱᇱ،؟՛ؚ

 ࣆࡱኪᇱ֭חר

ᇱؠࡱ՛ؕզ֎֎է 

ᇱؠࡱ՛ؕզ֯։ֵ֯է 

ӡ࿁ଣતӢ 

ӡ࿁ଣતӢ 

ӡ්ၼ๖તӢ 

 

ӡ්ၼ๖તӢ 

ӡฦતӢ 

ӡཨતӢ 

 

ӡཨતӢ 

ӡႊતӢ 

ӡઞ༘તӢ 

ӡሾતӢ 

 

ӡሾતӢ 

ӡሾતӢ 

ӡતӢ 

ӡฬጃતӢ 

ӡฬጃતӢ 

ӡฬጃતӢ 

ӡฬጃતӢ 

 

ӡဒའતӢ 

ӡဒའતӢ 

ӡဒའતӢ 

ӡતӢ 

ӡࢯતӢ 

ӡྭતӢ 

ӡญ༭તӢ 

ӡญ༭તӢ 

045-582-3553 

045-642-6228 

045-642-7774 

 

045-328-1250 

045-312-9202 

045-225-8699 

 

045-663-1296 

045-260-3117 

045-788-9226 

045-562-6718 

 

045-565-0322 

045-402-3612 

045-532-3350 

045-507-6872 

045-975-2309 

045-530-5890 

045-973-2543 

 

045-532-9960 

045-914-6272 

045-500-9775 

045-800-0301 

045-894-6262 

045-864-2226 

045-489-4550 

045-364-3508 

ྞไ౮็ 

Ơƴ 

 

※ጦዿǇ৵ሰす

ǀ保育所Ơಈ

前ƣጦዿဎᎩ

Ɓᅢጅです。 

 ฯүͶͯ͏ͱ࣎ೖҲٵೖฯүʀٵ 21

ſಈƣဒƟどƠƽƿb日ዹƹ祝日ƠƉऌでſƊǈƣ保育ƁでƂƟŹƝƂはb保育所့でſƊ

ǈǇſደƀƿすǀ�日保育�・�日ƣࡴ時保育�ǇƉጦዿくƕƊŹ。年ቨ年ౡƠಲ౮ƌƛŹǀ౮็もŷ

ƿます。 
 

» Ɖ利用ŹƔƕƆǀሑ 

�Ĩ� ႘保ࡱ 

ሓ༌ 19 ඞ֪։ĩ�ĪƣᆋႡ࿊ǇƆbᇓ日（月～ဘዹ日）ƠbႡई保育所・Ⴁ࿊こども

ǇጦዿƌƛŹƛb（Ꮂࡰད）൚ਊኟ保育ಈ・ऌ保育ಈ・ಈ所ၾ保育ಈ・（保育ጦዿ）ࣆ

日့Ơ保育ƁᅢጅƟ൚ॺॺ前ƣſƊǈ。 

è ᇓ日ƣጦዿጫዡƝ日ƣጦዿጫዡƁࡣƟǀはb日ƣࡴ時保育ƣጦዿƝƟƿます。 

 

�ĩ� ႘のࡴ時保ࡱ 

Ǎ～ǑƣŹƏǁƀƠड़ဴすǀ日့Ơ保育ƁᅢጅƟ൚ॺॺ前ƣſƊǈ。 

Ǎ 日保育ƣඉƝƟǀſƊǈ॒ࡒでbſಈ（᎕・ॺbධોᎉƟど）ƣဒƠƽƿb日့

ƣ保育ƁᅢጅƝƟǀſƊǈ 

イ ᅸਂƹ़पbႚࢇbধຸఋƭƣഞาƟどbƹƵǇၜƟŹጫዡƠƽƿbગ਼ࡴ時Ơ日့Ơ保育Ɓ

ᅢጅƝƟǀſƊǈ 

ウ 保୦ೄƣ育ಋᅀǁƣश൯Ǉ෨ǀƔƶb日့Ơ保育ǇᅢጅƝすǀſƊǈ 
 

※ 日保育ƣඉƝƟǀſƊǈでもbጦዿǇ৵ሰすǀ౮็Ɓ日保育Ǉಲ౮ƌƛŹƟŹはb日

ƣࡴ時保育ƣጦዿƝƟƿます。 
 

ጦዿሑሓƹಲ౮౮็့は�日保育・日ƣࡴ時保育ƣƉࡎၾ�ƹ横浜市ǑǒȁǠǏǳǇƉጥくƕƊŹ。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuseido/ichiji/kyuujitsu.html 
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20 ͨଠฯүγʖϑη 

※ 24 時間ગ਼ࡴ時保育bᅸಋ保育bᅸଢ଼ಋ保育ƠƙŹƛはb଼ ᇠƣȕ|ȀȗǮǳǇƉጥくƕƊŹ。 

（ಲ౮保育所はŹƏǁも令和ĩ年Į月ଵఓです。） 

ၾዴ ಲ౮保育所�ſኴƐ๐ 
ጦዿ 

ሑሓ 

 ࡱ時保ࡴ

ӡଈဘӢ 

ଈဘ֪Ⴁईᇱࡱസ့ӡӢבጦ

ዿ֖֥փ֩փ։֭֔גᇱ୦ೄ

Ւ؆՛ઌኃՒᅸਂՒধຸఋ֜

֭֩ጫዡ֦Ւࡴ時֪ᇱ

֩փ֧֪Ւጦዿֽ֦֦ࡱ

֘Փ 

ಲ౮ࣆはb横浜市ǑǒȁǠǏǳƠƛƉ॰ႡŹƔƕ

くƀb२区役所こどもऌ౫࣍課ƠſኴŹǄƐ

くƕƊŹ。 

 

ü横浜市ǑǒȁǠǏǳý 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosod
ate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/hoikuseido/ 
ichiji/ichijiannai.html 

ྞไ保育所 

Ơƴ 

 

※ጦዿǇ৵ሰす

ǀ保育所Ơಈ

前ƣጦዿဎᎩ

Ɓᅢጅです。 

ՔՔՔႡईᇱࡱസՔႡ࿊ׁ֒֨ࣆӡᇱࡱጦዿӢՔ൚ਊኟᇱࡱಈ

ՔऌᇱࡱಈՔಈസၾᇱࡱಈӡདࡰᎲӢՔࣧᆃ

ᇱࡱಬ 

 

¢ጦዿဗ£ 

・ᅋ࿊ᇱࡱӡ᎕့ӢՔՔՔഃ 3 ႘ֽ֮֞ଈ 120 時ࡒၾ 

・ગ਼保ࡱ     ՔՔՔ1 ष֪ᎌ໗֖֥ 14 ႘ࡒၾ 

・ȕȀȗǮǢȐ保ࡱ ՔՔՔ1 ष֭։֖֣֪־ 1 ႘ࡒၾ 

24 時間 

ગ਼ࡴ時保ࡱ 

ၩᄇֽ֪֥֖օᇱ୦ೄ့

֭ᅸਂՒಈ਼ֽ֮֞֩ഞ྅֩֨

֦Ւગ਼֪։֔בגደ֩

֯֩ら֩֎֢֧֪֩֞ጦዿ֦

ֽ֘Փ 

ŷſƓƾ保育ࣆ 

ႊはǀƀƑ保育ࣆ     

ӡ්ၼ๖તӢ 

ӡႊતӢ 

045-488-5520 

045-849-1877 

ྞไ保育所 

Ơƴ 

ᅸಋ保ࡱ 

ภ後㕶かଈから൚ॺ㕶Ⴉภӡ౮

൚ॺ㕳ႩภӢֽ֦֭ᅸׇ֪็

ਂཨֽ֮֞ᅸਂषᆲৼ֭ಋၔב

ᅸഷৼ֭ཌॎからፑ֪ᇏ

็֖֞๔ዿ֭ᅸಋᇱࡱಬ֦Ւে୦

౧့֭๔״؊ࡴ時֪

ᇱֽ֖֘ࡱՓ 

ᅸಋᇱࡱಬֲׁ֒      

ᅸಋᇱࡱಬ ؓؓب ،՛ؠ  

։։֏֠ᅸಋᇱࡱಬ     

ࣧᆃׁ֒֨ᅸಋᇱࡱಬؑبיء՛ 

ࣧᆃ౦ᅸಋᇱࡱಬ؎ׯעי 

ᅸಋᇱࡱಬ؎ؠח՛ؕ     

ᅸಋᇱࡱಬؗח          

ᅸಋᇱࡱಬׯעؠלبם 

ᅸಋᇱࡱಬցֱ֔           

ᅸಋᇱࡱಬׯע؟פبת   

ࣧᆃᅸಋᇱࡱಬ㕿㖂㖇㕾     

ᅸಋᇱࡱಬחب؆؞՛ؠ  

ᅸಋᇱࡱಬかג՛ֿ   

         ಬࡱᅸಋᇱ֢֒֎

ᅸಋᇱࡱಬب؟ؓחפח   

           ಬࡱᅸಋᇱ֨־

ࣧᆃ౦ց֕־ኾᅸಋᇱࡱಬ 

։ֱֽ֔ᅸಋᇱࡱಬ 

ᅸಋᇱࡱಬか֯         

ᅸಋᇱࡱಬ㕺㖠㖜           

ྭጵֱかᅸಋᇱࡱಬ 

 ಬࡱᅸಋᇱג֛ג֖

ᅸಋᇱࡱಬਓ֭כ     

ӡ࿁ଣતӢ 

ӡ࿁ଣતӢ 

ӡ්ၼ๖તӢ 

ӡฦતӢ 

ӡཨતӢ 

ӡႊતӢ 

ӡᇱဘצ༭તӢ 

ӡᇱဘצ༭તӢ 

ӡ࠸તӢ 

ӡ࠸તӢ 

ӡࡳતӢ 

ӡࡳતӢ 

ӡઞ༘તӢ 

ӡሾતӢ 

ӡሾતӢ 

ӡતӢ 

ӡฬጃતӢ 

ӡဒའતӢ 

ӡဒའતӢ 

ӡྭતӢ 

ӡྭતӢ 

ӡતӢ 

ӡญ༭ત) 

070-5551-8121 

045-582-5855 

045-402-3054 

045-548-8575 

070-4431-1188 

045-842-0420 

045-336-2264 

045-465-6196 

045-444-8742 

045-744-7656 

045-355-0526 

045-830-0767 

045-374-5761 

045-542-6941 

045-718-6730 

045-933-6177 

045-909-0510 

045-595-1233 

045-593-4150 

045-392-3024 

045-871-1262 

045-435-5580 

045-442-3715 

ྞไಲ౮ 

 ፑƠ

ƴ 

 

※ಲ౮ፑ

Ơಈ前ƣጦዿ

ဎᎩƁᅢጅで

す。 

ᅸଢ଼ಋ保ࡱ 

ภ後㕶かଈから൚ॺ㕶Ⴉภӡ౮

൚ॺ㕳ႩภӢֽ֦֭ᅸׇ֪็

ਂषᆲৼ֭ಋၔב๔ዿ֭ᅸ後ಋ

ᇱࡱಬ֦Ւে୦౧့֭๔״

؊ࡴ時֪ᇱֽ֖֘ࡱՓ 

ց։֝ら༌ 2 ᇱࣆࡱ        

ቅྎᇱࣆࡱ                 

ዼ୯༊ཨ࣡ᆵᦁᇱ״بװࡱ՛ 

ららᇱࣆࡱ               

ӡ්ၼ๖તӢ 

ӡႊતӢ 

ӡࡳતӢ 

ӡઞ༘તӢ 

045-413-1114 

045-341-0306 

045-831-7173 

045-790-3440 

ྞไ保育所 

Ơƴ 
 

※ጦዿǇ৵ሰす

ǀ保育所Ơಈ

前ƣጦዿဎᎩ

Ɓᅢጅです。 
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22 市⽴保育所の⺠間移管について 

 

 

市立保育所のМဇửࠎஓẰủỦ૾ỊẆטנɶに保育所のᢃփɼ˳ầ್ා市ẦỤ 

ᅈ˟ᅦᅍඥʴሁに移管ẰủỦẮểầẝụộẴẇẝỤẦẳỜắʕ১ẪẻẰいẇ 
 

 

Ფ民間移管って˴？ 

横浜市立保育所のᢃփɼ体が、ᅈ˟ᅦᅍඥʴ等の民間ඥʴに変ǘることを「民間移管」といいます。 

ᢃփɼ体は変ǘりますが、δᇜᅦᅍඥに定めるᛐӧ保育所であることは変ǘりません。 

平成 �6 年度から市立保育所の民間移管を進め、これまでに 55 園をᅈ˟ᅦᅍඥʴに移管しました。 

 

Ფ民間移管で˴が変ǘるのᲹ 

→Ĭ多様な保育ニーズに対ࣖします。 

（一ᢿの内ܾについては、ଏに実施している市立保育所もあります。） 

 

 

 

 

 

Ū利ဇ૰（保育૰） 

 

 基ஜ的な保育内ܾە

 

 ᨦܹδ保育ە

 

 

 

     
 

→ĭ園のᎰՃがかǘります。  

移管後は、園長をԃǉᎰՃ（保育士等）は民間ඥʴのᎰՃにかǘります。子どもたちに保育ؾの変

化によるਃをɨƑないよう、移管ЭのᲫ年間をかけて、保育内ܾや一ʴひとりのཎࣱを៊まƑた᧙ǘ

りについてࡽきዒいでいきます。 

 

 Ფこれから民間移管される園はどこですかᲹ 

※ 令和 5 年度の予定については、次ȚーǸをご覧ください。 

  

ŭ横浜市立保育所の民間移管についてŭ 

Ū所時間のࡨ長 

平日ᲴᲱ時᳸2� 時 
※�� 時以ᨀも利ဇする場ӳは「ٲ」が提供されます。 

土୴Ჴ7 時᳸�� 時 �� Ў 
   ※土୴日もዅが提供されます。 

 

Ū一時保育（利ဇδᇜ以外の保ᜱᎍが対象） 

保ᜱᎍの࣯な၏ൢやϛ۟ᔀᅛ等の時に利ဇできます。 

 

Ūその˂ 

利ဇᎍのニーズにࣖơて、きめኬかなサーȓǹを実施します。 

㸩 

 

 令和 � 年Ხ月に移管される予定の園 

滝頭保育園（磯子区）、荏田北保育園（青葉区）、茅ケ崎保育園（都筑区）、俣野保育園（戸塚区） 

 令和 4 年Ხ月に移管される予定の園 

三春台保育園（南区）、野庭保育園（港南区）、白根保育園（旭区）、竹山保育園（緑区） 

≪市立保育所とӷơ≫ 

38



39 

 

市立保育所の民間移管 今後の事業計画について 

 

横浜市では、お子さんの健やかな成長のため、市内の保育施設が連携をして「保育の質の向上」に取り組ん

でいます。 

現在、保育ニーズが多様化し、子育てを取巻く状況も変化していることから、今後、市立保育所と民間保育

所がそれぞれの役割を持って、より質の高い保育を提供できるよう取組を進めていく必要があります。 

このため、横浜市では、市立保育所のうち、54 園を「ネットワーク事務局園」として指定し、地域の民間

保育所等との「つなぎ役」となるネットワーク専任保育士を順次配置するなど、保育施設全体の保育の質の向

上に取り組んでいます。 

「ネットワーク事務局園」以外の市立保育所については、民間移管等の対象とし、平成 27 年２月に今後の

中長期的な事業計画を策定しました。 

移管等対象園については次のとおりです。 

 

＜移管等対象園＞ （園名は行政区順）（丸数字は移管年度） 

移管等対象園 

③滝頭（磯子）、③荏田北（青葉）、③茅ケ崎（都筑）、③俣野（戸塚） 

④三春台（南）、④野庭（港南）、④白根（旭）、④竹山（緑） 

上大岡東（港南）、向台（保土ケ谷）、釜利谷（金沢） 

菊名（港北）、舞岡（戸塚）、上郷、公田（栄） 

※令和 5 年度の移管予定園については、下記ＨＰにて公表しております。 

※令和 6 年度の移管予定園については、令和３年度中に随時ＨＰ等でお知らせします。 

 

＜市立保育所 ネットワーク事務局園一覧＞ 

区名 保育所名 区名 保育所名 

鶴見 潮田・芦穂崎・馬場・鶴見 金沢 金沢さくら・南六浦・並木 

神奈川 松見・神大寺・西菅田 港北 港北・大曽根・南日吉・太尾 

西 南浅間 緑 十日市場・長津田・鴨居 

中 錦・山手・竹之丸 青葉 美しが丘・奈良・すすき野・荏田 

南 しろばら・永田・井土ケ谷 都筑 大熊・みどり・中川西・茅ケ崎南 

港南 野庭第二・大久保・港南台第二 戸塚 川上・原宿・汲沢 

保土ケ谷 神戸・岩井・天王町 栄 飯島・桂台 

旭 左近山・ひかりが丘・今宿・柏 泉 北上飯田・和泉 

磯子 東滝頭・洋光台第二 瀬谷 瀬谷第二・中屋敷・二ツ橋 

 

 

 ≪民間移管事業のことを詳しく知りたい方は≫ 

  民間移管事業のあらましをまとめた「実施基準」と、これまでの取組を検証した「検証結果報告書」を、

横浜市ウェブサイトでご覧いただけます。 

※ 「市立保育所の民間移管」URL 

   https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/ikan/ 
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23 お問合せ先 

書類の書き方、受付の日程のお問合せは、専用ダイヤルへ 

 

 

 

 
 
  

その他のお問合せは、各区役所こども家庭支援課へ 

【電話受付時間：月～金（祝日除く）午前８時 45 分から午後５時 15 分まで】 

※ 区役所窓口開庁時間は午前８時 45 分から午後５時 00 分までです。 

区 電話 FAX 

鶴 見 045‐510‐1816 045‐510‐1887 

神奈川 045‐411‐7157 045‐321‐8820 

西 045‐320‐8472 045‐322‐9875 

中 045‐224‐8172 045‐224‐8159 

南 045‐341‐1149 045‐341‐1145 

港  南 045‐847‐8498 045‐842‐0813 

保土ケ谷 045‐334‐6397 045‐333‐6309 

旭 045‐954‐6173 045‐951‐4683 

磯  子 045‐750‐2435 045‐750‐2540 

金 沢 045‐788‐7795 045‐788‐7794 

港  北 045‐540‐2280 045‐540‐2426 

緑 045‐930‐2331 045‐930‐2435 

青 葉 045‐978‐2428 045‐978‐2422 

都  筑 045‐948‐2463 045‐948‐2309 

戸  塚 045‐866‐8467 045‐866‐8473 

栄 045‐894‐8463 045‐894‐8406 

泉 045‐800‐2413 045‐800‐2513 

瀬  谷 045‐367‐5782 045‐367‐2943 
  

利用案内・様式のダウンロードなど 

≪横浜市ウェブサイト≫ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/ 
hoiku-yoji/shisetsu/hoikuriyou/ 

令和 2 年 10 月発行 横浜市こども青少年局保育・教育運営課 

電話：０４５－６６４－２６０７  FAX：０４５－８４０－１１３２ 

開設期間：令和３年１月 26 日（火）まで 

（ただし、令和２年 12 月 29 日（火）～令和３年１月３日（日）は除く） 

開設時間：午前８時から午後８時まで（土日祝日を含む） 

 

 

？ 

専用ダイヤル 
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